
（平成２１年１０月７日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 129 件

国民年金関係 40 件

厚生年金関係 89 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 135 件

国民年金関係 34 件

厚生年金関係 101 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



  

東京国民年金 事案 5670 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 39 年２月から 40 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 11月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 55年 10月から 58年３月まで 

私は、昭和 39 年ごろに区役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間①

の国民年金保険料を納付していた。結婚後は、私が、夫婦二人分の保険料

を一緒に納付しており、申立期間②については、当時は自営業の経営が難

しかったことなどから保険料を納められなかったが、その後に、10 年くら

いさかのぼって保険料を納付することができることを知り、納付したと記

憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立期間①のうち、昭和 39 年２月から 40 年３月までの期間については、

申立人の国民年金の手帳記号番号は 39 年２月ごろに払い出されているこ

とから、そのころ、申立人は国民年金に加入していることが確認できると

ともに、申立人は、国民年金に加入した経緯等について具体的に記憶して

いることを踏まえると、加入手続を行いながら保険料の納付を行わなかっ

たものとは考え難い。また、申立人は、申立期間を除き、60 歳に至るまで

保険料をすべて納付している上、52 年７月以降は、おおむね付加保険料を

含めて納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

  ２ しかしながら、申立期間①のうち昭和 37 年 11 月から 39 年１月までの期

間及び申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を納付していた

ことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、10 年くらいさかの

ぼって納付したとする申立期間②については、第３回特例納付実施期間後

の期間であるとともに、夫婦共に保険料が未納となっている上、申立人は、



  

保険料を納付した時期、納付した期間、納付場所等の納付状況に関する記

憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

る周辺事情も見当たらない。 

  ３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 39 年２月から 40 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

     

     

  



  

東京国民年金 事案 5671                    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 57 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

                   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から同年７月まで 

    私は、当時勤務していた会社を退職した昭和 57 年４月ごろ、姉から勧め

られ、国民年金の加入手続をした。当時、怪我で療養中の私の代わりに、

姉が、勤務先の役場で加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれた

と記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、国民年金に加入するに至った経緯、加入状況及び国民年金保険

料の納付状況等について具体的かつ鮮明に記憶しているとともに、加入手続

及び保険料を納付していたとする申立人の姉は、申立人に国民年金の加入を

勧め、療養中の申立人に代わって、勤務先の役場で加入手続を行い、保険料

を納付した状況等について具体的に証言していることなどを踏まえると、申

立人は、申立てどおり、昭和 57 年４月ごろに国民年金に加入していたと推

認できる。また、申立人は、国民年金の種別変更手続を適切に行い、国民年

金加入期間の保険料をすべて納付していることが確認できるなど、申立内容

に不自然さは見られない。さらに、申立期間は、４か月と短期間である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5672 

                   

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 52 年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年７月から 43年１月まで 

             ② 昭和 43年 12月から 45年７月まで             

③ 昭和 51年８月から 52年２月まで 

④ 昭和 52年４月から同年６月まで 

⑤ 昭和 53年６月から 54年５月まで 

    私が 20 歳のころ、父が、国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料を

納付してくれていたと記憶している。結婚後は、自分で、納付書により郵

便局等で保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 １ 申立期間④については、申立人の国民年金手帳の記号番号払出簿及びオ

ンライン記録によると、申立人の国民年金手帳の記号番号は、結婚後の昭

和52年３月ごろに払い出され、申立人は、同年３月23日に国民年金に任意

加入していることが確認できるとともに、当該申立期間直前の国民年金保

険料は現年度納付していることが確認できる。また、申立人は、保険料の

納付方法、納付場所について具体的に説明している上、納付場所と説明す

る郵便局は、当時開設されており、保険料の収納事務を取り扱っていたこ

とが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

２ しかしながら、申立期間①、②、③及び⑤については、申立人及び申立

人の父親が、当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立期間①及び②については、上記の手帳記

号番号が払い出された時点では、時効により保険料を納付できない期間で



  

ある上、申立人は、国民年金の加入手続及び当時の保険料の納付に関与し

ておらず、申立人が結婚するまでの保険料を納付していたとする父親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確で

あるなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる

事情も見当たらない。 

また、申立期間③については、上記の手帳記号番号が払い出されて国民

年金に任意加入する以前の期間であるとともに、申立人は、昭和 51 年８月

に当時勤務していた会社を退職した翌月の同年９月に、厚生年金保険加入

中の夫と結婚しているところ、申立人は国民年金に任意加入した時期等に

関する記憶が曖昧
あいまい

であり、ほかに当該期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情は見当たらず、別の手帳記号番号が払い出されてい

たことをうかがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立期間⑤については、申立人は、昭和 53 年６月に厚生年金保

険の被保険者資格を喪失し、その後の 54 年６月に再度、国民年金に任意加

入するまでの期間であるとともに、制度上、任意加入者の納付義務は任意

加入した月から発生することから、保険料をさかのぼって納付することは

できず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらない。 

４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和52年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認 

められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5673 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38 年 12 月から 40 年３月までの期間及び 42 年４月から 44 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年 12月から 40 年３月まで 

             ② 昭和 42年４月から 44年３月まで 

    私は、自宅に来た区役所の職員から加入勧奨を受け、国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料は、自宅に来る集金人や納付書により郵便局で

納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべ

て納付している。 

  ２ 申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 40 年８

月ごろに払い出されており、その時点で、当該期間は保険料を過年度納付

することが可能な期間である。また、申立人は、国民年金に加入するに至

った経緯、加入状況等について具体的かつ鮮明に記憶しているとともに、

申立人が当時居住していた区では、区の徴収員が、戸別訪問により、国民

年金の加入勧奨を行っていたこと及び都の職員と共に過年度保険料の徴収

を行っていたことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

  ３ 申立期間②については、当該期間直前の保険料は現年度納付しているこ

とが確認でき、また、申立人は、保険料の納付方法、納付場所等について

具体的に説明しているとともに、申立人が居住していた区の昭和 42 年 11

月発行の区報によると、当時、納付書により郵便局で保険料を納付するこ

とが可能であったことが確認できる上、納付場所と説明する郵便局は、当

時開設されていたことが確認できるなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 



  

  ４ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5674  

                

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年 12 月から 57 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 12月から 57年３月まで 

    私の国民年金は、夫が加入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれ

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間は４か月と短期間であり、申立人は、昭和 56 年３月に国民年金に

任意加入して以降、60 歳に至るまで、申立期間を除き国民年金保険料をすべ

て納付していることを踏まえると、申立期間の保険料が未納となっているこ

とは不自然である。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



  

東京国民年金 事案 5675 

                

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年７月から同年９月までの期間及び 48 年３月の国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年７月から同年９月まで 

             ② 昭和 48年３月 

    私は、申立期間①の国民年金保険料を納付した領収証書を所持している

にもかかわらず未納と記録されている。また、申立期間②については、ず

っと保険料を納付しているのに、１か月だけ未納とすることは考えられな

い。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

  １ 申立人は、国民年金の任意加入者であり、申立期間①については、制度

上、特例納付をすることはできないこととなるが、申立人は、当該期間を

含む昭和 44 年３月から 45 年３月までの国民年金保険料を 47 年１月 20 日

に過年度納付した領収証書を所持している上、申立人の特殊台帳によると、

44 年３月から同年６月までの保険料は、第１回特例納付で納付済みと記録

されているなど、申立人の納付記録等の管理が適切に行われていなかった

状況が認められる。 

２ 申立期間②については１か月と短期間であり、当該期間前後の保険料は

納付済みである。また、申立人の国民年金保険料納付記録（被保険者名

簿）によると、当該期間直後の保険料を、昭和 48 年８月に納付しているこ

とが確認でき、その時点で、当該期間は保険料を過年度納付することが可

能な期間であるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民

年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5679 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年９月まで 

        私は、昭和 41 年 11 月に国民年金に加入したときから、姉と一緒に国民

年金保険料を納付してきた。48 年 11 月５日に納付した 47 年７月から同年

12 月分までの保険料が、重複納付により 49 年４月から同年７月までの保

険料に充当されているが、当時、申立期間の保険料が未納であったら、こ

ちらに充当されたはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて

納付しており、申立期間は６か月と短期間である。また、申立人が所持する

「国民年金保険料不足額通知書」により、昭和 47 年７月から同年 12 月まで

の保険料が重複納付されたため、申立期間後の 49 年４月から同年７月までの

保険料に充当されていることが確認でき、当該充当時点において申立期間の

保険料が未納であれば、申立期間に充当されたはずである上、申立人と一緒

に保険料を納付していたとする姉は申立期間の自身の保険料が納付済みであ

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



  

東京国民年金 事案 5680 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

    私は、国民年金制度の発足当初から、夫婦一緒に国民年金保険料を納付

してきたが、年金の請求をした時に保険料の未納期間があることを初めて

知った。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、

申立期間は 12 か月と短期間である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号

は昭和 37 年３月に夫と連番で払い出されていることが確認でき、この時点で

申立期間の保険料を現年度納付することが可能であるなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5681 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 37 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

    私は、国民年金制度の発足当初から、夫婦一緒に国民年金保険料を納付

してきたが、妻が年金の請求をした時に保険料の未納期間があることを初

めて知った。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人夫婦は、申立期間を除き、国民年金保険料をすべて納付しており、

申立期間は 12 か月と短期間である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号

は昭和 37 年３月に妻と連番で払い出されていることが確認でき、この時点で

申立期間の保険料を現年度納付することが可能であるなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

   その他の事情も含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5687                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58 年２月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年２月から 61年３月まで 

私の妻は、昭和 52 年３月に夫婦二人の国民年金の加入手続を行い、夫婦

二人分の国民年金保険料を金融機関で納付していた。申立期間が未加入と

され、保険料が未納とされていることに納得できない。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き 60 歳になるまで国民年金加入期間の国民年金保

険料をすべて納付している。また、申立人の妻が保険料を納付したとする金

融機関は、当時保険料の収納業務を行っていることが確認できるとともに、

納付書により保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた市

の納付方法と合致している。 

さらに、申立人及びその妻が厚生年金保険の加入資格を喪失した昭和 52 年

３月時点では、申立人が厚生年金保険の老齢年金の受給資格を満たしている

ため、夫婦ともに国民年金は任意適用となるが、一緒に国民年金に加入して

おり、申立人及びその妻の納付意識の高さがうかがえる。加えて、申立人の

妻は、申立期間を含め 60 歳になるまで国民年金加入期間の保険料をすべて納

付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5694 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年８月から 43 年３月までの期間及び 44 年４月から 49 年

９月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められ

ることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年８月から 43年３月まで 

             ② 昭和 44年４月から 49年９月まで 

    私は、昭和 49 年ごろ、それまで未納にしていた国民年金保険料を納付し

ようと思い、自宅に訪れた都の職員に保険料を全部で２回に分けて、総額

７万 5,000 円から８万円のお金を納付した。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間以降国民年金保険料をすべて納付しており、納付意識

は高かったものと考えられる。 

また、申立人が申立期間を含め昭和 42 年８月から 49 年９月までの保険料

を一括納付したとしている 49 年ごろは、第２回特例納付の実施期間中であり、

特例納付の契機、手続及び納付方法等に関する記憶は具体的であり、当時の

特例納付の納付方法等と一致し、43 年４月から 44 年３月まではオンライン

記録で第２回特例納付により納付済みとされている上、納付したとする金額

は申立期間を含め 42 年８月から 49 年９月までの保険料を特例納付及び過年

度納付した場合の金額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5695 

 

第１ 委員会の結論  

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年 10 月から同年 12 月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年 1月から同年３月まで 

             ② 昭和 56年 10月から同年 12月まで 

             ③ 昭和 61年１月から同年３月まで 

             ④ 平成９年９月から 11年 12月まで 

             ⑤ 平成 12月７月から 14年３月まで 

    私は、大学を卒業した後は、平成 14 年３月まで必ず厚生年金保険か国民

年金の保険料を納付してきた。申立期間①、②及び③は銀行の口座から自

動振替で、申立期間④及び⑤は銀行の窓口で納付していた。万一、納付忘

れがあっても督促があれば必ず納付したはずで、未納のままにしておくこ

とは考えられない。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、３か月と短期間で、前後の国民年金保険料は現年

度納付されている上、申立人と一緒に保険料を納付していたとする申立人の

妻も申立期間の保険料は納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

しかしながら、申立期間①、③、④及び⑤については、申立人が申立期間

の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、申立期間①及び③については、申立人が一緒に保険料を納付していたと

する申立人の妻も申立期間の保険料が未納である。また、申立期間④及び⑤

については、申立人の年金手帳にも再加入の手続を行った記録がなく、申立

人は、再加入手続の時期、場所、方法等の記憶が曖昧
あいまい

な上、申立人の国民年



  

金番号が基礎年金番号に統合された平成 18 年６月に未納期間として追加され

たことが確認できるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち昭

和56年10月から同年12月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



  

東京国民年金 事案 5696 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年７月から 51 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年５月から 51年３月まで 

私は、国民年金の加入手続の時に昭和 49 年５月分から国民年金保険料

をさかのぼって納付した。年金手帳には、被保険者となった日として 49 年

５月１日の記載及び市役所の確認印があり、申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち昭和 49 年７月から 51 年３月までの期間については、国民

年金手帳記号番号が払い出された 51 年９月時点では、過年度納付が可能な期

間であり、保険料をさかのぼって納付したことや、納付方法及び納付場所等

の申立人の記憶は具体的である上、納付したとする金額は申立期間の保険料

額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち昭和 49 年５月及び６月については、申立人

が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家計簿、確

定申告書等)が無く、国民年金手帳記号番号が払い出された 51 年９月時点で

は、申立期間は時効により保険料が納付できない期間である上、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 49 年７月から 51 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



  

東京国民年金 事案 5697  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年８月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： 昭和 41年８月から 44年３月まで 

私は、昭和 42 年ごろ、区役所に転入届を提出後、国民年金と国民健康保

険の加入手続をした。保険料は、国民健康保険料と一緒にまとめて区役所

で納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 42 年９月時点では、申

立期間は過年度納付及び現年度納付が可能な期間であり、国民年金の加入手

続の契機、加入の時期、保険料の納付場所、納付方法等の申立人の記憶は鮮

明である上、納付したとする金額は、申立期間の保険料額とおおむね一致す

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

また、申立人の特殊台帳には、転居前の市において、住民登録がないにも

かかわらず昭和 47 年度及び 48 年度に申請免除の記載があり、記録管理に不

備が見られる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5698 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、昭和 37 年４月から 38 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年４月から 38年３月まで 

    私の国民年金保険料は、昭和 38 年１月に国民年金の加入手続をしてくれ

た住み込み先の事業主が、職場に来ていた区役所の集金人に納付してくれ

ていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は国民年金制度発足以後、申立期間を除き国民年金保険料をすべて

納付しており、納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間は 12 か月と短期間であり、国民年金手帳記号番号が払い出

された昭和 38 年１月時点では現年度納付が可能な期間である上、申立期間の

直前は過年度納付済みであることが確認できる。さらに、申立人の、保険料

の納付方法、納付場所等の記憶は具体的である上、事業主が納付したとする

金額は、申立期間の保険料額と一致しているなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5699 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 47 年１月から同年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 12年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年３月から 40年３月まで 

             ② 昭和 47年１月から 48年９月まで 

             ③ 昭和 50年４月から同年６月まで 

    私は、国民年金に加入以来、夫婦一緒に国民年金保険料を納めてきたは

ずである。これまでに１回転居したが、その際、最寄りの区役所で国民年

金の納付状況を確認してきた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②のうち、昭和 47 年１月から同年３月までの期間については、現

年度納付が可能な期間であり、一緒に国民年金保険料を納付したとする申立

人の配偶者も当該期間の保険料は納付済みとなっているなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①、申立期間②のうち、昭和 47 年４月から 48 年

９月までの期間及び申立期間③については、申立人の配偶者も当該期間の保

険料は未納期間となっている上、申立人から当時の納付状況等を聴取するこ

とが困難であるため、当時の状況が不明確であるなど、申立人が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 47 年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



  

東京国民年金 事案 5702 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年１月から同年３月までの期間及び

38 年７月から 39 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 38年３月まで 

             ② 昭和 38年７月から 39年３月まで 

私は、昭和 35 年 12 月の婚姻後に両親から国民年金手帳をもらったとき

には国民年金保険料を納付していなかったが、40 年２月ごろ、転居先の区

で未納分の保険料を納付することができると聞き、36 年４月から 39 年３

月までの保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①のうち昭和38年１月から同年３月までの期間及び申立期間②に

ついては、申立人は、当該期間に挟まれた期間及び当該期間直後から60歳に

なるまでの国民年金保険料をすべて納付している。また、保険料をさかのぼ

って納付したとする40年２月時点では、当該期間は強制加入期間と記録され

ており、当該期間の保険料を過年度納付することができる上、申立人は、過

年度納付に至る経緯を具体的に説明している。さらに、納付したとする郵便

局は、当時開設されており、過年度保険料の収納を取り扱っており、納付し

たとする保険料の月額は、当時の保険料と一致するなど、申立内容に不自然

さは見られない。 

しかしながら、申立期間①のうち、昭和36年４月から37年12月までの期間

については、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付方法、

具体的な納付月数及び納付額の記憶が曖昧
あいまい

である上、保険料をさかのぼって

納付したとする時点では、時効により当該期間の保険料を納付することがで



  

きないなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和38年１月から同年３月までの期間及び38年７月から39年３月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5703 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 46 年 12 月から 52 年 12 月までの期間、53 年４月から 54

年３月までの期間、57 年 12 月及び 58 年１月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 12月から 52 年 12月まで 

             ② 昭和 53年４月から 54年３月まで 

             ③ 昭和 57年 12月及び 58年１月 

私は、昭和 46 年 12 月に区役所で国民年金の任意加入手続をし、国民年

金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間②及び③はそれぞれ 12 か月、２か月と短期間であり、

前後の期間はそれぞれ納付済みである。また、申立期間①については、申立

人は当該期間当初に国民年金に任意加入していることが確認でき、当該期間

中申立人夫婦の住所や夫の仕事に変化は見られず、当該期間後の住所変更手

続も適切に行っている上、納付書により保険料を納付したとする方法は、申

立人が当時居住していた区の納付方法と合致しており、納付したとする金融

機関は、当時開設され、保険料の収納を取り扱っているなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



  

東京国民年金 事案 5704 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 46 年１月から同年３月までの期間、平成

２年 10 月から３年３月までの期間、３年 11 月から４年３月までの期間、４

年 11 月から５年１月までの期間及び５年４月から同年８月までの期間の国民

年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録

を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年１月から同年３月まで 

② 平成２年 10月から３年３月まで 

③ 平成３年 11月から４年３月まで 

             ④ 平成４年 11月から５年１月まで 

             ⑤ 平成５年４月から同年８月まで 

             ⑥ 平成７年１月 

    私の母は、私たち夫婦二人分の国民年金保険料を納付していてくれた。

私は、母が死亡した昭和 58 年から夫が 60 歳になるまで夫婦二人分の保険

料を納付し、その後は、私が 60 歳になるまで私の保険料を納付してきた。

また、納付した保険料の還付を受けたこともない。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①、②、③、④及び⑤については、申立人は、当該期間を除き、

国民年金に加入した昭和36年４月から60歳になるまで国民年金保険料をおお

むね納付しており、当該期間は、３か月、５か月、６か月とそれぞれ短期間

である。また、申立期間①については、印紙検認により区役所で保険料を納

付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方法と合致してお

り、納付したとする保険料の金額は、当時の保険料額と一致している上、保

険料を納付していたとする母親は納付済みとなっている。さらに、申立期間

②、③、④及び⑤については、保険料を納付書によりを納付したとする方法



  

は、申立人が当時居住していた区の納付方法と合致しており、納付したとす

る金融機関は、保険料の収納業務を行っていることが確認できる上、納付し

たとする保険料の金額は、当時の保険料額とおおむね一致している。加えて、

申立人が所持している平成２年分、３年分、４年分及び５年分の確定申告書

（修正申告書を含む。）の社会保険料控除欄には、当時の国民年金保険料を

含む社会保険料の支払額が記載されているなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

しかしながら、申立期間⑥については、社会保険庁の記録には、当該期間

の保険料に係る還付理由、還付金額、還付期間、支払先の口座番号、支払通

知書作成年月日が明確に記載されており、当該記載内容に不合理な点は見当

たらない。また、当該期間の申立人に対する保険料の未還付や誤還付により

保険料が納付されたままとなっている事情も確認できず、申立人に対する保

険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、当該期間のうち、

昭和46年１月から同年３月までの期間、平成２年10月から３年３月までの期

間、３年11月から４年３月までの期間、４年11月から５年１月までの期間及

び５年４月から同年８月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5705 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年１月から同年３月までの期間及び 57 年１月から同年３

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められる

ことから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 57年１月から同年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続をし、私が婚姻するまで国民年金保

険料を納付してくれた。結婚後は、私の妻が保険料を納付していた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、申立

期間はそれぞれ３か月と短期間である。また、申立期間①については、申立

人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 40 年４月時点では、当該期

間の保険料を現年度納付することが可能である上、保険料を納付していたと

する母親は当該期間の保険料が納付済みとなっている。さらに、申立期間②

については、当該期間の前後の期間の保険料は納付済みであり、申立人の妻

が当該期間の保険料を納付書で納付したとする方法は、申立人が当時居住し

ていた区の納付方法と合致しており、納付したとする金融機関は、当時開設

され、保険料の収納を取り扱っていたことが確認できるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5706 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年 12 月から 47 年３月までの期間、50 年１月から同年３

月までの期間、56 年１月から同年３月までの期間及び 57 年１月から同年３

月までの国民年金保険料については、納付していたものと認められることか

ら、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 12月から 47年３月まで 

             ② 昭和 50年１月から同年３月まで 

             ③ 昭和 56年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 57年１月から同年３月まで 

    私は、昭和 45 年の婚姻後、国民年金に加入し、納付していなかった国民

年金保険料をさかのぼって納付するとともに、その後は、夫婦二人分の国

民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、申立

期間は３か月又は４か月とそれぞれ短期間である。また、申立期間①につい

て、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 48 年３月時点では、

当該期間の保険料を過年度納付することができること、申立期間①、②、③

及び④について、納付書により保険料を納付したとする方法は、申立人が当

時居住していた区の納付方法及び当時の過年度納付の方法と合致しており、

納付したとする金融機関は、当時開設され、現年度及び過年度保険料の収納

を取り扱っていたことが確認できること、申立期間②、③及び④について、

前後の期間が納付済みであること、さらに、申立人が保険料を納付していた

とする申立人の夫は、申立期間①、②及び③の保険料が納付済みとなってい

ることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5707 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和55年９月から56年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和55年９月から56年２月まで 

私は、昭和56年２月の婚姻後、国民年金の加入手続をし、申立期間の国

民年金保険料をさかのぼって納付した。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間及び厚生年金保険加入期間を除き国民年金保険料をす

べて納付している上、申立期間は６か月と短期間である。また、申立人が保

険料を納付書により納付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の

納付方法及び当時の過年度納付の方法と合致しており、納付したとする保険

料の金額は、当時の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5709 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年９月から 38 年３月までの期間、38 年６月から 39 年３

月までの期間、41 年１月から同年３月までの期間、47 年１月から同年３月ま

での期間、48 年４月から 52 年３月までの期間及び 52 年７月から 53 年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年９月から 38年３月まで 

             ② 昭和 38年６月から 39年３月まで 

             ③ 昭和 41年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 47年１月から同年３月まで 

             ⑤ 昭和 48年４月から 52年３月まで 

             ⑥ 昭和 52年７月から 53年３月まで 

私たち夫婦は、申立期間当時、義兄の経営する酒店に勤めており、義兄

が国民年金の加入手続をし、国民年金保険料の納付もしてくれていた。昭

和53年ごろ、義兄から国民年金手帳をもらった時に区役所へ照会をしたと

ころ５、６年分の保険料が未納となっていることに驚き、生命保険を解約

して夫婦二人分の保険料をまとめて納めた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦が、申立期間の国民年金保険料をさかのぼって納付したとする

時期は、第３回特例納付が実施されていた期間であり、申立人夫婦は、申立

期間の保険料を特例納付及び過年度納付することは可能であった。また、申

立人夫婦が特例納付したとする保険料額は、申立期間の保険料を第３回特例

納付により納付した場合の夫婦二人分の保険料額とおおむね一致している上、

申立人の妻は、申立期間の保険料を特例納付するために生命保険を解約し、

送付された納付書により郵便局で納付したと具体的に説明しているなど、申



  

立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5710 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37 年８月から 38 年３月までの期間、38 年６月から 39 年３

月までの期間、41 年１月から同年３月までの期間、47 年１月から同年３月ま

での期間、48 年４月から 52 年３月までの期間及び 52 年７月から 53 年３月

までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年８月から 38年３月まで 

             ② 昭和 38年６月から 39年３月まで 

             ③ 昭和 41年１月から同年３月まで 

             ④ 昭和 47年１月から同年３月まで 

             ⑤ 昭和 48年４月から 52年３月まで 

             ⑥ 昭和 52年７月から 53年３月まで 

私たち夫婦は、申立期間当時、義兄の経営する酒店に勤めており、義兄

が国民年金の加入手続をし、国民年金保険料の納付もしてくれていた。昭

和53年ごろ、義兄から国民年金手帳をもらった時に区役所へ照会をしたと

ころ５、６年分の保険料が未納となっていることに驚き、生命保険を解約

して夫婦二人分の保険料をまとめて納めた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦が、申立期間の国民年金保険料をさかのぼって納付したとする

時期は、第３回特例納付が実施されていた期間であり、申立人夫婦は、申立

期間の保険料を特例納付及び過年度納付することは可能であった。また、申

立人夫婦が特例納付したとする保険料額は、申立期間の保険料を第３回特例

納付により納付した場合の夫婦二人分の保険料額とおおむね一致している上、

申立人は、申立期間の保険料を特例納付するために生命保険を解約し、送付

された納付書により郵便局で納付したと具体的に説明しているなど、申立内



  

容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5713 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60 年７月から 62 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 60年７月から 62年９月まで 

私は、昭和 60 年７月に会社を退職後、区役所で国民健康保険の加入手続

をした際、国民年金への加入を強く勧められ、後日、同じ窓口で加入手続

をした。その後、納付書が送られてきたので、アルバイト先に来ていた金

融機関の職員に国民年金保険料の納付を依頼していた。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をおおむね納付している。また、

昭和 60 年７月に国民年金に加入した動機、加入当時の状況を具体的に記憶し

ている上、申立期間の保険料を前納、月払い等により納付したことについて

の記憶も鮮明である。 

さらに、申立期間に勤務していた会社の税理士が、申立人の提出した保険

料の領収書に基づいて年末調整時の源泉徴収票に保険料額の記載を行ったこ

とを証言しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5714 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 52 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 52年７月から同年９月まで 

私は、国民年金に加入以降、３か月毎に納付書で国民年金保険料を金融

機関で納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、昭和 49 年４月以降、申立期間を除き国民年金保険料をおおむね

納付している。また、申立人が納付したとする保険料額は、申立期間当時の

保険料額と一致している上、申立期間は３か月と短期間であるとともに、前

後の期間の保険料は現年度納付で納付していることが確認できる。 

さらに、申立期間及びその前後の期間を通じて申立人の生活状況に大きな

変化は見られないなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5715 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48年 10 月から 50年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 46年４月から 50年３月まで 

私は、昭和 50 年ごろ、母親から国民年金に加入するようにと 10 万円が

送られてきたので、国民年金の加入手続を行い、不足の金額は自分で賄い

36 年までさかのぼって国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付している上、国民年金加入時に保険料をさかのぼって納付した状況を具体

的に記憶している。また、申立期間のうち 48 年 10 月から 50 年３月までにつ

いては、申立人の国民年金手帳が払い出された 50 年 12 月時点で過年度納付

をすることが可能な期間であり、申立人が納付したとする保険料額約 13 万円

は、第２回特例納付で納付した 36 年４月から 46 年３月までの 120 か月分に

加えて、申立人の手帳記号番号が払い出された時点でさかのぼって過年度納

付できる当該期間の保険料額を合計した金額とおおむね一致するなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち昭和 46 年４月から 48 年９月までについて

は、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、第２回特例納付で納付済みになっている期間及び申

立期間のすべての保険料を納付した場合の金額は、申立人が納付したとする

金額と相違する。また、当該期間のうち 48 年４月から同年９月までについて

は、第２回特例納付で保険料を納付することができない期間であるとともに、

申立人の手帳記号番号が払い出された時点では時効により保険料を納付する



  

ことができない期間であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 48 年 10月から 50 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



  

東京国民年金 事案 5716 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 10 年４月から同年８月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 63年９月から平成３年７月まで 

           ② 平成３年 11月から５年８月まで 

           ③ 平成 10年４月から同年８月まで 

私は、昭和 49 年９月ごろ、国民年金に加入し、国民年金保険料を納付し

てきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人は、昭和 48 年４月以降、申立期間を除き国民年金保険料をおおむね

納付している。また、申立期間③については、申立人は、取引のあった金融

機関の職員の勧めで、国民年金に再加入し、その金融機関を通じて保険料の

納付を開始したことなど当該期間の再加入及び納付の状況を具体的に説明し

ている。さらに、当該期間は５か月と短期間である上、社会保険庁のオンラ

イン記録により、当該期間直前の平成９年 10 月から 10 年３月までの保険料

を 10 年 10 月に過年度納付しているとともに、当該期間直後の 10 年９月の保

険料も同年 10 月に現年度納付していることが確認できることを踏まえると、

当該期間の保険料について、当時現年度納付できるにもかかわらず、当該期

間を除いて保険料を納付することは不自然であるなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立

人は、平成５年８月時点のオンライン記録を所持し、当時より平成元年度か

ら５年度までの保険料の未納を確認している上、当該時点では、申立期間①

の大部分は時効により保険料を納付することはできない。また、申立期間②



  

については、申立人は当該期間の保険料の納付方法の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、

申立人が申立期間①及び②の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

平成 10 年４月から同年８月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



  

東京国民年金 事案 5721                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び

47 年４月から同年６月までの期間の国民年金保険料については、納付してい

たものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年３月まで 

             ② 昭和 47年４月から同年６月まで 

             ③ 平成元年５月から２年３月まで 

私たち夫婦は、区の職員の勧奨を受け、夫婦一緒に国民年金に加入し、

当初は区の集金人に、その後は業界団体や金融機関の集金人に、夫婦二人

分の国民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人は、当該期間の間及び直後の保険料

を納付しており、当該期間はそれぞれ 12 か月、３か月と短期間である。また、

当初は印紙検認により区の集金人に保険料を納付したとする方法は、申立人

が申立期間①当時居住していた区の納付方法と合致している。また、その後、

業界団体の集金人に保険料を納付したとする方法は、申立人が申立期間②当

時営んでいた小売店等を対象として昭和 42 年４月から平成元年３月まで保険

料の納付を取り扱っていた当該業界団体の納付方法と合致しており、申立人

の年度別納付状況リストでは、申立期間②より後の昭和 59 年ごろには当該業

界団体に保険料の納付を委託していたことが確認できるなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間③については、申立人が当該期間の国民年金保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申

立人は、保険料の納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である上、当該期間の直前の保険料

を当該期間後の平成２年８月に過年度納付していることに加え、当該期間後



  

の２年８月から３年３月までの保険料が未納となっているなど、申立人が当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和 36 年４月から 37 年３月までの期間及び 47 年４月から同年６月までの期

間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5722 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年 12 月の国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年 10月から 42 年３月まで 

             ② 昭和 42年 10月から 50年３月まで 

             ③ 昭和 56年 12月 

    私は、申立期間①及び②当時、当初は、区の集金人に対して印紙検認に

より国民年金保険料を納付し、その後、区の出張所で納付書により保険料

を納付した。また、申立期間③当時、市役所で保険料を納付した。申立期

間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、申立人は、当該期間の前後の国民年金保険料を納

付しており、当該期間は１か月と短期間である上、保険料を納付したとする

市役所は、当時保険料の収納を取り扱っているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

しかしながら、申立期間①及び②については、申立人が当該期間の国民年

金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無

く、申立人は、保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人は、当該

期間当初には、印紙検認により保険料を納付していたと主張しているが、申

立人が所持する国民年金手帳の当該期間の直前の欄及び当該期間の間の欄に

は、印紙が貼付され、検認印が押されているのに対し、当該期間の欄には、

検認印が押されていない上、申立人は、印紙検認による納付方法から納付書

による納付方法に変更した時期を憶えていないとするなど、申立人が当該期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和56年12月の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5723 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年 10 月から 49 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月から 49年３月まで 

私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、申立期間の国民年金保険料

を納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、60 歳になるまで国民年金保険料をすべて納付

している上、申立人の保険料を納付していたとする申立人の母親は、申立期

間の保険料が納付済みとなっている。また、申立期間当初、印紙検認により

保険料を納付し、その後、納付書により保険料を納付したとする方法は、申

立人が当時居住していた市の納付方法と合致している。さらに、申立人が所

持している申立人の母親の昭和 45 年の家計簿には、１月７日、５月 12 日及

び 10 月 14 日の３箇所の欄に申立人の名前、「国民年金」と考えられる文字

及び金額が記載されており、当該金額は申立期間のうち 42 年 10 月から 47

年 12 月までの期間の保険料額とおおむね一致しているなど、申立内容に不

自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5729 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 56 年１月から同年３月までの期間及び

56 年 10 月から 57 年３月までの期間の国民年金保険料については、納付して

いたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 56年１月から同年３月まで 

             ② 昭和 56年 10月から 57年３月まで  

③ 昭和 60年６月から 61年３月まで  

私は、昭和47年10月に、老後のことを考えて、国民年金に任意加入して、

それ以降第３号被保険者になるまで国民年金保険料を納付してきた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人は昭和47年10月の国民年金への任意

加入後は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付している上、当該期

間前後の保険料は納付済みであり、当該期間は、それぞれ３か月及び６か月

と短期間である。また、当該期間及びその前後の期間を通じて申立人の住所

及び夫の仕事に変更は無く、生活状況に大きな変化は認められないなど、当

該期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間③については、申立人が当該期間の保険料を納付

していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は保

険料の納付状況についての記憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が所持する国民年金

手帳の被保険者資格喪失欄に昭和60年６月１日と記載され、オンライン記録

においても、同日に国民年金の被保険者資格を喪失していることが確認でき

るなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和56年１月から同年３月までの期間及び56年10月から57年３月までの期間

の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



  

東京国民年金 事案 5730 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 55 年８月から 56 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年８月から 56年３月まで 

私は、厚生年金適用事業所を退職後区役所へ行き、国民年金の加入手続

をし、国民年金保険料を納付したはずである。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間は８か月と短期間である。また、申立人の国民年金手

帳の記号番号が昭和 55 年９月に払い出されていることから、申立人が、同

年８月に厚生年金適用事業所を退職した直後に国民年金の加入手続を行った

ことが確認でき、申立期間の保険料を現年度納付することが可能であったこ

と、申立人が所持する年金手帳及びオンライン記録により 55 年 10 月の婚姻

時に、氏名及び住所の変更手続を行うとともに国民年金の任意加入の手続を

していることが確認できることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5731 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 41 年 10 月から 44 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年３月から 44年３月まで 

    私は、婚姻時に兄から「今まで納めていなかった国民年金保険料をさか

のぼって一括納付したから。」と言われ、国民年金手帳を渡された。兄も、

私の保険料をさかのぼって納付したことを記憶している。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 41 年 10 月から 44 年３月までの期間については、申

立人は、申立期間後の国民年金保険料をすべて納付していること、申立人の

兄は、申立人の婚姻前に、申立人の国民年金の加入手続をし、納付可能な期

間の保険料をさかのぼって納付したと証言しており、申立人の国民年金手帳

の記号番号は、申立人の婚姻前の 43 年 12 月に払い出されていることが確認

でき、当該払出時点において、当該期間の保険料を過年度納付及び現年度納

付することが可能であることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 40 年３月から 41 年９月までの期間

については、申立人の兄が当該期間の保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は加入手続及び保険料の納付に関

与しておらず、加入手続及び保険料の納付をしたとする兄は、さかのぼって

納付した期間及び保険料額について記憶が不明確である上、申立人の上記手

帳記号番号が払い出された 43 年 12 月時点では、当該期間は時効により保険

料を納付することができない期間であるなど、申立人の兄が当該期間の保険

料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、



  

昭和 41 年 10 月から 44 年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



  

東京国民年金 事案 5732    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年１月から 51 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 51年３月まで 

    私は、数年間さかのぼって国民年金保険料を納付できるとの葉書が届き、

区役所でさかのぼって保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間のうち、昭和50年１月から51年３月までの期間については、申立

人は、さかのぼって納付することができる数年分の国民年金保険料はすべて

納付したと説明しており、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された

52年４月時点において、当該期間の保険料を過年度納付することが可能であ

ること、当該期間直後の51年４月から52年３月までの期間の保険料をさかの

ぼって納付していることが確認できることなど、申立内容に不自然さは見ら

れない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和42年４月から49年12月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、納付したとする保険料額の記憶が曖昧
あいまい

で

あるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。また、申立人の手帳記号番号が払い出された52年４月時点は、

特例納付の実施期間外であり、当該期間は時効により保険料を納付すること

ができない期間である上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和50年１月から51年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



  

東京国民年金 事案 5733 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 38 年１月から 40 年３月までの国民年金

保険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 38年１月から 40年３月まで 

             ② 昭和 43年７月から 50年８月まで 

    私の両親は、私の国民年金保険料を納付してくれていた。平成 19 年に旧

姓での国民年金の手帳記号番号が見つかり、マイクロフィルムの記録を受

け取ったが、申立期間当時の納付月数が訂正されているなど不可解な点が

ある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された

昭和39年６月時点では、当該期間の国民年金保険料を現年度納付及び過年度

納付することが可能な期間であり、申立人の保険料を納付していたとする両

親は自身の保険料を完納している。また、国民年金手帳記号番号払出簿や特

殊台帳において、申立人及び申立人の母親の氏名の記載が誤っているなど、

申立人に係る記録管理が適切でなかった状況が認められる。 

   しかしながら、申立期間②については、申立人の両親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立

人は国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付

していたとする両親から当時の納付状況を聴取することができないため、当

時の状況が不明確である。また、申立人は、昭和43年３月に婚姻のため両親

が居住する市から別の市へ転居した後も、両親が申立人の保険料を納付して

いたと説明しているが、申立人の特殊台帳により、申立人は同年６月に氏名

及び住所変更手続を行っていることが確認でき、申立人の両親の居住地では

申立人の保険料を納付することはできないと考えられるなど、申立人の両親



  

が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和38年１月から40年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



  

東京国民年金 事案 5734 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年４月から 49 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年４月から 49年７月まで 

    私は、昭和 49 年７月に当時居住していた区の区役所で国民年金の加入手

続をし、国民年金保険料をさかのぼって納めたはずである。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 49 年７月に国民年金の加入手続を行うとともに、さかのぼ

って国民年金保険料を納付したこと、その後は、50 年 12 月の婚姻及び出産、

翌年の離婚などの理由によりしばらくの間保険料を納付しなかったことを鮮

明に記憶しており、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された 49 年７

月時点で申立期間の保険料を過年度納付及び現年度納付することが可能であ

り、また、申立人が納付したとする金額は申立期間の保険料額とほぼ一致す

るなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5737 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和48年６月から同年12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和48年６月から同年12月まで 

    私は、国民年金に加入して以降、さかのぼって国民年金保険料を納付し

たこともたびたびあったが、遅れながらでも未納なく保険料を納付してき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入して以降、申立期間を除き国民年金保険料をす

べて納付しており、申立期間前後の期間の保険料は納付済みで、申立期間は

７か月と短期間である。また、申立人は、第２回特例納付により24か月分の

保険料を、第３回特例納付により申立期間の直前の期間を含む32か月分の保

険料を納付していることが附則18条納付者リスト及び附則４条納付者リスト

により確認できるほか、数回にわたり過年度納付していることが特殊台帳に

より確認でき、未納期間を残さないよう努めていたと考えられるなど、申立

内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



  

東京国民年金 事案 5738 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年１月から同年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①  昭和 48年１月から同年３月まで 

             ②  昭和 62年４月から同年６月まで 

    私は、昭和 40 年１月の成人式で、国民年金についての話を聞いて国民年

金に加入し、国民年金保険料を納付してきた。保険料の増額につれて、保

険料の負担が大きくなったため、55 年から免除申請をしてきた。昭和 62

年度分の免除申請の書類が遅れて家に届いたが、指定された期限までに申

請手続をした。申立期間①の保険料が未納とされ、申立期間②の保険料が

免除されず未納とされていることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、昭和40年４月から申請免除前の55年３

月まで申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、当該期間の前

後の期間の保険料は納付済みである上、当該期間は３か月と短期間であるな

ど、当該期間の保険料が未納となっていることは不自然である。 

しかしながら、申立期間②については、申立人が当該期間の保険料を免除

されていたことを示す関連資料が無く、オンライン記録から、申立人は昭和

62年10月30日に昭和62年度分の保険料の免除申請をしていることが確認でき、

当該申請時点では、制度上、さかのぼって当該期間の保険料の免除申請を行

うことはできないなど、当該期間の保険料が免除されていたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和48年１月から同年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認め

られる。 



  

東京国民年金 事案 5739 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和60年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：  

                 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和60年２月及び同年３月 

私は、昭和60年９月ごろ市役所で国民年金の加入手続を行い、申立期間

の国民年金保険料を納付書で納付した。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間は２か月と短期間である。また、申立人の国民年金手

帳の記号番号が払い出された昭和 60 年９月時点で、申立期間の保険料を過年

度納付することが可能であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



東京厚生年金 事案 4224                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 24年１月５日から 25年４月１日まで 

             ② 昭和 28年 10月１日から 35年３月 21日まで 

社会保険庁から届いた年金記録に関する回答書を見たところ、申立期間に

ついて脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受け取った覚えは無いので、脱退手当金の支給記録

を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

脱退手当金を支給する場合、本来、過去のすべての厚生年金保険被保険者期

間をその計算の基礎とするものであるところ、申立期間より前の被保険者期間

及び申立期間の間にある被保険者期間についてはその計算の基礎とされてお

らず、未請求となっているが、未請求となっている被保険者期間の一部は、申

立期間②と同系列事業所であり、これを失念するとは考え難い上、当該期間と

申立期間は、同一の被保険者記号番号で管理されているにもかかわらず、支給

されていない期間として存在することは事務処理上不自然である。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために

必要となる標準報酬月額等を、Ａ省（当時）から当該脱退手当金を裁定した社

会保険事務所へ回答した旨の記録が無い。 

さらに、申立人の脱退手当金は昭和35年５月23日に支給決定されているが、

その約２か月後に別の事業所に勤務し、厚生年金保険の被保険者となっており、

申立人が、その当時脱退手当金を請求する意思を有していたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4232                         

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額で

あったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 41 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年１月１日から５年 12月 31 日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

の営業担当役員で工務部長として勤務した期間のうち、平成４年１月から

５年 11月までの標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、申立期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取

消済資格記録）において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額

は、当初、平成４年１月から５年 11月までは 41万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社について厚生年金保険の適

用事業所でなくなった平成５年 12月 31日以降の６年２月４日付けで、申立人

を含む５人の標準報酬月額の記録が訂正されて引き下げられており、申立人の

標準報酬月額が４年１月から５年 11月までの期間、41万円から８万円にさか

のぼって訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所において、さか

のぼって記録を訂正する合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、商業登記簿では一部の期間Ａ社の取締役であるが、営業担

当役員で工務部長として従業していたため社会保険の関係業務には従事して

おらず、申立人が当該訂正処理に関与したとは考え難い。 

さらに、同社の社会保険事務担当者は、記録の訂正は自分又は代表取締役が

行い、申立人は社会保険関係の処理を担当することはなく、記録の訂正につい

ては説明を受けていないとしている。 



これらを総合的に判断すると、申立人について標準報酬月額に係る有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、41 万円に訂正することが必要

である。 



東京厚生年金 事案 4233                         

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額で

あったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額を 41 万

円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年 11月１日から５年 12月 29日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

の営業取締役で運転手として配送業務に従業した期間のうち、平成４年 11

月から５年 11月までの標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた厚

生年金保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取

消済資格記録）において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額

は、当初、平成４年 11月から５年 11月までは 41万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社について厚生年金保険の適

用事業所でなくなった平成５年 12月 29日以降の６年１月７日付けで、申立人

を含む二人の標準報酬月額の記録が訂正されて引き下げられており、申立人の

標準報酬月額が４年 11 月から５年 11 月までの期間、41 万円から８万円にさ

かのぼって訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所において、さ

かのぼって記録を訂正する合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、商業登記簿では平成５年 11月 27日に取締役に就任してお

り、一部の期間Ａ社の取締役であるが、営業担当役員で運転手として配送業務

に従業していたため社会保険の関係業務には従事しておらず、申立人が当該訂

正処理に関与したとは考え難い。 

さらに、同社の事業主は、申立人は運転手として勤務しており、社会保険関

係の手続には関与しておらず、標準報酬の引き下げについては説明していない



としている。 

これらを総合的に判断すると、申立人について標準報酬月額に係る有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、41 万円に訂正することが必要

である。 



東京厚生年金 事案 4234                         

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額で

あったと認められることから、申立人の標準報酬月額を、平成３年１月から同

年 10月までは 53万円に、同年 11月から４年１月までは 50万円に訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から４年２月 29 日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に営業担当取締役として勤務した期間のうち、平成３年１月から４年１月

までの標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標

準報酬月額と相違していることが判明したので、申立期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取

消済資格記録）において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額

は、当初、平成３年１月から同年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から４年１

月までは、50万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社について厚生年金保険の適

用事業所でなくなった平成４年３月 11 日以降の同年４月８日付けで、申立人

を含む５人の標準報酬月額の記録が訂正されて引き下げられており、申立人の

標準報酬月額が３年１月から同年 10 月までは 53 万円及び同年 11 月から４年

１月までは 50 万円がそれぞれ８万円にさかのぼって訂正されていることが確

認できるが、社会保険事務所において、さかのぼって記録を訂正する合理的な

理由は見当たらない。 

また、申立人は、商業登記簿ではＡ社の取締役であるが、記録が訂正された

ときには既に取締役を退任し、同社を退職していたと供述しており、かつ、営

業担当であるため社会保険の関係業務には従事しておらず、申立人が当該訂正



処理に関与したとは考え難い。 

さらに、同社の事業主は、記録の訂正は自分が行い、申立人は社会保険関係

の処理を担当することはなく、さかのぼっての記録の訂正は知らなかったとし

ている。 

これらを総合的に判断すると、申立人について標準報酬月額に係る有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成３年１月から同年 10 月ま

では 53 万円に、同年 11 月から４年１月までは 50 万円に訂正することが必要

である。 



東京厚生年金 事案 4240                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（44 万円）に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を 44 万円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の当該標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年７月 1日から同年 12月 30日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が９万 8,000 円となってい

るが、当該期間中も月給を 44万円ほどもらっていた。社会保険料も 44万円

に対して控除されていたと記憶しているので、申立期間中の標準報酬月額を

44万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された雇用保険の受給資格者証及びＡ社の元給与事務担当

者の供述から判断すると、申立人は、申立期間において、同社に勤務し、その

主張する標準報酬月額（44 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、平成

９年８月５日に、Ａ社の被保険者全員の標準報酬月額変更届が社会保険事務所

に提出されており、申立人の標準報酬月額は、９万 8,000円に変更されている

ことから、社会保険事務所は、申立人が主張する平成９年７月から同年 11 月

までの標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4241 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を昭和

63 年４月から平成元年３月までは 30 万円、同年４月から２年９月までは 47

万円、同年 10 月から３年９月までは 50 万円、同年 10 月から４年３月までは

53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 63年４月１日から平成４年４月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実

際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。

申立期間には取締役であった期間も含まれているが、同社では、経理を担当

したが、標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理が行われた当時は在職しておらず、ま

た、社会保険の事務手続に関与する立場ではなかったので、申立期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、社会保険庁のオン

ライン記録において、当初、昭和 63 年４月から平成元年３月までは 30 万円、

同年４月から２年９月までは 47万円、同年 10月から３年９月までは 50万円、

同年 10月から４年３月までは 53万円と記録されていたが、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった８年４月 20日以降の同年４月 23日に、申立人を

含む６名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の

標準報酬月額は、昭和 63年４月から平成元年 11月までが６万 8,000円、同年

12月から４年３月までが８万円に訂正されていることが確認できる。 

なお、申立人はＡ社の商業登記簿謄本から取締役であったことが確認できる

が、平成３年 12月 31日には取締役を退任しており、また、同社における申立

人の雇用保険の記録は４年４月１日までとなっていることから、社会保険事務

所において当該記録が訂正処理された日には、申立人は同社を既に退職してい



ることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があった

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た、昭和 63年４月から平成元年３月までは 30万円、同年

４月から２年９月までは 47 万円、同年 10 月から３年９月までは 50 万円、同

年 10月から４年３月までは 53万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 4242                           

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成３

年４月から４年９月までは 53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から４年 10月１日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間に係る標準報酬月額が、実際の報酬より低い

額に訂正されている。同社では監査役であったが、厚生年金保険の事務手

続には関与していなかったので、訂正前の標準報酬月額に戻してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成３年４月から４年９月までは 53 万円と記録さ

れていたものが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった５年２月 26

日以降の同年４月７日に、遡及
そきゅう

して 24 万円に減額訂正されており、同社にお

いては、申立人を含めて４名の標準報酬月額の記録が、同様に遡及
そきゅう

して減額訂

正されていることが確認できる。 

なお、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から監査役であったことが確認でき

るが、同社の複数の従業員は、申立人は営業部長として勤務しており、社会保

険関係業務には従事していなかったと供述していることから、申立人が当該訂

正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録は、事

業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成３年４月

から４年９月までは 53万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案4247 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和57年７月１日、資格喪失日に係る記録を59年３月26日とし、57年７月から

58年６月までの標準報酬月額を14万2,000円、同年７月から59年２月までの標

準報酬月額を16万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和32年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和57年７月１日から59年３月26日まで 

厚生年金保険の加入期間について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社で働い

ていたことは間違いないので、申立期間について被保険者であったことを認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、申立人の同僚の回答並びにＡ社から提出された在籍証

明書及び従業員名簿から、申立人が、昭和57年４月12日に同社に入社し、同年

７月１日から正社員として勤務していたことが認められる。 

また、Ａ社は、同社では、３か月の試用期間を経て正社員となり、正社員で

あれば、職種の別なく、すべて厚生年金保険に加入させていた旨回答している。 

さらに、上記従業員名簿から申立期間当時にＡ社に勤務していたことが確認

できる複数の従業員については、アルバイト・海外勤務者を除くすべての者に、

厚生年金保険の被保険者としての記録が存在する。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人と同職種・同年代の者の

標準報酬月額から、昭和57年７月から58年６月までは14万2,000円、同年７月



から59年２月までは16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間の被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る

社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、資格の取得及び喪失

のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤る

ことは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係

る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和57

年７月から59年２月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4248 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和42年６月１日から43年11月１日までの期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を42年６月１日、

資格喪失日に係る記録を43年11月１日とし、申立期間の標準報酬月額を42年６

月から43年４月までは４万5,000円、同年５月から９月までは５万6,000円、同

年10月は６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和42年４月１日から43年11月１日まで 

厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社に勤務した申立期

間の記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務していたことは確かなので、

申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和42年４月１日から43年10月31日までＡ社に勤務していたと申

し立てている。 

そして、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和42年６月１日に厚生年金

保険の適用事業所となっているところ、同社の経理担当者は、「申立人が入社

してから２、３か月後に、Ａ社は社会保険等に加入した。」と供述しており、

申立人の上司は、「申立人はＡ社に１年半くらい勤務した。」と供述している。 

また、申立人は、Ａ社を退職した月に、オリンピックが開催されていたこと

を記憶していることから、同社には43年10月末まで勤務していたと主張してい

る。この事実経過の説明は、具体性があり、かつ、上記経理担当者及び元上司

の供述とも符合し、信憑
しんぴょう

性も認められる。 

これらのことから、申立人は、申立期間において、Ａ社に勤務していたこと

が認められる。 



さらに、上記経理担当者及び元上司は、「Ａ社が社会保険の適用事業所とな

った旨の手続を行った際、従業員全員を社会保険に加入させた。」と供述して

いる。 

加えて、申立人が、Ａ社で申立人と同様の業務に従事していたと記憶してい

る同僚には、厚生年金保険の被保険者としての記録が存在する。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭和42年６月１

日から43年11月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、上記同僚の標準報酬月額から、

昭和42年６月から43年４月までは４万5,000円、同年５月から同年９月までは

５万6,000円、同年10月は６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間の被保険者名簿の整理番号に欠番が見当たらないことから、申立人に係る

社会保険事務所の記録が失われたことは考えられない上、資格の取得及び喪失

のいずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録の処理を誤る

ことは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係

る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和42

年６月から43年10月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、申立期間のうち、昭和42年４月

１日から同年５月31日までの期間においては、厚生年金保険の適用事業所でな

いことが確認できる。 

また、上記経理担当者は、「Ａ社が社会保険に加入する前に、従業員の給与

から保険料を控除することはない。」と供述している。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 4251 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和 19 年 10 月１日、資格喪失日は 20

年４月 15 日であると認められることから、当該期間に係る記録を訂正するこ

とが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、40円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年 10月１日から 20 年４月 15日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ工場に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社

同工場に勤務したことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者台帳では、申立人と氏名が酷似し、

被保険者資格取得日が昭和 19年 10月１日と、申立期間の始期と一致する被保

険者記録（「資格喪失年月日」欄は、空欄となっており、不明。）が存在し、当

該被保険者記録は、基礎年金番号に未統合となっている。 

一方、現在のＣ社から提出のあった健康保険組合支部名簿において、申立人

の申立期間に係る厚生年金保険手帳記号番号が記載されており、当該番号は上

記被保険者台帳の番号と一致することから、上記未統合の厚生年金保険被保険

者記録は申立人のものであると認められる。 

また、厚生年金保険被保険者台帳では、「資格喪失年月日」欄は空欄となっ

ているが、申立人は、昭和 20年４月の空襲により同社Ｂ工場が焼失したため、

同時期に入社した同郷の同僚と一緒に帰省し退職したと供述していることか

ら、上記同僚の厚生年金保険資格喪失日である 20年４月 15日まで同社に勤務

していたことが認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の被保険者台帳

に記載されている記録から、昭和 19年 10月から 20年３月までは 40円とする

ことが妥当である。 



東京厚生年金 事案 4252 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年９月１日から４年３月 31 日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、平成３年９月から４年２月までの期間の標準報酬

月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相

違していることが判明した。そのため、申立期間の標準報酬月額を正しい

記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険の平

成３年９月から４年２月までの標準報酬月額は、当初、50 万円と記録されて

いたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年３月

31日以降の同年５月２日に、申立人を含む 20人の標準報酬月額の記録がさか

のぼって減額訂正されており、申立人の場合、３年９月から４年２月までの期

間について８万円に減額訂正されていることが確認できる。社会保険事務所に

おいて、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理

由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 50 万円に訂正することが

必要である。 



東京厚生年金 事案 4253 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を平成３年１月から同年 12月までの期間は 53万円、４年１月から７

年 10月までの期間は 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から７年 11月 15 日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額が、実際

に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違しているこ

とが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成３年１月から同年 12 月までの期間は 53 万円、

４年１月から７年 10月までの期間は 41万円と記録されていたところ、同社が

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった７年 11 月 15 日の翌日の同年

11月 16日に、申立人を含む３人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂

正されており、申立人の場合、３年１月から６年 10 月までの期間は８万円、

同年 11月から７年 10月までの期間は９万 2,000円へと訂正されていることが

確認できる。社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正す

るという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成３年１月から同年 12

月までの期間は 53 万円、４年１月から７年 10 月までの期間は 41 万円に訂正

することが必要である。 



東京厚生年金 事案 4254 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人のＡ社における資格喪失日は、平成３年８月 24 日であると認められ

ることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日に係る記録を

訂正することが必要である。 

また、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額の記録を 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年５月１日から同年８月 24 日まで 

    社会保険事務所の戸別訪問で、Ａ社に勤務した期間の標準報酬月額が、実

際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している

こと、及び勤務した期間が１か月間短いことが判明した。そのため、申立

期間の標準報酬月額及び資格喪失日を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における資格喪失日は、同

社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった平成３年７月 24 日以降の

４年３月 25 日に、申立人を含む９名の資格喪失日の記録が、当初、３年８月

24日と記録されていたところ、同年７月 24 日へとさかのぼって訂正されてい

ることが確認できる。 

一方、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成３

年５月から同年７月までの期間は 50 万円と記録されていたところ、同社が厚

生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年７月 24日以降の４年３月 25

日に、申立人を含む７名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されて

おり、申立人の場合、３年５月から同年６月まで 20 万円へと訂正されている

ことが確認できる。 

社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処

理を行う合理的な理由は見当たらない。 



これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る資格喪失日及び標準

報酬月額について、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の資格喪

失日は事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成３年８月 24 日に、申立期

間に係る標準報酬月額は事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成３年５

月から同年７月までの期間は 50万円に、それぞれ訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 4263 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額を

36万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 10月１日から２年８月 31日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に取締役として勤務した期間

のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が適用事業所に該当しなくなっ

た平成２年８月31日以降の４年４月８日付けで申立人の元年10月から２年７

月までの標準報酬月額が36万円から20万円にさかのぼって引き下げられてい

ることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿から、申立人は、当該訂正処理が行われた日に同社

の取締役であったことが確認できるが、同社の複数の従業員は、「申立人は、

営業部長であり、厚生年金保険関係事務及び経理に係る職務への関与や影響力

は無かった。」と供述している上、同社の役員は、「申立人は、営業職であった。」

と供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該事務処理を行う

合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出たとおり、36万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 4267 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を、平成５年 11月から６年 10月までの期間は 53万円、同年 11月及

び同年 12 月は 59 万円、７年１月から同年９月までの期間は 53 万円に訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 11月１日から７年 10月 31日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標

準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成５年 11月から６年 10月までの期間は 53万円、

同年 11 月及び同年 12 月は 59 万円、７年１月から同年９月までの期間は 53

万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった同年 10月 31日以降の同年 11月 30日に、申立人を含む４人の標準報酬

月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、５年 11 月か

ら７年９月までの期間について９万 2,000 円へと訂正されていることが確認

できる。社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正すると

いう処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、法務局のＡ社に係る閉鎖登記簿謄本により、取締役であっ

たことが確認できるが、同社の代表取締役が、「申立人は社会保険事務にはか

かわっておらず、当該事務の執行権限を有していなかった。」旨供述している

こと等から、申立人は、標準報酬月額の訂正処理に関与していないと認められ

る。 



これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成５年 11月から６年 10

月までの期間は 53万円、同年 11月及び同年 12月は 59万円、７年１月から同

年９月までの期間は 53万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4268 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間のうち、平成５年

１月から同年11月までの期間に係る標準報酬月額の記録を53万円に訂正する

ことが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①平成５年１月１日から同年12月16日まで 

             ②平成５年12月16日から８年３月１日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

①について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する

標準報酬月額と相違していることが判明した。また、同社に勤務した期間の

うち、申立期間②の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①につい

て、標準報酬月額を訂正し、申立期間②について、厚生年金保険の被保険者

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ

社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成５年１月から同年 11

月までの期間は 53 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用

事業所に該当しなくなった同年 12月 16日以降の同年 12月 24日に、申立人を

含む３人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の

場合、８万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、

このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見

当たらない。 

また、申立人は、法務局のＡ社に係る閉鎖登記簿謄本により、取締役であっ

たことが確認できるが、同社の代表取締役及び複数の従業員が、「申立人は営

業担当役員で、社会保険事務の執行権限は有していなかった。」旨供述してい

ること等から、申立人は、標準報酬月額の訂正処理に関与していないと認めら



れる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所に当初届け出た 53万円とすることが必要である。 

申立期間②については、雇用保険の加入記録から判断すると、申立人がＡ社

に平成８年２月 29日まで継続して勤務していたことが認められる。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社は、平成５年 12月 16日に

厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、同日に、申立人が同社における

厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

また、当時のＡ社の事業主は、申立人について、「被保険者資格喪失後は、

厚生年金保険料を給与から控除していない。」旨供述している。 

さらに、社会保険庁の記録からＡ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなった平成５年 12月 16日に、申立人と同様に同社における厚生年金保険の

被保険者資格を喪失していることが確認できる従業員に照会したものの、連絡

の取れた複数の従業員は、いずれも、被保険者資格喪失後の厚生年金保険料の

事業主による給与からの控除について明確な記憶が無く、また、これを確認で

きる給与明細書等も無い。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 4269 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を、平成３年１月から同年９月までの期間は 44万円、同年 10月から

４年７月までの期間は 47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から４年８月 31日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標

準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成３年１月から同年９月までの期間は 44 万円、

同年 10月から４年７月までの期間は 47万円と記録されていたところ、同社が

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年８月 31 日以降の同年９月

７日に、申立人を含む３人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正され

ており、申立人の場合、３年１月から４年７月までの期間について 20 万円へ

と訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、このようにさ

かのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、法務局のＡ社に係る登記簿謄本により、取締役であったこ

とが確認できるが、同社の代表取締役が、「申立人は営業担当役員で社会保険

事務にはかかわっていなかった。」旨供述していること等から、申立人は、標

準報酬月額の訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成３年１月から同年９月



までの期間は 44 万円、同年 10 月から４年７月までの期間は 47 万円とするこ

とが必要である。 



東京厚生年金 事案 4272 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ工場における

資格喪失日に係る記録を昭和 40 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年５月１日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間もＡ社に継続して勤務していたので、被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＢ社から提出された辞令から、申立人がＡ社に継続

して勤務し（昭和 40年６月１日に同社Ｃ工場から同社本社に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 40 年４月の社会保険事務

所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4276 

 

第１ 委員会の結論 

１ 申立人のＡ社における資格喪失日は平成７年12月25日であることが認め

られることから、申立期間のうち、７年５月 31 日から同年 12 月 25 日に係

る記録を訂正することが必要である。 

  なお、申立人の当該期間に係る標準報酬月額については、56 万円とする

ことが妥当である。 

  また、申立人は、申立期間のうち、平成７年 12月 25日から８年３月１日

までの期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていること

が認められることから、上記訂正後の資格喪失日に係る記録（７年 12月 25

日）を８年３月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を 56 万円とするこ

とが必要である。 

  なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務

を履行していないと認められる。 

２ 申立期間のうち、平成８年３月から９年３月までの期間について、事業主

が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月

額であったと認められることから、申立人の平成８年３月から同年９月まで

の標準報酬月額の記録を 56 万円に、同年 10 月から９年３月までは 59 万円

に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： ① 平成７年５月 31日から８年３月１日まで 

② 平成８年３月１日から９年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、平成７年５月 31日から８年３月１日までは加入

記録が無く、また、Ｂ社に勤務した期間のうち、平成８年３月１日から９

年４月１日までについては、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与

から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判

明した。保険料の控除額及び給与総支給額を確認できる給与明細書がある

ので、Ａ社に係る厚生年金保険の加入期間、Ｂ社に係る標準報酬月額を訂



正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、平成７年５月 31 日から同年 12 月 25 日までの期間に

ついては、雇用保険の記録及び申立人から提出のあった給与明細書により、

申立人がＡ社に継続して勤務していたことが認められる。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、平成７年５月 31 日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなった旨の処理がされている。しかし、同日以降

の同年 12月 25日に、申立人を含む 11名について、同年 10月の標準報酬月

額の定時決定が取り消されるとともに、厚生年金保険被保険者の資格喪失日

を同年５月 31日にさかのぼって訂正処理されている。 

しかしながら、同日において、同社が適用事業所としての要件を満たして

いたと認められ、社会保険事務所において当該適用事業所でなくなったとす

る処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成７年５月 31 日に被

保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由は無く、当該喪失処理に

係る記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は社

会保険事務所の処理日と同日の同年 12月 25 日とすることが妥当である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、平成７年４月の社会保険庁の

オンライン記録から、56万円とすることが妥当である。 

  ２ 申立期間①のうち、平成７年 12月 25日から８年３月１日までの期間につ

いては、雇用保険の記録及び申立人から提出のあった給与明細書により、申

立人が申立期間に、Ａ社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、当該期間の標準報酬月額については、給与明細書の保険料控除額か

ら 56万円とすることが妥当である。 

 一方、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は当該期間においては厚生年

金保険の適用事業所としての記録が無い。しかし、商業登記簿謄本から法人

であることが確認でき、厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たし

ていたものと判断できる。 

 なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当

該事業所は、当該期間において適用事業所でありながら、事業主は社会保険

事務所に適用の届出を行っていなかったと認められることから、当該期間に

係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ３ 申立期間②について、申立人から提出された給与明細書により、平成８年

３月から９年３月までは標準報酬月額 56 万円に相当する厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

    また、社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＢ社における標準



報酬月額は、当初、平成８年３月から同年９月までは 56万円、同年 10月か

ら９年３月までは 59 万円と記録されていたところ、同年５月６日に申立人

を含む 15名全員の標準報酬月額が、それぞれの資格取得時（申立人の場合、

８年３月）にさかのぼって、９万 2,000円に減額訂正されていることが確認

できる。社会保険事務所において、このようにさかのぼって訂正処理を行う

合理的理由は見当たらない。 

    さらに、社会保険事務所においてＢ社における保険料の滞納処分票は確認

できないものの、当時の同社の従業員は保険料滞納があった旨の供述をして

いる。 

一方、申立人は、Ｂ社の商業登記簿謄本により役員であるものの、複数の

従業員が「申立人は営業担当の部長として勤務しており、社会保険の事務手

続には従事していなかった。」と供述していることから、申立人が当該訂正

処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成８年３

月から同年９月までを 56 万円に、同年 10 月から９年３月までを 59 万円に

訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 4277 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事業所の資格取得日に係る記録

を昭和47年５月25日に、Ｃ社（現在は、Ａ社）Ｄ工場の資格取得日に係る記録

を53年２月16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を47年５月は５万6,000円、

53年２月は22万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年５月 25日から同年６月１日まで 

             ② 昭和 53年２月 16日から同年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された申立人

に係る在籍期間証明書から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し(昭和

47年５月25日に同社本社から同社Ｂ事業所に異動)、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和47年６月の社会保険事務所

の記録から５万6,000円とすることが妥当である。 

申立期間②については、Ａ社から提出された申立人に係る在籍期間証明書か

ら判断すると、申立人が同社及び関連会社のＣ社に継続して勤務し(昭和53年

２月16日にＡ社Ｂ事業所からＣ社Ｄ工場に異動)、申立期間に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和53年３月の社会保険事務所



の記録から22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間①及び②当時、届出を誤ったとしていることから、事業主は申立

期間①については昭和47年６月１日を、また、申立期間②については53年３月

１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る47

年５月及び53年２月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



東京厚生年金 事案4278 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場の資格取得日に係る記録を

昭和51年４月16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を16万円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和51年４月16日から同年５月３日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、健康保険組合の記録、Ａ社から提出された申立人に係る在

籍期間証明書及び人事記録から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し

（昭和51年４月16日に同社Ｃ事業所から同社Ｂ工場に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和51年５月の社会保険事務所

の記録から16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が昭和51年５月

３日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る

申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4279 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社の資格取得日に係る記録を昭和52

年11月16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を20万円とすることが必要であ

る。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和52年11月16日から同年12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、健康保険組合の記録及びＡ社から提出された申立人に係る

在籍期間証明書から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し(昭和52年11

月16日に同社Ｂ支店から同社本社に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和52年12月の社会保険事務所

の記録から20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が昭和52年12

月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年11月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係

る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4280 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事務所の資格取得日に係る記録

を昭和55年５月16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を22万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和55年５月16日から同年６月16日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、健康保険組合の記録及びＡ社から提出された申立人に係る

在籍期間証明書から判断すると、申立人が同社に継続して勤務し（昭和55年５

月16日に同社Ｃ工場から同社Ｂ事務所に異動)、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和55年６月の社会保険庁のオ

ンライン記録から22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が当初昭和55

年６月16日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人

に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



東京厚生年金 事案4281 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事務所の資格喪失日に係る記録

を昭和53年11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を22万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和53年10月３日から同年11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、健康保険組合の記録及びＡ社から提出された申立人に係る

在籍期間証明書から判断すると、申立人が同社及び関連会社のＣ社に継続して

勤務し(昭和53年11月１日にＡ社Ｂ事務所からＣ社に異動)、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和53年10月の定時決定記録か

ら22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が昭和53年10

月３日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年10月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4282 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在はＢ社）Ｃ工場の資格取得

日に係る記録を昭和52年４月16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を26万円

とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和11年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和52年４月16日から同年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ｂ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、Ｂ社から提出された申立人に係る在籍期間証明書及び人事

記録から判断すると、申立人が同社及び関連会社のＡ社に継続して勤務し（昭

和52年４月16日にＢ社Ｄ工場からＡ社Ｃ工場に異動)、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和52年５月の社会保険事務所

の記録から26万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が当初昭和52

年５月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人

に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



東京厚生年金 事案4283 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場の資格喪失日に係る記録を

昭和44年４月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万円とすることが必

要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和44年１月１日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る在籍期間証明書から判断すると、申立人が

同社及び関連会社のＣ社に継続して勤務し（昭和44年１月１日にＡ社Ｂ工場か

らＣ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、社会保険事務所の記録によれば、Ｃ社が厚生年金保険の適用事業所と

なったのは昭和44年４月１日であり、申立期間は適用事業所となっていないと

ころ、Ａ社は厚生年金の適用事業所になっていない事業所への異動における厚

生年金保険の取扱いは、転勤前の事業所の厚生年金保険の被保険者資格を継続

する取扱いであったと供述していることから、同社Ｃ工場の資格喪失日を同年

４月１日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和43年12月の社会保険庁のオ



ンライン記録から６万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が昭和44年１月

１日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年１月から同年３月までの保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立

期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4284 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場の資格取得日に係る記録を

昭和36年９月１日に、同社Ｃ工場の資格取得日に係る記録を50年１月31日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額を36年９月から同年12月までは３万6,000円、

50年１月は20万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和36年９月１日から37年１月16日まで 

             ② 昭和50年１月31日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る在籍期間証明書及び人事記録から判断す

ると、申立人が同社及び関連会社のＤ社に継続して勤務し（昭和36年９月１日

に同社Ｅ工場からＡ社Ｂ工場に異動、昭和50年１月31日に同社本社から同社Ｃ

工場に異動)、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間①については、昭和37

年１月の社会保険事務所の記録から３万6,000円、申立期間②については50年

２月の社会保険事務所の記録から20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間①及び②当時、届出を誤ったとしていることから、事業主は申立

期間①については昭和37年１月16日を、また、申立期間②については50年２月



１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭

和36年９月から12月までの保険料及び50年１月の保険料について納入の告知

を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ工場の資格

取得日に係る記録を昭和52年４月16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を16

万円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和24年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和52年４月16日から同年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ｂ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

健康保険組合の記録、Ｂ社から提出された申立人に係る在籍期間証明書及び

人事記録から判断すると、申立人が同社、関連会社のＤ社及びＡ社に継続して

勤務し（昭和52年４月にＤ社Ｅ工場からＡ社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和52年５月の社会保険事務所

の記録から16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が昭和52年５月

１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同

年４月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る

申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4286 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ工場の資格

取得日に係る記録を昭和55年11月16日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を30

万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和55年11月16日から同年12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ｂ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

健康保険組合の記録、Ｂ社から提出された申立人に係る在籍期間証明書及び

人事記録から判断すると、申立人が同社及び関連会社のＡ社に継続して勤務し

（昭和55年11月16日にＢ社本社からＡ社Ｃ工場に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和55年12月の社会保険事務所

の記録から30万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が昭和55年12

月１日を資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年11月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係

る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4287 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事務所の資格喪失日に係る記録

を昭和53年11月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を22万円とすることが

必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和53年10月31日から同年11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録、健康保険組合の記録及びＡ社が発行した申立人に係る在籍

期間証明書から判断すると、申立人が同社及び関連会社のＣ社に継続して勤務

し（昭和53年11月１日にＡ社Ｂ事務所からＣ社に異動）、申立期間に係る厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和53年９月の社会保険庁のオ

ンライン記録から22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が昭和53年10

月31日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年10月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4288 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ事務所の資格取得日に係る記録

を昭和53年２月27日に、同社Ｂ事務所の資格喪失日に係る記録を同年11月1日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万2,000円とすることが必要である。 

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和53年２月27日から同年３月１日まで 

② 昭和53年10月31日から同年11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

健康保険組合の記録及びＡ社が発行した申立人に係る在籍期間証明書から

判断すると、申立人が同社及び関連会社のＣ社に継続して勤務し（昭和53年２

月27日にＡ社Ｂ事務所に入社、同年11月１日に同社Ｂ事務所からＣ社に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和53年３月及び同年９月の社

会保険庁のオンライン記録から９万2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が申立期間①及び②当時、届出を誤ったとしていることから、事業主が昭和

53年３月１日を資格取得日、同年10月31日を資格喪失日として届け、その結果、

社会保険事務所は、申立人に係る同年２月及び同年10月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後



に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、

事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 



東京厚生年金 事案4289 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（53万円）に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる

ことから、申立期間に係る標準報酬月額の記録を53万円に訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成元年12月１日から２年10月１日まで 

社会保険事務所の厚生年金被保険者記録では、平成元年12月１日から２年

10月１日までの標準報酬月額が、47万円になっているが、「新給与メモ」及

び厚生年金基金の記録に記載されているとおり、申立期間の標準報酬月額は

53万円であるので、調査してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時の厚生年金基金の記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額が53万円であり、また、申立人が保管している｢新給与メモ｣から平成元年

７月の給与が55万2,200円であることが確認できる。 

一方、平成元年12月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限等級は47万円か

ら53万円になり、同年10月の定時決定の実際の給与報酬額に基づき標準報酬月

額が変更されることになる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、申立人の標準報酬月額の場合、昭和63

年10月は62万7,000円、平成２年10月は72万4,000円と記録されているところ、

元年10月は47万円と記録されており、厚生年金基金及び「新給与メモ」の記録

に比べ低額であることから、実際の給与の報酬額が記録されていたとは考え難

い。 

また、Ａ社は、申立期間当時、厚生年金保険及び厚生年金基金の定時決定に

係る届出は、複写式の様式を用いて行っていたと回答している。 

これらを総合的に判断すると、申立人の平成元年12月以降の標準報酬月額を

53万円とする旨の届出を事業主が社会保険事務所に対して行ったことが認め



られる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金基金の代行返上前の記

録から、53万円とすることが妥当である。 



東京厚生年金 事案4290 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は、平成６年12月６日であると認められる

ことから、申立期間のうちの厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を同

日に訂正することが必要である。 

なお、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額の記録を18万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月11日から同年12月22日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した一部期間が未加入となっており、標準報酬月額も引き下げられて

いることが判明した。そのため、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人が申立期間においてＡ社に勤務していたこ

とが確認できる。 

一方、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社は平成６年６月 30 日に厚生

年金保険の適用事業所でなくなっている。しかし、申立人の厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、同年５月から同年 11月までは 18万円と記録されていた

ところ、同年 12月６日付けで、申立人の被保険者資格喪失日は、同年５月 31

日と記録され、かつ、標準報酬月額は、同年４月が８万円へと減額訂正されて

いる。 

また、平成６年 12 月６日に申立人と同様に、資格喪失日が記録されたもの

が１名、標準報酬月額が減額された者は２名確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の被保険者資格喪失日及び標準報酬月

額を訂正する旨の処理を行う合理的理由は見当たらず、申立人のＡ社における

資格喪失日は、社会保険事務所の処理日と同日の同年 12 月６日に、標準報酬

月額は同年５月から同年 11月までは、18万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案4291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和35年９月１日から36年11月１日までの期間及び38年11月30

日から同年12月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失

日（35年９月１日）に係る記録を36年11月1日に、Ｂ社（現在は、Ａ社）にお

ける資格喪失日（38年11月30日）に係る記録を同年12月１日に訂正し、35年９

月から36年10月までの期間に係る標準報酬月額を２万8,000円、38年11月の標

準報酬月額を３万3,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和35年９月１日から36年11月１日まで 

② 昭和38年11月30日から同年12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間の加入記録に欠落期間がある旨の回答をもらった。同社間を

異動したことはあるが、昭和62年に退職するまで継続して勤務していたこと

は、雇用保険及び退職金計算書から明らかである。厚生年金保険料は控除さ

れていたはずなので、被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、退職金計算書、Ａ社から提出された社会保険被保険者

台帳及び従業員の供述から判断すると、申立人が同社及び関連会社のＢ社に継

続して勤務し（昭和36年11月１日にＡ社からＢ社に異動、38年12月１日に同社

からＡ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和35年８月及び38年10月の社

会保険事務庁のオンライン記録から、35年９月から36年10月までの期間は２万

8,000円、38年11月は３万3,000円とすることが妥当である。 



なお、申立期間①において、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としているが、申立期間①に行われ

るべき事業主による健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び

事業主による申立てどおりの資格喪失届などのいずれの機会においても、社会

保険事務所が記録の処理を誤るとは考え難いことから、事業主が、昭和35年９

月１日を厚生年金保険の資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年９月から36年10月までの保険料について納入の告知を行っ

ておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付される

べき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申

立人に係る申立期間①の保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

一方、申立期間②における申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履

行については、事業主が資格喪失日を昭和38年12月１日と届け出たにもかかわ

らず、社会保険事務所がこれを同年11月30日と誤って記録することは考え難い

ことから、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年11月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立期間②の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4292 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を平成４年10月から５年12月までの期間は53万円、６年１月は30万円

に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年10月１日から６年２月28日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されてい

た保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。同社では

工場の責任者の取締役で勤務し、厚生年金保険の事務には関与していなか

ったので、申立期間の標準報酬月額を正しい金額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間については、社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社

における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成４年10月から５年12月ま

での期間は53万円、６年１月は30万円と記録されていたところ、同社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった同年２月28日以降の同年３月23日に、申立人

を含む５人の標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して減額訂正されており、申立人の場

合、４年10月から６年１月までの期間は９万8,000円へ訂正されていることが

確認できる。社会保険事務所において、このように遡及
そきゅう

して記録を訂正すると

いう処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、Ａ社の登記簿謄本から取締役であったことが確認できるが、

同社における他の取締役は、「事業主から役員の給与は平成６年ごろ下げると

は聞いていたが、４年ごろから遡及
そきゅう

して標準報酬を下げることは聞いていない。

また、申立人は工場の責任者で勤務しており、経営や社会保険関係の業務には

従事していなかった。」と供述していることから、申立人は、標準報酬月額の

遡及
そきゅう

訂正処理に関与していないと認められる。 



これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について、有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の平成４年10月から５年12月までの

期間は53万円、６年１月は30万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 4296 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を平成 10年 10月から 12年１月までの期間については 59万円、同年

２月から 11月までの期間については 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 10年 10月１日から 12年 12月１日まで 

    社会保険事務所から厚生年金保険の加入記録について照会がありＡ社で

勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際に控除されて

いた標準報酬月額より低いことが判明した。Ａ社においては代表取締役で

はあったが、社会保険の手続に関与していなかったので、申立期間の標準

報酬月額を正しい金額に訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。  

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）におい

て、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成 10 年

10 月から 12 年１月までの期間は 59 万円、同年２月から同年 11 月までは 41

万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

た日（12 年 12 月１日）以降の 13 年５月 28日に、10 年 10 月から 12 年 11 月

までの期間について標準報酬月額の記録を 20 万円にさかのぼって減額訂正さ

れていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から代表取締役であったことが確認

できるが、標準報酬月額が訂正された日の平成 13年５月 28日には申立人は死

亡しており、社会保険事務所が保管していた資料にも申立人が標準報酬月額の

変更届を提出した記録は確認できない。 

また、経理担当者及び申立人の配偶者も標準報酬月額の変更届を提出してい



ないと供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から平成 10 年 10 月から

12年１月までは 59万円、同年２月から 11月までは 41万円とすることが必要

と認められる。 



東京厚生年金 事案 4297 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間に係る標準報酬月額を 28

万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号    ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成２年 11月１日から３年 11月 20日まで 

    社会保険事務所の戸別訪問を受け、Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の

標準報酬月額が引き下げられていたことが判明した。同社では営業担当の

取締役であり、厚生年金保険事務には関与していなかったので、申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における申立期間の標準報

酬月額は、当初、28 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった日（平成３年 11 月 20 日）以降の４年４月 23日付けで、

２年 11 月から３年 10 月までの期間について標準報酬月額の記録を 11 万円に

さかのぼって減額訂正する処理が行われていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は当該訂正処理が行われた平成４

年４月 23 日に同社の取締役であったことが確認できる。しかし、同社の従業

員のうち１人は、「申立人は、申立期間当時、営業担当であった。｣と供述して

いるほか、社会保険事務を担当していた他の従業員は｢自分が社会保険の手続

き関係を行っており、指示は社長からあった。｣と供述していることから、申

立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た、28万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 4298 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支社における資格取得日に係る

記録を昭和 29 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000 円

とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号  ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年５月１日から同年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に本店から支社への異動はあったが、厚生年金保険料は継続して給与

から控除されていたので、被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が保有する申立人に係る職歴証明書（社員手

帳）から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（昭和 29 年５月１日

に同社本店から同社Ｂ支社に異動）、申立期間の前後の期間について厚生年金

保険に加入していることが確認できることから、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 29 年６月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4303                                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る事業所における資格喪失日は、平成６年２月 28 日

であると認められることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪

失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立人の平成４年６月から６年１月までに係る標準報酬月額について

は、11万円とすることが妥当である。 

また、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていることが認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を昭

和 63年９月から平成元年 12月までは 19万円、２年１月から同年 12月までは

17万円、３年１月から６年１月までは 28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立期間の上記訂正後の当該標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 63年９月 21日から平成６年２月 28日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ

社に勤務した一部期間が未加入となっており、標準報酬月額も相違してい

ることが判明した。そのため、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人はＡ社における一部期間の給与支払明細書を保管しており、申立期間

に同社で勤務したことが認められる。 

一方、社会保険庁のオンライン記録では、申立人の厚生年金保険被保険者の

資格喪失日は、Ａ社が適用事業所に該当しなくなった平成６年２月 28 日以降

の同年３月７日付けで、４年７月 31 日と記録されており、４年７月から６年

１月までの加入記録がない。 

また、平成６年３月７日に申立人と同様に、資格喪失日が４年７月 31 日と

記録されたものが５人確認できる。 



これらを総合的に判断すると、申立人の被保険者資格喪失日の処理を行う合

理的理由は見当たらず、申立人のＡ社における資格喪失日は、平成６年２月

28日に訂正することが必要であると認められる。  

なお、当該期間の標準報酬月額については、社会保険庁の平成４年６月の記

録から 11万円とすることが妥当である。 

他方、申立人から提出された給与支払明細書によると、社会保険庁に記録さ

れている申立人に係る厚生年金保険の標準報酬月額と相違していることが確

認できることから、申立人は、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により控除されていたことが認められる。 

また、申立人の標準報酬月額については、一部期間の給与支払明細書におけ

る保険料控除額及び前後の同明細書から推認できる保険料控除額から、昭和

63年９月から平成元年 12月までは 19万円、２年１月から同年 12月までは 17

万円、３年１月から６年１月までは 28万円にすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申立

期間において、給与支払明細書と社会保険庁のオンライン記録が一致していな

いことから、事業主は、給与支払明細書において確認できる厚生年金保険料控

除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該

報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認めら

れる。 



東京厚生年金 事案 4304                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、申

立期間の標準報酬月額に係る記録を昭和 49年９月は 16 万円、同年 10 月から

同年 12月までは 15万円、50年１月から 51 年 12月までは 18万円、52年１月

から同年 12 月までは 20 万円、53 年１月から同年 12 月までは 24 万円、54 年

１月から同年 12月までは 26万円、55年１月から同年４月までは 28万円、同

年５月は 18万円、同年６月は 28万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、昭和 49年９月から 55年６月までの上記訂正後の標準報酬

月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年９月１日から 55年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況等を照会したところ、Ａ社に勤

務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されてい

た保険料に見合う標準報酬月額より低いことが分かった。当時の給与支払明

細書があるので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された雇用契約書及び給与支払明細書により、申立人は、そ

の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていることが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付を

行うのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準

報酬月額のいずれか低い額を認定することとなる。 

したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、給与支払明細書にお



いて確認できる保険料控除額及び総支給額から、昭和 49年９月は 16万円、50

年１月から同年４月まで、同年６月から 51年１月まで、51年４月及び同年５

月、同年７月及び同年８月、同年 10月及び同年 11月は 18万円、52年１月か

ら同年 10 月、同年 12 月は 20 万円、53 年１月から同年 12 月までは 24 万円、

54 年１月から同年３月まで、同年６月、同年 11 月及び同年 12 月は 26 万円、

55年１月から同年４月までは 28万円、同年５月は 18万円、同年６月は 28万

円、給与支払明細書において確認できる総支給額から、49年 10月から同年 12

月までは 15 万円、給与支払明細書の無い期間については、提出された前後の

期間の給与支払明細書に基づく保険料控除額から、50 年５月、51 年２月及び

同年３月、同年６月、同年９月、同年 12月は 18万円、52年 11月は 20万円、

54 年４月及び同年５月、同年７月から同年 10 月までは 26 万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の資料等を保管していないことなどから不明としているが、給与支

払明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険

事務所で記録されている標準報酬月額が昭和49年９月から55年６月まで長期

間にわたり一致していないことから、事業主は、給与支払明細書から確認でき

る保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所は、当該標準報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4305                  

  

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 48年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 11万 8,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかではない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年１月１日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、昭和 48年１月１日から勤務し、厚生年金保険料が控除されていた

ので、申立期間も被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与支払明細書及び労働契約書により、申立人は、Ａ

社に昭和 48 年１月１日から勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与支払明細書の保険料控除額

から、11万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ａ社が既に解散しており、当時の事業主も入院中であるため聴取できず、

これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断

せざるを得ない。 

なお、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。  



東京厚生年金 事案 4306   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、昭和 49 年 10 月及び同年 11 月の厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、申立人のＡ社における資

格喪失日に係る記録を昭和 49 年 12 月 30 日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 49 年 10 月は 13 万 4,000 円、同年 11 月は 15 万円とすることが必要であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 10月 21日から同年 12月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。保険料控

除が確認できる給与明細書及び確定申告書控えを提出するので、申立期間も

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

給与明細書及び雇用保険の加入記録により、申立人は、申立期間もＡ社に継

続して勤務し、昭和 49 年 10 月及び同年 11 月の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 49年 10月は直前の同年９

月分の給与明細書の保険料控除額及び社会保険事務所の記録から 13 万 4,000

円、同年 11月は給与明細書の保険料控除額から 15万円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る保険料の納付義務を履行したか否かについては、

事業主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し



て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4307            

 

第１ 委員会の結論 

申立期間①及び②について、申立人は、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社本社における昭和 21 年１月１日の資格喪失日、同年２月１日の

資格取得日、同年４月１日の資格喪失日及び 22 年６月１日の資格取得日に係

る記録を取り消し、当該期間の標準報酬月額を 21 年１月は 200 円、同年４月

から 22年５月までは 600円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

また、申立期間③について、申立人は、厚生年金保険被保険者として厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る記録を昭和25年６月14日に訂

正し、当該期間の標準報酬月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 明治 41年生 

    住    所 ：  

     

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 21年１月１日から同年２月１日まで 

             ② 昭和 21年４月１日から 22年６月１日まで 

             ③ 昭和 25年６月 14日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間①、②及び③の加入記録が無い旨の回答を

もらった。同社では異動はあったが、継続して勤務し厚生年金保険料も控除

されていたので、被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の長男が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①及び②について 



社会保険事務所の保管するＡ社本社に係る厚生年金保険被保険者名簿に

より、昭和 21年１月１日に同社本社で厚生年金保険資格を取得し 23年７月

15 日にＣ支店に転勤したことが確認できる従業員（申立人の長男が同じ社

宅に住んでいたことがあるとしている者）の妻は、「申立人は、夫が同社に

入社した時から本社で勤務し、23年７月にＣ支店に夫と一緒に転勤した。」

としている上、申立人の長男及び同僚の妻は、「申立人は一貫して、営業を

担当していた。」と供述していることから、申立人は申立期間①及び②につ

いて、同社本社において勤務形態に変更無く継続して勤務し、厚生年金保険

料が控除されていたと認められる。 

また、申立期間①及び②の標準報酬月額については、社会保険事務所の保

管するＡ社本社に係る厚生年金保険被保険者名簿の記録から、昭和 21 年１

月は 200円、同年４月から 22年５月までは 600円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としているが、事業主から申立人に係る被保険者資格

の喪失届や取得届が提出されていないにもかかわらず、社会保険事務所がこ

れを記録することは考え難いことから、事業主が社会保険事務所の記録どお

りの資格の喪失及び取得の届出を行っており、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る昭和 21年１月、同年４月から 22年５月までの保険料について

納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合

を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

２ 申立期間③について 

Ａ社の上記従業員の妻は、「夫は、昭和 24 年７月にＣ支店から本社、25

年７月に本社からＢ支店に転勤したが、申立人は、夫よりも先に同社Ｂ支店

に転勤した。」としていることから、申立人は同社に継続して勤務（25年６

月 14 日に同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動）し、申立期間③の厚生年金保

険料が控除されていたと認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、社会保険事務所の保管する同

社に係る厚生年金保険被保険者名簿の記録から 8,000 円とすることが妥当

である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かにつ

いては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料、周辺事

情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4308                      

 

第１ 委員会の結論  

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係る記

録を昭和 39年８月 26日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 4,000円と

することが必要である。 

   なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年８月 26日から 40 年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ事

業所に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間も厚生年金保険料が控除されていたので被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の雇用保険の加入記録、事業主の回答書及び元同僚の証言から判断す

ると、申立人は、昭和 39年８月 26日からＡ事業所に勤務していたことが認め

られる。 

また、Ａ事業所の元経理事務担当者は、「申立人は入社時から社会保険に加

入しており、厚生年金保険料が控除されていたと記憶している。」と回答して

いることから、申立期間に係る厚生年金保険料が控除されていたと認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 40 年２月の社会保険事務

所の記録から、１万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

て、元事業主は既に死亡しているため確認できず、現事業主も申立期間当時の

資料を保存していないため不明と回答しており、ほかに確認できる関連資料及

び周辺事情もないことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主



が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4309                     

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められること

から、申立人の標準報酬月額を平成 13年６月から同年９月までは 44万円、13

年 10月から 14年８月までは 47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 13年６月１日から 14年９月 30日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、平成 13 年６月１日から 14 年９月 30 日まで

の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報

酬月額と相違していることが判明した。そのため、申立期間の標準報酬月

額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）におい

て、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成 14年９月 30日以降の

同年 10月 17日に、申立人、代表取締役、取締役及び従業員３人の計６人の標

準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して減額訂正されており、申立人の標準報酬月額は、

13 年６月から同年９月まで 44 万円、同年 10 月から 14 年８月まで 47 万円が

それぞれ９万 8,000円に訂正されていることが確認できるが、社会保険事務所

においてこのような記録訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、適正な記録訂正があったとは認められず、事業主が社会保険事務所に当初

届け出たとおり、平成 13年６月から同年９月までは 44万円、13年 10月から

14年８月までは 47万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4315 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成３

年８月及び同年９月は 47 万円、同年 10 月から５年３月までは 53 万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から５年４月 27日まで 

Ａ社に取締役として勤務した期間のうち、申立期間における標準報酬月額

が事実と相違しているため、正しい標準報酬月額の記録に訂正してほしい。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、平成３年８月及び

同年９月は 47 万円、同年 10 月から５年３月までは 53 万円と記録されていた

ところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった同年４月 27 日と同日

付けの処理日で、８万円に訂正されており、同処理日において被保険者であっ

た 31 名中、申立人を含む２名の記録が遡及
そきゅう

により減額訂正される処理が行わ

れている。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間当時、同社の取締役で

あったことが確認できるが、同社の従業員等から、申立人は運転手として勤務

しており、社会保険関係の業務には従事していないとの供述が得られており、

申立人が当該訂正処理に関与したとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の標準報酬月額は、事業

主が、社会保険事務所に当初届け出た、平成３年８月及び同年９月は 47万円、

同年 10月から５年３月までは 53万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4316 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、Ａ社における申立人の被保険者記録のうち、申

立期間に係る資格喪失日（昭和 43年１月１日）及び資格取得日（昭和 43年８

月 12 日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を３万 3,000 円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年１月１日から同年８月 12日まで 

Ａ社で勤務した期間のうち、海外に長期間出張していた期間の一部である

申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い。申立期間は本社に在籍し

ており、国内で給与が支払われ厚生年金保険料が控除されていたので、同期

間を被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社提出の退職者名簿及び同社が加入していたＢ健康保険組合が作成した

健康保険資格喪失証明書により、申立人が同社に継続して勤務していたことが

認められる。また、申立期間当時の取締役総務本部長及び人事部次長は、海外

出張者の給与は国内で支払われ、厚生年金保険料は同給与から控除されていた

と供述していることから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 42年 12月の社会保険事務

所の記録から、３万 3,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行について

は、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出されていな

いにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いことから、

事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を行って



おり、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 43年１月から同年７

月までの保険料の納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立期間にかかる保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4317 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成４

年３月から５年２月までは 28万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から５年３月 31日まで 

Ａ社に取締役として勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が当時

の給与支払額に対する標準報酬月額と相違している。同期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、平成４年３月から

５年２月までは 28 万円と記録されていたものが、同社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった５年３月 31 日の後の６年３月 30 日の処理日で 15 万円に

訂正されており、同処理日において、被保険者であった申立人を含む５名全員

の記録が４年３月１日に遡及
そきゅう

して減額訂正される処理が行われている。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間中の一部期間に同社の

取締役であったことが確認できるが、訂正処理日には退任しており、また、同

社の複数の従業員は、申立人は営業事務担当の取締役であり、社会保険関係の

業務には従事していなかったと供述していることから、申立人が当該訂正処理

に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の平成４年３月から５年

２月までの標準報酬月額は、事業主が、社会保険事務所に当初届け出た 28 万

円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4318 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成

10年５月から 12 年 10月までは 20万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年５月１日から 12年 11月 30日まで 

Ａ社に取締役として勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が当時

の給与支払額に対する標準報酬月額と相違している。同期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、平成 10 年５月か

ら 12 年 10 月までは 20 万円と記録されていたものが、同社が厚生年金保険の

適用事業所でなくなった 12 年 11 月 30 日の後の同年 12 月 12 日の処理日で、

遡及
そきゅう

により９万 2,000円に減額訂正される処理が行われている。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は申立期間当時、同社の取締役で

あったことが確認できるが、同社の代表取締役は、申立人は建築実務担当の取

締役であり、社会保険関係の業務には従事していなかったと供述していること

から、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の平成 10年５月から 12

年 10月までの標準報酬月額は、事業主が、社会保険事務所に当初届け出た 20

万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4323 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 33年４月１日から 36年４月 21日まで 

② 昭和 39年 10月１日から 40年６月１日まで 

60 歳になって、社会保険事務所で年金の裁定請求をしたとき、脱退手当

金の支給記録があることを初めて知った。 

しかし、申立てに係る事業所を退職した後も働く意思はあったので、脱退

手当金を受給するはずがない。脱退手当金が支給されたとする日は、別の事

業所で働いており、脱退手当金の請求手続をした記憶も無いので、脱退手当

金をもらっていないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から

約１年 10か月後の昭和 42年４月５日に支給決定されたこととなっており、事業主

が申立人の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人は、脱退手当金が支給されたとされるころも継続して働く意思を有

しており、脱退手当金を受給するはずがないと申し立てているところ、申立人の共

済組合の加入記録から、脱退手当金が支給決定されている昭和 42 年４月５日を含

む申立期間後の 40 年６月 30 日から 43 年３月２日まで、申立人が別の事業所に勤

務し、共済組合に加入していることが確認できることや、その後の 43 年４月以降

は、社会保険事務所の記録から、さらに別の事業所に勤務し、厚生年金保険に再加

入していることが確認できることを踏まえると、申立人は、申立てどおり引き続き

勤務する意思を有していたものと認められ、脱退手当金を請求する動機が判然とし

ない上、脱退手当金が支給されたとする額は、法定支給額と 491円相違している。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給したとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4325 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 24万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年７月 30日から５年５月１日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。このため、申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成４年７月から５年４月までは 24万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

た５年 10 月１日以降の６年３月３日に、申立人を含む 76 人の標準報酬月

額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、４年７月か

ら５年４月まで 11万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事

務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う

合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 24 万円に訂正する

ことが必要である。 



東京厚生年金 事案 4326 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を、平成２年７月から４年９月までの期間は 34万円、同年 10月から

５年２月までの期間は 36万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年７月１日から５年３月 20日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。このため、申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成２年７月から４年９月までの期間は 34万

円、同年 10月から５年２月までの期間は 36万円と記録されていたところ、

申立人が同社を退職（５年３月 20日）した以降の異なる日付に、申立人を

含む７人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立

人の場合、定時決定された部分を越え、２年７月から５年２月までの期間

について 24万円へと訂正されていることが確認できる。このようにさかの

ぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、Ａ社の社会保険事務担当の取締役によると、同社は当時、厚生年金

保険料を滞納していたため、社会保険事務所の担当者から、同社への差押

処理を回避するためには、過去にさかのぼって実際とは異なる低額の報酬

月額の届出をするよう指導されたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人の厚生年金保険被保険者報酬月額算

定基礎届を３年８か月分もさかのぼって提出するとは通常考え難く、社会

保険事務所が行った標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理については、当時の保険



料滞納額を減額するために行ったものと認められ、事実と異なる処理であ

ることが考えられ、合理的な理由は無いことから、有効な記録訂正があっ

たとは認められない。したがって、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た平成２年７月から４年９月ま

での期間は 34万円、同年 10月から５年２月までの期間は 36万円に訂正す

ることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4327 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 38万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成６年５月１日から７年６月 30日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。このため、申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成６年５月から７年５月までは 38万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

た７年６月 30 日以降の同年７月 31 日に、申立人を含む２人の標準報酬月

額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、６年５月か

ら７年５月まで 18万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険事

務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行う

合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 38 万円に訂正する

ことが必要である。 



東京厚生年金 事案 4328 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年 10月１日から６年 10月１日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。このため、申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保

険の標準報酬月額は、当初、平成３年 10 月から６年９月までは 44 万円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくな

った７年２月 16 日以降の同年２月 20 日に、申立人を含む５人の標準報酬

月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、３年 10月

から６年９月まで８万円へと訂正されていることが確認できる。社会保険

事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するという処理を行

う合理的な理由は見当たらない。 

一方、申立人は、Ａ社の登記簿謄本によると、同社の取締役であったこと

が確認できるが、事業主は、「申立人については取締役としての権限や役員

手当等は特になく、社会保険事務について申立人は関与していなかった。」

と供述していること、及び同社の従業員は、「申立人は、営業を担当してお

り、役員としての権限は特になかった。」と供述していること等から、申立

人は当該訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につ

いて、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る



標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 44万円に訂正す

ることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4332 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を 34万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成 10年１月１日から同年８月６日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給料より低

い金額に訂正されていることが判明したので、申立期間の標準報酬月額を正

しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険の標

準報酬月額は、当初、平成 10 年１月から同年７月までの期間については 34

万円と記録されていた。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所でなくなった日（平成 10年８月６日）以降の同年８月 18日付けで、申立人

を含む２名の従業員の標準報酬月額に係る記録がさかのぼって訂正されてお

り、申立人の場合は、10年１月から同年７月までの期間については 34万円か

ら９万 8,000円に減額訂正されていることが確認できる。しかしながら、社会

保険事務所において、このようなさかのぼりにより記録を訂正するという処理

を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があった

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、34 万円とすることが妥当で

ある。 



東京厚生年金 事案 4333 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ病院における資格喪失日に係る記録

を平成３年１月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 18 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年 12月 31日から３年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ病

院に平成２年４月１日から同年 12月 31日まで勤務していた期間のうち、申

立期間の記録が無いとの回答をもらった。申立期間は、同病院に間違いなく

勤務していたので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ａ病院の回答書及び申立人の給与明細書により、申立

人は、同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立

期間の標準報酬月額については、給与明細書における保険料控除額から、18

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格喪失届の誤りを認めていること

から、事業主が平成２年 12月 31日を資格喪失日として届け、その結果、社会



保険事務所は、申立人に係る同年 12 月の保険料の納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4342 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 48年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 13万 4,000円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年６月 30日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答

をもらった。申立期間も同社に継続して勤務しており、厚生年金保険料を控

除されていたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の記録から、申立人が申立期間において、継続してＡ

社に勤務していたことが確認できる。 

また、事業主が提出した給料台帳により、昭和 48 年 6 月の給与から厚生年

金保険料の控除が確認でき、代表取締役の当該給料台帳その他から、当該事業

所においては、厚生年金保険料は当月控除していたことが確認できる。 

さらに、申立人と同じＡ社に勤務していた従業員で、昭和 30年代と 40年代

に退職した社員９名のうち、月の末日に退職した従業員６名は、雇用保険の離

職日の翌日（翌月１日）が厚生年金保険の被保険者資格喪失日となっている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間の厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年５月の社会保険事務

所の記録から、13万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、事業主が資格喪

失日を昭和 48 年７月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれ

を同年６月 30 日と誤って記録することは考え難いことから、事業主が同日を

資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月

の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を

行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還

付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4343 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 45 年 12 月 15 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万 4,000 円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年 12月 15日から 46 年２月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間

も同社に継続して勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険

者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の親会社であるＢ社から提出された従業員名簿、Ｂ社の辞令（昭和 45

年 12月 15日付け）及び申立期間当時のＡ社の社会保険事務担当者の供述から

判断すると、申立人が、Ｂ社及び関連会社のＡ社に継続して勤務し（昭和 45

年 12 月 15 日にＡ社からＢ社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 46 年２月の社会保険事務

所の記録から、６万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、資格取得日を昭和 45年 12月 15日とする届出が遅れて 46年２月１日と

なったことを認めていることから、事業主が同日を資格取得日として届け、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る 45 年 12 月及び 46 年１月の保険料

について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の保険

料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4344 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社に係る被保険者記録では、資格取得日が平成 18年７月１日（現

在、Ａ社に在職中のため被保険者記録継続中）とされ、当該期間のうち、18

年７月１日から同年９月１日までの期間は、厚生年金保険法第 75 条本文の規

定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録され

ているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保

険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社

における資格取得日を同年７月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 28 万円

とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 18年７月 1日から同年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会をしたところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の加入期間が無い旨の回答をもらった。

保険料は振り込んでいたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る賃金台帳、人事記録及び雇用保険の記録により、申立人がＡ社

に平成 18年７月１日から継続して勤務し、事業所が保管する賃金台帳により、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が確認できる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、賃金台帳の保険料控除額から、

平成 18年７月及び８月を 28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年２月 20日に、事業

主が当時の事務手続きを誤ったとして、訂正の届出を行ったものであることか



ら、社会保険事務所は、申立人に係る 18 年７月及び同年８月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4345    

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を昭和

26 年３月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 2,500 円とすることが必

要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年３月１日から同年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

申立期間も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社に係る給料支給明細表及び複数の同僚の供述か

ら、申立人が同社に昭和 26年３月から勤務していたことが認められる。 

また、申立人のＡ社における昭和 26 年３月の給料支給明細書において、厚

生年金保険の加入記録のある同年４月と同額が「健康保険料」として控除され

ている。 

一方、社会保険事務所の記録によると、申立人と同様に高校卒業前の昭和

26 年３月に同社に入社し、別の事業所に配属になった同僚は、入社と同時に

政府管掌健康保険及び厚生年金保険の資格を取得していることが確認できる

ものの、申立人については申立期間に係る政府管掌健康保険の加入記録がある

のみで、厚生年金保険の加入記録が無い。しかし、同一の会社において、政府

管掌健康保険及び厚生年金保険の両方に加入させる取扱いと政府管掌健康保

険のみに加入させる取扱いが併存して実施されていたとは考えられない。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事



業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 26 年４月の社会保険事務

所の記録から、2,500円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4346 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 38万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から６年４月１日まで 

    社会保険事務所の訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、平成４年４月

から６年３月までの期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際

に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違しているこ

とが判明した。このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正し

てほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬

月額は、当初、平成４年４月から６年３月までの期間は 38 万円と記録されて

いたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成６年６月

30 日）以降の７年５月２日に、申立人を含む従業員３名の標準報酬月額の記

録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、４年４月から６年３月

までの期間について 18 万円へと訂正されていることが確認できる。しかしな

がら、社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正するとい

う処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について、有効な記録訂正があ

ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の 38万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4347 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成６年２月１日から７年５月１日まで 

    社会保険事務所の戸別訪問により、Ａ社に勤務した申立期間について、厚

生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見

合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の

標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成６年２月から７年４月までは 41 万円と記録さ

れていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平

成７年 10月 31日）以降の８年３月７日に、申立人及び事業主である申立人の

夫の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、

上記の 41 万円から、６年２月から同年 10 月までの期間は８万円、同年 11 月

から７年４月までの期間は９万 2,000 円に訂正されていることが確認できる。

しかしながら、社会保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正

するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、昭和 61 年 11 月 11 日にＡ社の取締役を退任しており、上

記標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正された平成８年３月７日には

取締役ではないこと、さらに、社会保険事務所の記録から、申立人は７年５月

１日に厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることが認められることか

ら、申立人が、自身等の標準報酬月額の訂正処理に関与していたことをうかが

わせる事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について、有効な記録訂正があ



ったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会

保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の 41 万円に訂正することが必要であ

る。 



東京厚生年金 事案 4348 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年 10月１日から４年１月 31 日まで 

    社会保険事務所の戸別訪問により、Ａ社に勤務した期間のうち、平成３年

10 月から同年 12 月までの期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違してい

ることが判明した。このため、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂

正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成３年 10 月から同年 12 月までの期間は 44 万円

と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

た日（平成４年１月 31日）以降の同年４月 30日に、申立人を含む取締役等４

名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、

上記の 44万円から、平成３年 10月から同年 12月まで 15万円へと訂正されて

いることが確認できる。しかしながら、社会保険事務所において、このように

さかのぼって記録を訂正する処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、申立人は、平成４年２月 29日から６年２月 28日まで、Ａ社の取締役

として務めていたことが商業登記簿謄本から確認できるが、当時の同社のほか

の取締役は、「当時は会長のワンマン経営の会社であり、取締役といえども会

長には絶対服従であった。申立人が、社会保険関係事務に係る職務に関与して

いたかは分からないが、顧客との渉外担当であった。」旨、さらに、申立人が

「自分が取締役に就任していることは知らなかった。会社では一貫して営業部

門であり、社会保険事務を担当したことは無く、一般社員扱いだった。」旨供



述していることから、申立人が、自身等の標準報酬月額の訂正処理に関与して

いたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額については、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の

44万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 4352       

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社における資格喪失日は、昭和 56 年６月６日であると認められ

ることから、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格の喪失日の記録を訂正

することが必要である。   

なお、当該期間の標準報酬月額については、13 万 4,000 円とすることが妥

当である。      

                             

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女      

    基礎年金番号 ：        

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生      

    住    所 ：         

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年２月 10日から同年６月 22日まで   

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社又はそ

の業務を継承したＢ社に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無かっ

た。申立期間当時、Ａ社は、Ｂ社になったが、継続して社会保険料が控除さ

れていたので、当該期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。                      

                            

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録により、申立人が、申立期間にＡ社及び関連会社のＢ社に継

続して勤務していたことが確認できるが、社会保険事務所の記録では、申立人

の厚生年金保険の被保険者資格喪失日は昭和 56年２月 10日となっている。 

また、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は昭和 56年２月 28日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなった旨の処理がされている。しかし、同日以降の

同年６月６日において、申立人を含む 12 名について、厚生年金保険の資格喪

失日がそれぞれさかのぼって訂正されている（申立人を含む３名の資格喪失日

は同年２月 10日、他の７名の資格喪失日は２月 28日、事業主２名の資格喪失

日は 54年７月 31日及び 56年２月 28日）とともに、事業主２名のうち、１名

の標準報酬月額については、さかのぼって「算定取消」が行われ、他の１名の

事業主の標準報酬月額については、さかのぼって減額処理されている。   

さらに、複数の同僚等の供述から、Ａ社が適用事業所でなくなった日である

昭和 56年２月 28日以降においても、申立人及び当該同僚が同社に勤務してい



たことがうかがわれる。また、同年６月６日に申立人を含む 12 名の被保険者

記録が訂正されていることから、同日において、同社が適用事業所としての要

件を満たしていたと認められ、社会保険事務所において、昭和 56年２月 28日

に同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な

理由は見当たらない。  

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 56年２月 10日に資格

を喪失した旨の処理に係る記録は有効なものとは認められないことから、申立

人の資格喪失日は、資格喪失処理を行った同年６月６日であると認められる。    

また、申立人の昭和 56年２月から同年５月までの標準報酬月額については、

訂正処理が行われる前の社会保険事務所の記録から 13 万 4,000 円であると認

められる。 



東京厚生年金 事案 4353    

                        

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間における標準報酬

月額の記録を 36万円に訂正することが必要である。       

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：      

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生    

住    所 ：     

                       

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年１月１日から同年７月 31日まで 

    社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

の標準報酬月額が実際の給与より低いものになっている。申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

                      

第３ 委員会の判断の理由        

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における標準報酬月額は、

当初、36万円と記録されていたところ、同社が適用事業所でなくなった日（平

成６年７月 31日）の後の同年 10月３日付けで、同年１月から同年６月までの

期間について、遡及
そきゅう

して標準報酬月額が 18万円に減額処理されている。    

また、社会保険事務所の債権消滅・不納欠損決議書により、平成６年３月の

保険料の延滞金債権が不納欠損処分されていることから、Ａ社が保険料を滞納

していたことが確認できる。       

さらに、申立人の妻は、上記減額処理が行われた当時、申立人は既にＡ社を

退職し、起業準備をしていたと供述しており、商業登記簿により、上記減額処

理が行われた当時、申立人が同社の役員でなかったことが確認できることから、

申立人は上記減額処理に関与していなかったと認められる。    

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、平成６年１月から

同年６月までの期間に係る標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理を行う合理的理



由は無く、申立期間に係る有効な訂正記録があったとは認められないことから、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け

出た 36万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4354             

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格喪

失日に係る記録を昭和 43 年５月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６

万円とすることが必要である。         

   なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。   

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男        

    基礎年金番号 ：           

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生      

    住    所 ：        

                              

  ２ 申立内容の要旨        

    申 立 期 間 ： 昭和 43年４月 30日から同年５月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。大学を卒業してから定年

まで同社に勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。   

                        

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録及びＢ社から提出のあった人事記録から判断すると、申立人

は、同社に継続して勤務し（昭和 43年５月１日にＡ社から同社Ｃ工場に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。      

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 43 年３月の社会保険事務

所の記録から、６万円とすることが妥当である。       

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としているが、その保管する健康保険厚生年金保険被保険

者資格喪失確認通知書により、事業主が申立人の資格喪失日を昭和 43 年４月

30 日と届け出たことが確認できることから、事業主は社会保険事務所の記録

どおりの届出を行い、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年４月の

保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行

ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付



した場合を含む。）、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4357        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成５

年３月から６年９月までは 53万円に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年３月１日から６年 10月 31日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額となっていな

いので、同期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成５年３

月から６年９月までは 53 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった６年 10 月 31 日の後の７年３月 30 日に、申立人を含む

２名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の標準

報酬月額の記録は、５年３月から６年９月までは８万円に減額訂正される処理

が行われている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成５年３月から６

年９月までは 53万円に訂正することが必要である。 



東京厚生年金 事案 4358             

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成３

年４月から同年９月までは 44 万円、同年 10 月から４年２月までは 47 万円に

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から４年３月 31 日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、

実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違してい

る。同社では編集の総括業務を行う専務取締役として勤務し、厚生年金保

険の事務には関与していなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい

記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成３年４

月から同年９月までは 44 万円、同年 10 月から４年２月までは 47 万円と記録

されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった４年 10 月 31

日の後の同年 11月 18日に、申立人を含む５名の標準報酬月額の記録がさかの

ぼって減額訂正されており、申立人の標準報酬月額の記録は、３年４月から４

年２月までは８万円に減額訂正される処理が行われている。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は当該訂正処理が行われた平成

４年 11月 18日には同社の取締役であったことが確認できるが、同社の複数の

従業員は、「申立人は、申立期間当時、編集の統括業務を行っており、厚生年

金保険関係の事務に関与していなかった。」と供述していることから、申立人

が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正



があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成３年４月から同

年９月までは 44 万円、同年 10 月から４年２月までは 47 万円に訂正すること

が必要である。 



東京厚生年金 事案 4359    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人が主張する

標準報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額を平成８

年６月から同年 11 月までは 59 万円、同年 12 月から９年 10 月までは 36 万円

に訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年６月１日から９年 11月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額

が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違して

いる。同社では工場長で取締役として勤務し、厚生年金保険の事務には関与

していなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成８年６

月から同年 11 月までは 59 万円、同年 12 月から９年 10 月までは 36 万円と記

録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった 10年１月 16

日の後の同年１月 20 日に、申立人を含む２名の標準報酬月額の記録がさかの

ぼって減額訂正されており、申立人の標準報酬月額の記録は、８年６月から９

年 10月までは９万 2,000円に減額訂正される処理が行われている。 

なお、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は当該訂正処理が行われた平成

10年１月 20日には同社の取締役であったことが確認できるが、同社の社会保

険事務担当者は、「申立人は、申立期間当時、工場長であり、厚生年金保険関

係の事務に関与していなかった。」と供述していることから、申立人が当該訂

正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、当該訂正処理を行

う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正



があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成８年６月から同

年 11 月までは 59 万円、８年 12 月から９年 10 月までは 36 万円に訂正するこ

とが必要である。 



東京厚生年金 事案 4363 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち､昭和 59年４月１日から平成２年１月１日までの

期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬

月額に係る記録を、昭和 59 年４月から 60 年３月までの期間は 18 万円、同年

４月から同年９月までの期間は 19万円、同年 10月から平成元年１月までの期

間は 16 万円、同年２月から同年 12 月までの期間は 19 万円に訂正する必要が

ある。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年 12月１日から平成３年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。申立期間当時の給与明

細書が多数あるので、給与に見合った正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった給与明細書から判断すると、申立人は、申立期間の

うち、昭和 59年４月から平成元年 12月までの期間において、社会保険事務所

の記録にある標準報酬月額以上の保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは､事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び

申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、

これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立期間のうち、昭和 59年４月から平成元年 12月までの期間



の標準報酬月額については、給与明細書において確認できる保険料控除額から、

昭和 59 年４月から 60 年３月までの期間は 18 万円、同年４月から同年９月ま

での期間は 19 万円、同年 10 月から平成元年１月までの期間は 16 万円、同年

２月から同年 12月までの期間は 19万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は、当時の資料等が保管されていないことから不明としているが、

給与明細書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保

険庁のオンライン記録による標準報酬月額について、申立期間のうち、昭和

59年４月から平成元年 12月までの期間が一致していないことから、事業主は、

給与明細書で確認できる保険料控除額に見合う当該期間の標準報酬月額を社

会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該報酬月額

に見合う保険料（改定前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は当該保険料を納付する義務を履行

していないと認められる。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 41年 12月から 48年 10月までの期間、

55年８月、平成３年５月及び同年８月から同年 10月までの期間は、申立人か

ら給与明細書の提出が無く、その主張する標準報酬月額に見合った厚生年金保

険料が控除されていたか否か確認することできない。 

また、昭和 48年 11月から 55年７月までの期間、同年９月から 59年３月ま

での期間、平成２年１月から３年４月までの期間、同年６月及び同年７月の期

間については、申立人から提出のあった当該期間に係る給与明細書で確認でき

る保険料控除額に見合う標準報酬月額は､社会保険庁のオンライン記録にある

標準報酬月額よりも低額又は同額であることから、事業主は、当該期間の申立

人の給与において､社会保険庁の記録どおりの標準報酬月額に見合う厚生年金

保険料を控除していたものと認められる。 

このほか､申立人の申立期間のうち、昭和 41年 12月１日から 59年４月１日

までの期間及び平成２年１月１日から３年 11 月１日までの期間における厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間のうち、昭和 41 年 12 月１日から 59 年４月１日までの期間及び平成２

年１月１日から３年 11 月１日までの期間については、申立人が厚生年金保険

被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 4371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（申立期間中にＢ社からＣ社へ商

号を変更、その後当該商号に変更して現在に至る。）Ｄ工場における資格取得

日に係る記録を昭和 21年 12月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 600

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年 12月１日から 22 年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ社

及びＣ社のＥ工場に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨

の回答をもらった。昭和 21年１月 21日付けでＢ社に入社し、61年３月 31

日付けでＡ社を定年退職するまで継続して勤務していたので、申立期間につ

いても厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の人事担当者は、申立期間に係る申立人の勤務実態について「確認資料

が現存しないため不明である。」と供述しているものの、同社の複数の従業員

の供述から、申立人は申立期間も継続して同社に勤務（申立期間の当初にＦ工

場からＥ工場に異動）していたことが推認できる。 

一方、申立人が転勤したとされるＥ工場が厚生年金保険の適用事業所となっ

たのは、申立期間より後の昭和 25年９月 21 日であり、当該新規適用日前に同

工場で勤務していたとされる従業員（申立人を含む 10 人）について、全員が

Ａ社の「主管工場」と位置付けられていたＤ工場で厚生年金保険に加入してい

た記録が確認できることから、Ｅ工場が厚生年金保険の適用事業所になる前に

同工場に勤務していた従業員は、Ｄ工場で厚生年金保険に加入させる取扱いで

あったことがうかがわれる。 



以上のことから、申立人がＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ、申立期間中に

おける厚生年金保険については、Ｄ工場で加入していたと認めることが相当で

ある。 

次に、申立期間の標準報酬月額については、前述のＤ工場に係る被保険者名

簿に記録されている、申立人の昭和 22年６月１日の資格取得時の記録から 600

円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、前述のＡ社の人事担当者は不明としており、このほかにこれを確認でき

る関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4372 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資

格取得日に係る記録を昭和 28 年５月８日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年５月８日から同年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

昭和 26年５月に同社Ｃ工場に入社し、２年後に同社本社に異動したが申立

期間も同社に継続して勤務していたので、当該期間を厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の上司及び複数の同僚の供述から判断すると、申立人は同社に継続して

勤務（同社Ｃ工場から本社に転勤）していたことが推認できる。 

なお、前述の上司、同僚の供述からは、申立人の具体的な人事異動日を確認

することができないものの、申立人は、転勤直後のＡ社本社の所在地として、

昭和 28 年７月に同社が移転する前の地区を記憶していること、また、同社が

Ｄ社を吸収合併したころに転勤したと供述しており、その吸収合併が 28 年５

月に行われたことが確認できたことを考え合わせると、申立人の人事異動日は、

申立人が同社Ｃ工場に係る被保険者資格を喪失した同年５月８日の前後であ

ったと考えられる。 

さらに、当時のＡ社Ｃ工場の経理担当者及び同社本社の人事担当者は、給与

は毎月支払われており、厚生年金保険料も控除していた旨を供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人がＡ社に継続して勤務し、申立期間に



係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 28 年９月の社会保険事務

所の記録から 8,000円とすることが妥当である。 

次に、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、Ｂ社の総務担当者は、保険料を納付したか否かは不明としており、この

ほかに確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでな

いと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に行っ

たか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない

ことから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4373   

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 47年５月 25 日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男        

    基礎年金番号 ：             

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生          

    住    所 ：            

 

  ２ 申立内容の要旨      

    申 立 期 間 ： 昭和 46年９月 25日から 47 年５月 25日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤務した期間のう

ち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間も継続して同社に勤務してい

たので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

                                          

第３ 委員会の判断の理由  

   Ｂ社の作成した退職証明書、同僚の記録及び雇用保険の記録から判断すると、申

立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 47年５月 25日に同社Ｃ事業所から同社本社

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

   また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 46年８月の社会保険事務所の記

録から３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業主は、

申立人の資格喪失日を誤って届け出たとしていることから、事業主は申立人の資格

喪失日を昭和 46 年９月 25 日と届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

同年９月から 47年４月までの期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社

会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当

した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立期間の厚

生年金保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4374    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における

資格取得日に係る記録を昭和 54年５月 25日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を 28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男      

    基礎年金番号 ：            

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生       

    住    所 ：            

 

  ２ 申立内容の要旨      

    申 立 期 間 ： 昭和 54年５月 25日から同年６月１日まで 

    厚生年金保険の被保険者記録を照会したところ、Ａ社に勤務した期間のう

ち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間も継続して同社に勤務してい

たので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。       

                                          

第３ 委員会の判断の理由  

   Ｂ社から提出された経歴表及び同僚の記録から判断すると、申立人は、Ａ社

に継続して勤務し（昭和54年５月25日に同社Ｄ事業所から同社Ｃ支店に異動）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。      

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54 年６月の社会保険事務

所の記録から 28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立人の資格取得日を誤って届け出たとしていることから、事業主は申

立人の資格取得日を昭和 54年６月１日と届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年５月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は

申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 



東京厚生年金 事案 4375     

 

第１ 委員会の結論 

   事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 59万円に訂正することが必要である。       

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男      

基礎年金番号 ：         

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生        

住    所 ：              

                       

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年５月１日から 12年８月１日まで     

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に役員（事業部長）として勤務し

た期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与又は給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間の標準報酬月

額を正しい記録に訂正してほしい。              

                      

第３ 委員会の判断の理由     

社会保険庁のオンライン記録では、当初、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は 59 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た日（平成 12 年８月１日）と同日の同年８月１日付けで、申立人を含む２名（全

員役員）について、11年５月１日に遡及
そきゅう

して標準報酬月額が 11万円に減額処理さ

れていることが確認できる。       

また、上記減額処理が行われた当時、申立人は、商業登記簿により、Ａ社の取締

役であったことが確認できるものの、申立人は、社会保険事務手続に関与したこと

は無く、上記減額処理についても承知していないことを供述している上、同社の代

表取締役及び経理担当者はいずれも、上記減額処理については、経理担当者が代表

取締役から印鑑を預かり、社会保険事務所に行き、関係書類に押印したことを供述

していることから、申立人が上記減額処理に関与していなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、平成 11 年５月から 12

年７月までの期間に係る標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額処理を行う合理的理由は無

く、当該期間の標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないこと

から、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届

け出た 59万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4385 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成５年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000 円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 12月１日から６年１月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には

平成５年 10月から申立期間を含め継続して勤務しており、また、厚生年金

保険料の給与からの控除を確認できる当時の給与明細書を提出するので、厚

生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった申立期間に係る給与明細書及び雇用保険の加入記

録により、申立人が申立期間にＡ社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の厚生年金保険料控

除額から、９万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているほか、当時の事業主とは連

絡が取れず、社会保険事務担当者は連絡先が不明であるため、これらの者から

保険料を納付したか否かについて確認できず、このほかに確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し



て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4386 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 22万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 11月１日から６年４月 26日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額

と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報酬月額を正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成４年 11月から６年３月までの期間は 22万円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

同年４月 26日以降の同年４月 27日に、申立人を含む５人の標準報酬月額の記

録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、11 万円へと訂正され

ていることが確認できる。社会保険事務所において、このようにさかのぼって

記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額について有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た 22万円とすることが必要である。 



東京厚生年金 事案 4390 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所におけ

る資格喪失日に係る記録を昭和 29年 10月１日に訂正し、申立期間の標準報酬

月額を 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年３月 29日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとの回答

をもらった。昭和 22 年 12月１日から、申立期間も同社に継続して勤務して

いたことは間違いないので、被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社の発行した在職証明書及び人事記録により、申立人が同社に昭和 22 年

12月１日から継続して勤務していたことは確認できる。 

また、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社Ｄ事業所が厚生年金保険の新規

適用事業所となったのは、昭和 29年 10月１日からである。 

さらに、事業主からの回答書によると、当時の社会保険事務はＡ社で行って

おり、申立人を昭和 22年 12月１日から退職日まで継続して雇用しており、申

立期間もＡ社の社員であったことは間違いないので、厚生年金保険料を控除し、

納付していたと思うとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間における被保険者記録は、

Ａ社Ｄ事業所が適用事業所となるまでの期間において、異動前の同社Ｃ事業所

において継続することが相当であり、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 29 年２月の社会保険事務



所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間については、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は納付していたとしているが、これを確認

できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得

ない。    

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4391 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成 17 年 12 月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 17年 11月１日から同年 12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いとの回答

をもらった。申立期間も同社に継続して勤務しており、厚生年金保険料を控

除されていたので、被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る平成 17 年度分給与所得の源泉徴収票及び

雇用保険の記録から、申立人が申立期間において、継続して同社に勤務してい

たことが確認できる。 

また、Ａ社から提出された申立人に係る平成 17年賃金台帳により、同年 11

月分の給与から厚生年金保険料が控除されていることが確認でき、同社の回答

書により、厚生年金保険料の控除方法は、当月控除であることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、賃金台帳の保険料控除額及び総

支給額から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の届出において資格喪失日に係る記入間違いを認めていることから、

事業主が平成 17年 11月１日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事



務所は、申立人に係る同年 11 月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険

料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係

る申立期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4392 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社における資

格喪失日に係る記録を昭和 39 年６月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額

を１万 8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年 12月 31日から 39 年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、申立期間も継続して勤務していたことは間違いないので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の複数の同僚の供述から判断すると、申立人が申立

期間も同社に継続して勤務し（昭和 39 年６月に同社本社から同社Ｃ工場に異

動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 38年 11月の社会保険事務

所の記録から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としており、これを確認できる

関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案 4393 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における申立人

の被保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 37年８月 15日）及

び資格取得日（昭和 39年１月 20日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を

３万 6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年８月 15日から 39 年１月 20日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、出向していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が

無いとの回答をもらった。昭和 24 年４月１日に同社に入社し、継続して勤

務していたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険事務所の記録では、Ａ社において昭和 24 年４月 1 日に

厚生年金保険の資格を取得し、37 年８月 15 日に資格を喪失後、39 年１月 20

日に同社において再度資格を取得しており、37 年８月から 38 年 12 月までの

申立期間の被保険者記録が無い。 

しかし、申立期間について、Ｂ社の発行した在職証明書、Ｃ健康保険組合の

記録及び雇用保険の記録により、申立人が同社に昭和 24 年４月１日から継続

して勤務していたことが確認できる。 

また、Ａ社が昭和 37年 10月１日及び 38年 10月 1日に発行した職員名簿に、

申立人の氏名が無所属（Ｄ社派遣）として記載されていることが確認できる。 



さらに、申立期間当時のＡ社の従業員の供述から、申立人がＡ社からＤ社に

在籍出向し、継続して勤務していたことが認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は申立期間において、厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 37年７月及び 39年１月の

社会保険事務所の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、事業主は、当時の関係資料が無く、被保険者資格の取得及び喪

失並びに保険料納付を行ったかは不明であるとしている。 

しかし、事業主から申立人に係る被保険者資格の喪失届や取得届が提出され

ていないにもかかわらず、社会保険事務所がこれを記録することは考え難いこ

とから、事業主が社会保険事務所の記録どおりの資格の喪失及び取得の届出を

行っており、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 37 年８月から

38年 12月までの期間の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険

事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当し

た場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間

の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社。）Ｃ支店におけ

る資格取得日に係る記録を昭和52年９月16日に訂正し、申立期間の標準報酬月

額を16万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年９月16日から同年10月16日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に支店間の異動はあったが、厚生年金保険料は控除されていたので、

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、Ｂ社から提出された在籍証明書及び人事発令記録から

判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和52年９月16日に同社本社

から同社Ｃ支店に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和52年10月の社会保険事務所

の記録から、16万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は履行したとしているが、事業主はこれを証明できる資料を有し

ておらず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明ら

かでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 



東京厚生年金 事案4400 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における標準報酬月額の記録は、事後訂正の結果62万円と

されているところ、当該額は厚生年金保険法第75条本文の規定に該当すること

から、年金額の計算の基礎となる標準報酬月額は、訂正前の34万円とされてい

るが、申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額（62万円）に

基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納

付の特例等に関する法律に基づき、申立人の申立期間における標準報酬月額に

係る記録を62万円にすることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額（34万円）に基づく厚生年金保険料を除く｡）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成12年10月１日から13年10月１日まで 

ねんきん特別便の内容を詳細に検討し、社会保険事務所に厚生年金保険の

加入状況について照会したところ、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期

間の標準報酬月額が、実際の報酬額よりかなり低額で記録されていることが

分かった。給与からの控除は、本来の金額で行われており、同社も社会保険

事務所に対し訂正の届け出を行ったが、当該記録訂正は年金給付に反映され

ないので給付額に反映するようにしてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によれば、申立人の申立期間における標準報酬

月額は、当初34万円と記録されたが、当該期間に係る保険料の徴収権が時効に

より消滅した後の平成21年１月26日に34万円から62万円に訂正されたところ、

厚生年金保険法第75条本文の規定により、当該保険料に係る被保険者であった

期間に基づく保険給付は行われないとされている。このことから、年金額の計

算の基礎となる標準報酬月額は、当該訂正後の標準報酬月額（62万円）ではな



く、当初記録されていた標準報酬月額（34万円）となっている。 

しかしながら、申立人が申立期間当時に加入していた健康保険組合からの回

答により、申立人のＡ社における健康保険の標準報酬月額は62万円であったこ

とが確認できる。また、Ａ社から提出された賃金明細データからも申立期間の

全期間にわたり標準報酬月額62万円に相当する厚生年金保険料が申立人の給

与から控除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間について、その主張する

標準報酬月額（62万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、申立人の申立期間に係る標準報酬月額の届出を社会保険事務所に誤って

提出し、また、当該期間に係る厚生年金保険料については、過少な納付であっ

たことを認めていることから、これを履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案4402 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年10月１日から６年３月31日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間

の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の

標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成５年10月から６年２月までは44万円と記録され

ていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年３月

31日以降の同年４月26日に、申立人を含む２人の標準報酬月額の記録がさかの

ぼって減額訂正されており、申立人の場合、５年10月から６年２月まで８万円

へと訂正されていることが確認できる。社会保険事務所において、このように

さかのぼって記録を訂正するという処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た44万円とすることが必要で

ある。 



東京厚生年金 事案4404 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和37年４月から44年10月までの期間の厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

申立人のＡ社における資格取得日を37年４月１日に訂正し、資格喪失日に係る

記録を44年11月１日とし、申立期間の標準報酬月額を37年４月から40年４月ま

での期間は4,000円、同年５月から41年４月までの期間は7,000円、同年５月か

ら同年７月までの期間は２万円、同年８月は１万6,000円、同年９月から同年

12月までの期間は２万円、42年１月は１万6,000円、42年２月から同年４月ま

での期間は２万円、同年５月から同年７月までの期間は２万2,000円、同年８

月は１万6,000円、同年９月は２万円、同年10月から同年12月までの期間は２

万2,000円、43年１月は１万8,000円、同年２月から同年４月までの期間は２万

2,000円、同年５月から同年７月までの期間は２万4,000円、同年８月は２万円、

同年９月から同年11月までの期間は２万4,000円、同年12月は２万6,000円、44

年１月は２万4,000円、同年２月から同年８月までの期間は２万6,000円、同年

９月及び同年10月は２万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和37年４月１日から44年12月１日まで 

ねんきん特別便が郵送され、Ａ社（のちのＢ社）に勤務していた期間のう

ち申立期間の加入記録が無いことが分かった。同社には、申立期間勤務して

いたことは確かであり、給与明細書から厚生年金保険の保険料が控除されて

いたことは明らかなので、申立期間について被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の供述、申立人及び同僚の給与明細書により、申立人は、申立期間にＡ

社に勤務し、申立期間のうち昭和37年４月１日から44年11月１日までの期間の



厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保

険料の納付の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、

これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除して

いたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報

酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

このため、申立人の申立期間の標準報酬月額については、申立人、同僚の給

与明細書の報酬額及び保険料控除額から、昭和37年４月から40年４月までの期

間を4,000円、同年５月から41年４月までの期間は7,000円、同年５月から同年

７月までの期間は２万円、同年８月は１万6,000円、同年９月から同年12月ま

での期間は２万円、42年１月は１万6,000円、42年２月から同年４月までの期

間は２万円、同年５月から同年７月までの期間は２万2,000円、同年８月は１

万6,000円、同年９月は２万円、同年10月から同年12月までの期間は２万2,000

円、43年１月は１万8,000円、同年２月から同年４月までの期間は２万2,000

円、同年５月から同年７月までの期間は２万4,000円、同年８月は２万円、同

年９月から同年11月までの期間は２万4,000円、同年12月は２万6,000円、44

年１月は２万4,000円、同年２月から同年８月までの期間は２万6,000円、同年

９月及び同年10月は２万8,000円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録によれば、Ａ社は、申立期間において適用事業

所としての記録が無い。しかし、同事業所は、適用業種の事業所であり、また、

申立人及び同僚の供述により、５人以上の従業員が勤務していたことが推認で

きることから、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしてい

たものと判断される。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付の履行については、当該事業

所は申立期間において適用事業所でありながら、事業主は社会保険事務所に適

用の届出を行っていなかったと認められることから、申立人の申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち昭和44年11月１日から同年12月１日までの期間につい

て、同僚の供述から申立人が当該期間、Ｂ社（Ａ社は昭和44年10月22日に事業

所名をＢ社に変更）に勤務していたと推認できるが、同僚が所持していた44

年11月分の給与明細書により、厚生年金保険料の控除が無いことが確認できる。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 4410 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、昭和

55年１月から同年９月までの期間については 11万 8,000円、平成 15年４月

から 16年１月までの期間については 38万円、同年２月から同年３月までの期

間については41万円、同年４月から同年７月までの期間については34万円に、

それぞれ訂正することが必要である。 

なお、事業主は、上記の期間に係る訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する

義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月１日から平成 16年 10月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与の総額

に相当する標準報酬月額と異なっていた。当時の給与明細書を提出するので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てており、申立人

から提出された給与支払明細書及び申立期間当時のＡ社の顧問税理士から提

出された昭和56年から平成16年までの「給与所得に対する所得税源泉徴収簿」

（これらの提出書類については、以下「給与支払明細書等」という。）により、

申立人は、申立期間のうち昭和 52年１月から平成 16年７月までの期間につい

て、社会保険庁のオンライン記録で確認できる標準報酬月額より高い給与を受

け取っていたことが認められる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関す

る法律（以下、「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定

し、これに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、



事業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬

月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標

準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、前述の給与支払明細書等で当該認定条件を満

たすと認められる期間の標準報酬月額について、昭和 55年１月から同年９月

までの期間については 11万 8,000円、平成 15年４月から 16年１月までの期

間については 38万円、同年２月及び同年３月は 41万円、同年４月から同年７

月までの期間については 34万円とすることが妥当である。 

なお、上記の期間の申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、申立期間当時、Ａ社の役員であった事業主の妻は、厚生年金

保険料を納付したか否かについては不明としているが、給与支払明細書等で確

認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務所で記録されて

いる標準報酬月額が長期間にわたって一致しないことから、事業主は、給与明

細書等で確認できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を

届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該厚生年金保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、昭和 52 年１月、53 年３月から 54 年７月までの期

間、55年 10月から 58年９月までの期間、平成５年９月から６年 10月までの

期間及び９年９月から 15 年３月までの期間については、前述の給与支払明細

書等の保険料控除額を基に算定した標準報酬月額が、社会保険庁の申立人に係

る記録の標準報酬月額と一致しており、事業主は、当該期間に係る申立人の給

与から、社会保険庁の記録どおりの標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控

除していたものと認められる。 

また、昭和 52年２月から 53年２月までの期間、54年８月から同年 12月ま

での期間、58 年 10 月から平成５年８月までの期間及び６年 11 月から９年８

月までの期間については、保険料控除額を基に算定した標準報酬月額が社会保

険庁の記録の標準報酬月額より低く、事業主は、当該期間に係る申立人の給与

から、社会保険庁の記録の標準報酬月額より低い報酬月額に見合う厚生年金保

険料を控除していたものと認められる。 

さらに、申立期間のうち、平成 16 年８月から同年９月までの期間について

は、事業主が源泉控除したと認められる当該期間の厚生年金保険料額に見合う

各月の標準報酬月額が、社会保険庁の標準報酬月額より高いことが確認できる

ものの、当該標準報酬月額よりも同じ月の総支給額に基づく標準報酬月額の方

が低く、かつ、社会保険庁のオンライン記録の標準報酬月額と一致しており、

特例法の未納保険料があった期間（同法により記録が訂正され、保険給付の対

象に算入される期間）とは認められないため、あっせんは行わない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立期



間のうち、昭和 55 年１月から同年９月までの期間及び平成 15 年４月から 16

年７月までの期間を除く期間については、申立人が厚生年金保険被保険者とし

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 4411 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち平成 12年６月から同年９月までの期間について、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該申立期間の標準報酬月額に係

る記録を 34万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主が上記の期間に係る訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義

務を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成５年７月 21日から６年 10月１日まで 

② 平成 11年５月１日から同年 10月１日まで 

③ 平成 11年 12月１日から 12年１月１日まで 

④ 平成 12年５月１日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間①、②及び④の一部について標準報酬

月額が実際の総支給額に見合う標準報酬月額と相違しており、③と④の一部

については控除された保険料額に見合う標準報酬月額と相違していること

がわかった。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てており、申立人

が所持している当該期間のうち一部を除く期間の給与支給明細書から、申立期

間当時に申立人がＡ社から支給を受けた給与の総額及び事業主により控除さ

れた厚生年金保険料額が確認でき、申立期間すべてについて、申立内容のとお

り、報酬月額あるいは保険料控除額が社会保険庁のオンライン記録で確認でき

る標準報酬月額と相違していることが確認できる。 

しかしながら、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する

法律（以下、「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、こ

れに基づき記録の訂正及び厚生年金保険の保険給付が行われるのは、事業主が

源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそ



れぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額

のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

このことから、申立期間④のうち、平成 12 年６月から同年９月までの期間

については、社会保険庁のオンライン記録の標準報酬月額が 30 万円となって

いるのに対し、前述の給与支給明細書で 34 万円の標準報酬月額に見合う保険

料を事業主により控除されていることが確認できることから、当該期間の標準

報酬月額に係る記録を 34万円に訂正することが必要である。 

なお、申立人に係る当該期間の保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、Ａ社の事業主は、給与からの保険料控除は正しく行っており、月額変更

届の手続きも適切に行っていると主張しているが、これを確認できる関連資料

及び周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、

行ったとは認められない。 

一方、申立期間①のうち平成５年８月及び同年９月、６年１月、申立期間②

並びに申立期間④のうちの 12 年５月については、各月の給与支給明細書で、

事業主が源泉控除したことが確認できる厚生年金保険料額を基に算定した標

準報酬月額が、社会保険庁の申立人に係るオンライン記録の標準報酬月額と一

致しており、事業主は、当該期間に係る申立人の給与から、社会保険庁のオン

ライン記録どおりの標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控除していたも

のと認められる。 

また、申立期間①のうち平成５年７月、同年 10月から同年 12月までの期間

及び６年２月から９月までの期間についても、５年８月、９月及び６年１月の

給与支給明細書から、社会保険庁のオンライン記録どおりの標準報酬月額に見

合う厚生年金保険料を控除していたものと推認できる。 

さらに、申立期間③については、申立人の給与支給明細書から、事業主が源

泉控除した当該期間の厚生年金保険料額に見合う標準報酬月額が、社会保険庁

のオンライン記録の標準報酬月額より高いことが確認できるものの、当該標準

報酬月額よりも同月の総支給額に基づく標準報酬月額の方が低く、かつ、社会

保険庁の記録の標準報酬月額と一致しており、特例法の未納保険料があった期

間（同法により記録が訂正され、保険給付の対象に算入される期間）とは認め

られないため、あっせんは行わない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料を総合的に判断すると、申立期

間①、②、③及び申立期間④のうちの平成 12 年５月については、申立人が厚

生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



東京厚生年金 事案 4412 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 33年１月 17日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を１万 8,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年１月 17日から 35 年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には、申立期間も勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社が発行した申立人に係る在職証明書から、申立

人は、昭和 33年１月 17日から、同社に正社員として勤務していたことが認め

られる。 

また、Ａ社は、正社員については、入社時に全員の厚生年金保険の加入手続

きをしており、申立期間中に支給した申立人の給与から、厚生年金保険料を控

除していた旨を供述している。 

さらに、Ａ社から提出された昭和 43 年の「失業保険被保険者名簿」に氏名

が記載されている従業員 18 人について、失業保険の資格取得日と、社会保険

事務所が保管する同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の資格取得

日を照合したところ、申立人を除く 17 人全員について、双方の資格取得日が

おおむね一致しており、さらに、当該 17 人のうちには、申立人と同様の業務

に従事していたとされる同僚４人が含まれていることが確認できることから、

同社が申立人についてのみ厚生年金保険に加入させない取扱いをしていたと



は考え難く、申立人についても入社月の給与から厚生年金保険料を控除してい

たと認められる。 

次に、申立期間の標準報酬月額については、昭和 35 年３月の申立人の資格

取得に係る記録のほか、33年１月から 35年３月まで継続して厚生年金保険に

加入していた同僚の標準報酬月額の記録から、１万 8,000円とすることが妥当

である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行について、事業主

は納付したと供述しているが、事業主による申立てどおりの資格取得届や、そ

の後に行われるべき健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届及び

これに基づく定時決定などの届出があったにもかかわらず、いずれの機会にお

いても社会保険事務所が当該届出を記録していないことは、通常の事務処理で

は考え難いことから、事業主が昭和 35 年３月１日を厚生年金保険の資格取得

日として届け、その結果、社会保険事務所は申立人に係る 33 年１月から 35

年２月までの保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立期間

にかかる保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



東京厚生年金 事案 4413 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 27年７月 21日から同年８月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店における資格取得日に

係る記録を昭和 27 年７月 21 日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000

円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 24年７月 18日から同年８月１日まで 

  ② 昭和 27年７月 21日から同年８月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間①及び②について加入の事実が無い旨

の回答を得た。昭和 24年７月に同社に入社し、27年８月１日付けで同社Ｃ

支店へ異動となったが、平成元年に退職するまで同社に継続して勤務してい

たので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②について、申立人の雇用保険の加入記録、Ｂ社の人事、総務関係

業務を請け負っているＤ社が保管するＡ社の社員記録から、申立人が同社に継

続して勤務し（昭和 27年７月 21日に同社本社から同社Ｃ支店に異動、発令日

は同年８月１日）、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたと認められる。 

また、申立期間②に係る標準報酬月額については、昭和 27 年８月の社会保

険事務所の記録から、8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につ

いては、Ｄ社の業務部給与グループ担当者は、納付していたと思われると供述

しているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、



明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申し立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届け出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見

当たらないことから、行ったとは認められない。 

一方、申立期間①について、雇用保険の加入記録及びＡ社の社員記録から、

申立人は同社に昭和 24年７月 18日に入社し、申立期間も同社に勤務していた

ことが認められる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＡ社本社に係る健康保険厚生年金

保険被保険者名簿から、その資格取得日が申立人と同じ昭和 24 年８月１日と

記録されている４人の従業員について、前述の担当者に入社日を確認したとこ

ろ、全員の入社日が当該資格取得日より前の同年６月または７月であることが

確認できた。 

このことから、前述の担当者は、Ａ社における申立期間①当時の試用期間の

有無については不明としているものの、同社では、入社日から１か月から２か

月後の日付けで厚生年金保険に加入させる取扱いをしていたことがうかがわ

れる。したがって、申立人も、入社 1 か月後の昭和 24 年８月１日に厚生年金

保険に加入する旨の手続が行われたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料や周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案 5676 

                         

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年 10 月から 58 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年 10月から 58年３月まで 

夫と結婚してからの国民年金保険料は、私が夫婦二人分を一緒に納付し

ていた。申立期間当時は、自営業の経営が難しかったことなどから保険料

を納められなかったが、その後に、10 年くらいさかのぼって保険料を納付

することができることを知り、納付したと記憶している。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

   （注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の納付記録の訂正を求め

て行ったものである。   

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無く、また、10 年くらいさかのぼって納付し

たとする申立期間は、第３回特例納付実施期間後の期間であるとともに、夫

婦共に保険料が未納となっている上、申立人の妻は、保険料を納付した時期、

納付した期間、納付場所等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

      



  

東京国民年金 事案 5677 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年７月から 48 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年７月から 48年１月まで 

    私の国民年金は、私が 20 歳になったころに、父が加入手続を行い、国民

年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に直接関与しておらず、保険料を納付していたとする父親から

当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であ

るとともに、申立期間の大半の保険料の納付方法は印紙検認方式であったが、

申立人は、印紙で保険料を納付していた記憶はないと説明するなど、申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 52 年 11 月ごろに払い出さ

れており、その時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間

であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5678 

                                      

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年９月から 44 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年９月から 44年３月まで 

私が 20 歳になったころに、夫が国民年金の加入手続をしてくれた。国民

年金に加入してからは、私が夫婦二人分の国民年金保険料を一緒に納付し

てきたと記憶している。申立期間の保険料が未納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、保険料の納付金額、夫婦の保

険料を一緒に納付し始めた時期等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。ま

た、夫婦の特殊台帳により確認できる申立期間後に係る保険料の納付日等は、

夫婦同一であるとともに、申立人が保険料を一緒に納付していたとする夫も、

申立期間の保険料が未納であるなど、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



  

東京国民年金 事案 5682 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 46 年２月から 50 年３月までの期間及び 50 年 10 月の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年２月から 50年３月まで 

                          ② 昭和 50年 10月 

    私は、転職のため転居する少し前の昭和 46 年８月ごろに、未納になって

いる国民年金保険料を納付するようにと電話で督促を受けて、保険料を納

付した。その後も数回督促の電話を受けて、その都度納付した。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人は、当該期間

当時の国民年金の加入手続の時期、場所等の状況や納付したとする保険料額、

納付場所、納付方法等の保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。また、申立人の最初の国民年金手帳の記号番号は昭和 50 年５月ごろに払

い出されており、当該払出時点では、当該期間の過半は時効により保険料を

納付することができない期間であり、当時の申立人の住所地を管轄する社会

保険事務所が保管する手帳記号番号払出簿には、申立人に手帳記号番号が払

い出された記録は確認できず、別の手帳記号番号が払い出されたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

申立期間②については、平成 20 年８月に資格得喪記録が整備されたことに

より、未加入期間から未納期間に記録整備されたものであり、当該記録整備

時点では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間であ

るなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 



  

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5683 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 43 年３月までの期間及び 43 年４月から 44 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月から 43年３月まで 

             ② 昭和 43年４月から 44年３月まで  

私の国民年金の加入手続及び婚姻中の国民年金保険料の納付は、元夫及

びその両親が行ってくれていた。自宅に納税組合の組合長が保険料の徴収

に来ていたことを憶えている。申立期間①の保険料が免除、申立期間②の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の元夫及びその両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこ

とを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の

加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする

元夫及びその両親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当

時の状況が不明確である。 

また、申立期間当時、申立人と同居していた元夫は、申立人と同様に申立

期間①の保険料については申請免除、申立期間②の保険料については未納で

あるなど、申立人の元夫及びその両親が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人が当時居住していた市が保管する納税組合長在職期間調に

より、申立人が申立期間当時に保険料の徴収に来ていたと説明する納税組合

の組合長が在籍していた期間は申立期間ではなく、申立期間後の昭和 51 年か

ら 59 年までであったことが確認できるなど、申立人の元夫及びその両親が申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断



  

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5684 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年４月から同年７月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年４月から同年７月まで 

私は、厚生年金保険に加入していながら国民年金保険料も納付していた

申立期間について、保険料が還付された記録となっていると聞いたが、還

付金を受領した記憶がない。申立期間の保険料が還付済みとされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収書により、厚生年金保険加入期間と重複する申立期

間の国民年金保険料が納付されたことが確認できるが、当該保険料の還付の

処理は、申立人が申立期間当時に居住していた町に保管されている国民年金

被保険者名簿及び所轄の社会保険事務所に保管されている国民年金被保険者

台帳にも還付の記載が確認できる上、当該社会保険事務所に保管されている

還付整理簿には、還付金額、還付事由、還付決定日及び支払日が明確に記載

されており、当該記載内容に不合理な点は無く、ほかに申立人に対する保険

料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 



  

東京国民年金 事案 5685 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年９月から 47 年３月までの期間及び 48 年１月から 51 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年９月から 47年３月まで 

             ② 昭和 48年１月から 51年３月まで 

 私の夫は、私の国民年金の加入手続をし、国民年金保険料を納付してく

れていた。まとめて保険料を納付したため、国民年金加入期間はすべて納

付済みだと夫から聞いた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料の納付をしたとする夫か

ら聴取することができないため、当時の状況が不明確である。また、申立人

及びその夫は、第３回特例納付により申立人は 19 か月、夫は 40 か月の保険

料をさかのぼって納付していることが確認できるが、申立人及び夫は、当該

納付時点で当該特例納付をしなければ 60 歳到達時まで保険料を納付したとし

ても受給資格期間を満たさないことから、受給資格期間を満たすために必要

となる月数の保険料を特例納付したものと考えられるなど、当該期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5686（事案 3056の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年９月から 41 年３月までの期間、43 年４月から同年 11

月までの期間、44 年９月から 45 年３月までの期間、47 年 10 月から 48 年３

月までの期間、48 年７月から同年９月までの期間、51 年 10 月から 52 年２月

までの期間及び 52 年６月の国民年金保険料については、納付していたものと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

          

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年９月から 41年３月まで 

             ② 昭和 43年４月から同年 11月まで 

             ③ 昭和 44年９月から 45年３月まで 

             ④ 昭和 47 年 10月から 48年３月まで 

             ⑤ 昭和 48年７月から同年９月まで 

             ⑥ 昭和 51 年 10月から 52年２月まで 

             ⑦ 昭和 52年６月             

私は、申立期間①当時は、叔母の美容室を手伝っており、国民年金保険

料は叔母が納付してくれていた。当時同居していた先輩も昭和36年４月か

ら37年３月までは叔母が納付してくれていたと知人から聞いている。申立

期間④及び⑤については、転居した時期が不明であったが、昭和49年10月

からのアパートの賃貸借契約書があったため、48年６月には転居していた

はずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについて、申立期間①については、申立人の叔母が

当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付に関与しておらず、保険料を

納付していたとする叔母から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明確であるなど、申立人の叔母が当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらず、また、申立期間②か



  

ら⑦までについては、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示す

関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、保険料の納付時期、

納付金額、納付場所に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらないとして、既に当委員

会の決定に基づき平成 21 年２月 12 日付けで年金記録の訂正は必要ないとす

る通知が行われている。 

これに対して申立人は、申立期間①の保険料納付に関する情報として、新

たに当時同居していた先輩が自分の昭和 36 年度の保険料は叔母が納付してく

れていたと言っていたことを知人から聞いたとしているが、当該先輩から当

時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確であり、

また、申立人は、申立期間④及び⑤の保険料納付に関する資料として、新た

に当時のアパートの賃貸借契約書を提出しているが、当該アパートの居住時

における保険料の納付状況は確認できないなど、委員会の当初の決定を変更

すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会の当初の決定を変更すべ

き新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間の国民年金保険

料を納付していたものと認めることはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5688               

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年６月から 45 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：            

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年６月から 45年２月まで 

  私は、昭和 50 年１月から 51 年１月の間に 10 回以上に分けて夫婦二人分

の未納の国民年金保険料を特例納付した。夫が納付済みとされているにも

かかわらず、私だけ申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、申立人の夫が所持する

10 枚の第２回特例納付の領収書に記載された納付日、納付額等に基づき、申

立人自身も同様に特例納付したとしているものの、自身の特例納付に関する

記憶に曖昧
あいまい

な点がある上、申立人が特例納付したとする月数は、申立人の夫

が特例納付により納付済みとされている納付月数と１か月の相違がある。 

さらに、申立人の夫は、おおむね申立期間に相当する期間の保険料を 10

回に分けて特例納付したことが、上述の領収書から確認できるが、行政側に

おいて夫と一緒に納付したとする申立人に対して、10 回以上に及ぶ事務処理

を続けて誤ることも考えにくいなど、申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5689 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年３月から 54 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年３月から 54年 12月まで 

    私の妻は、私が転職により厚生年金保険の加入資格を喪失した昭和 49 年

３月に私の国民年金の加入手続を行い、54 年 12 月まで国民年金保険料を

納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人の保険料を納付

していたとする申立人の妻及び申立人は、保険料の納付場所、納付額等の記

憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間当時国民年金手帳を所持していたことがないと

説明しているなど、申立人の妻が申立人の申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、国民年金に加入した記録が無く、国民年金手帳の記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5690 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 42 年１月から平成３年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年１月から平成３年９月まで 

私は、移住先から帰国した昭和 42 年に国民年金に加入し、60 歳まで国

民年金保険料を納付していた。申立期間が未加入で申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入時期、加入場

所等の加入状況及び保険料の納付時期、納付額等の納付状況に関する記憶が

曖昧
あいまい

である上、申立期間当時、国民年金手帳を交付されたかどうか憶えてい

ないと説明するなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立期間のうち国籍を再取得する前の昭和 42 年１月

から 48 年 11 月までの期間は、外国籍のため国民年金の適用が除外されてい

る上、国籍再取得後も国民年金に加入した記録が無く、国民年金手帳の記号

番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5691             

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年８月から 48 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年８月から 48年３月まで 

    私の父は、申立期間当初に私の国民年金の加入手続をし、昭和 50 年５月

に婚姻するまで私の国民年金保険料を納付していたはずである。申立期間

の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる父

親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

確であるなど、申立人の父親が申立人の申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 49 年５月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5692（事案 1862の再申立て）                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39 年２月から同年９月までの期間及び 41 年３月から 43 年

11 月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女                      

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 39年２月から同年９月まで 

② 昭和 41年３月から 43年 11月まで 

    私は、当初の申立てでは、申立期間①の国民年金保険料を昭和 39 年２月

から同年９月までの間に納付していたと説明していたが、39 年９月に納付

したことを思い出した。また、申立期間②の保険料を金融機関で納付して

いたと思うが、近所に住んでいた集金人に納付していたかもしれない。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、申立人が納付していたとする夫は国民

年金に未加入で保険料が未納である上、申立人は申立期間当時の納付状況に

関する記憶が不明確であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情が見当たらず、また、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）も無いとし

て、既に当委員会の決定に基づく平成 20 年 11 月 19 日付けで年金記録の訂

正は必要でないとする通知が行われている。 

申立人は、申立期間①の保険料を昭和 39 年９月に納付し、申立期間②の

保険料を金融機関か近所に住む集金人に納付したと主張するが、これは委員

会の当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められず、その他に委員会の

当初の決定を変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人が申立

期間の保険料を納付していたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案 5693 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年５月から 47 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年５月から 47年３月まで 

私は、昭和 43 年５月ごろ、区の出張所で国民年金の加入手続を行い、国

民年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は、昭和 47 年４月１日発行

と記載された国民年金手帳のほかには手帳を所持していた記憶がないと説明

している上、手帳を持参せずに現金で保険料を納付したとする方法は、申立

人が当時居住していた区において申立期間途中の 45 年９月まで実施されてい

た納付方法と相違するなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 47 年５月時

点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



  

東京国民年金 事案 5700 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年１月から同年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年１月から同年４月まで 

    私は、平成３年に会社を辞めた後、妻の国民年金の種別の変更手続と一

緒に私の種別の変更手続も行い、妻が二人分の国民年金保険料を納付した。

申立期間の妻の保険料が納付済みとなっているのに、私の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確

定申告書等）が無く、保険料納付の方法、納付金額についての申立人の記憶

は曖昧
あいまい

である上、申立人が平成３年３月に一緒に国民年金の加入手続及び保

険料の納付を行ったとする妻の申立期間の保険料は過年度納付されており、

申立人が申立期間の保険料を妻と一緒に納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、国民年金手帳を所持していた記憶が無いなど、申立人が

国民年金に加入していたこと及び国民年金手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 

 

 



  

東京国民年金 事案 5701 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 55 年４月から 58 年３月までの期間の国民年金保険料につい

ては、免除されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年４月から 58年３月まで 

    私は、昭和 51 年ごろに自営業を開始したが、数年経った 55 年には経営

が思わしくなくなり、国民年金保険料の納付について区役所の国民年金課

で相談をした。その時、対応してくれた職員から「わかりました。免除に

しておきます」と言われ、今まで申立期間は保険料の免除期間だと思って

いたが、申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料の免除申請を行っていたことを示す

関連資料が無く、申立人は免除申請手続を行ったとする時期や方法に関する

記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立期間直後の期間は、平成３年に追納している

ことが確認でき、仮に申立期間が免除期間であれば、追納は先に経過した月

から順次に行うものとされており、申立期間から追納するのが自然であるな

ど、申立期間の保険料が免除されていたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を免除されていたものと認めることはできない。 



  

東京国民年金 事案 5708 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年６月から 43 年３月までの期間、48 年 10 月、50 年５月

から同年９月までの期間及び 52 年１月から同年６月までの期間の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の指名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年６月から 43年３月まで 

② 昭和 48年 10月 

③ 昭和 50年５月から同年９月まで 

④ 昭和 52年１月から同年６月まで 

私は、昭和 54 年か 55 年に、新聞で未納の国民年金保険料をさかのぼっ

て納付できることを知り、夏のボーナスを使って社会保険事務所で未納の

保険料をすべて納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人が保険料をさかのぼって納付した

とする昭和 54 年及び 55 年には、第３回特例納付が実施されているものの、

申立人がさかのぼって納付したとする保険料の金額は、申立期間の保険料を

第３回特例納付により納付した場合の金額と大きく相違しており、第３回特

例納付により納付済みとされている 40 年６月から 41 年５月までの保険料額

におおむね一致している上、納付したとする社会保険事務所では、当時、特

例納付保険料の収納を取り扱っていなかったことが確認できるなど、申立人

が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5711  

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 59 年６月から 62 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 男 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 11年生 

    住    所 :   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年６月から 62年９月まで 

    私は、昭和 55 年 12 月に退職後、厚生年金保険の第四種被保険者に任意

加入した。その後、国民年金法が改正されて、区役所から、受給額がこの

ままだと少ないので、国民年金に加入し、さかのぼって国民年金保険料を

納付するように言われたので、３回に分けて納付した。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入時期及び納付

金額等に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間のうち、昭和 59 年６月から

61 年３月までの期間については、旧国民年金法の規定により、厚生年金保険

の受給資格期間を満たしていたため任意加入期間となっており、制度上、さ

かのぼって保険料を納付することができない期間である。また、申立人の国

民年金手帳の記号番号は、申立期間後の平成元年 10 月ごろに払い出されてお

り、その時点で、昭和 62 年８月以前の期間は時効により保険料を納付するこ

とができない期間であるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5712 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 37 年 12 月から 39 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年 12月から 39年６月まで 

 私の義父は、私の国民年金の加入手続をし、その後、私が厚生年金保険

に加入するまでの国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人の義父が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

申立期間の保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする義

父から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

確である。 

また、申立人が国民年金に加入した記録は無く、同居していた夫及び義父

も申立期間のうち昭和 37 年 12 月から 39 年３月までの期間は未納となって

いるなど、義父が申立期間当時、申立人の国民年金加入手続をして保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5717 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 43 年３月から 51 年６月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 43年３月から 51年６月まで 

私は、20 歳になってすぐに区役所で、夫と二人分の国民年金の加入手続

を行った。国民年金保険料は、当時営業していた店に来ていた徴収員に納

付していた。その後も区役所からの依頼により口座振替の手続をするなど

してすべて納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金に加入した時期、申

立期間当時の保険料の納付方法である印紙検認の記憶が曖昧
あいまい

であるほか、昭

和 53 年７月に国民年金手帳の記号番号が申立人と連番で払い出されている夫

の申立期間の保険料も未納となっているなど、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 53 年７月時点

では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間である上、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5718 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 38 年１月から 43 年 10月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 43年 10月まで 

私の国民年金保険料は、国民年金発足当初から両親が納付しており、昭

和 37 年 12 月に上京してからも継続して納付していた。申立期間は国民年

金と厚生年金を二重に納付しており、社会保険事務所は申立期間の国民年

金保険料を還付したと説明しているが、還付を受けた記憶も、還付手続を

した記憶も無く、申立期間の保険料が還付済みとされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人の両親が申立人の国民年金保険料を昭和 36 年４月から納付しており、

申立人が 38 年１月に厚生年金保険の資格を取得し、43 年 11 月に国民年金に

再加入していることが、申立人に係る特殊台帳で確認できることから、申立

期間の保険料が還付処理されていることについての不自然さは見られない。 

また、申立人の還付整理簿には申立人への還付金額、還付期間、還付事由、

還付決定日及び支払日が明確に記載されており、これらの記載内容に不合理

な点はなく、他に申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 



  

東京国民年金 事案 5719 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 47 年６月から 49 年 12月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 47年６月から 49年 12月まで 

私は、夫が会社を退職した後の昭和 47 年６月ごろに夫と一緒に国民年金

に加入し、国民年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とさ

れていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金への加入手続を行っ

た時期、保険料額等の記憶が曖昧
あいまい

である。また、申立人は、夫と一緒に国民

年金に加入し、保険料も一緒に納付したとしているが、申立人の国民年金手

帳の記号番号は昭和 51 年 11 月に払い出されている一方、夫の手帳記号番号

は 49 年２月に払い出されていることから、夫婦で一緒に国民年金の加入手続

を行ったことがうかがえないほか、申立期間の大部分は一緒に保険料を納付

することはできないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の手帳記号番号が払い出された時点では、申立期間の大部

分は時効により保険料を納付することができない期間である上、別の手帳記

号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5720 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 40 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

 生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 40年３月まで 

  私は、申立期間の国民年金保険料を、役所等で納付したはずであり、未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入時期、納付方

法、納付金額等の記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 40 年６月時点

では、申立期間の一部は時効により保険料を納付することができない期間で

ある上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見

当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5724                                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年２月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月から 46年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金に加入した後、再就職した昭和 49 年５月より前

に、未納となっていた夫婦二人分の国民年金保険料を特例納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人夫婦が国民年金に加入

した昭和 48 年５月の翌年から第２回特例納付が実施されているものの、申立

人は、保険料の納付時期、納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、

特例納付したとする市役所は、特例納付保険料の収納を取り扱っていないな

ど、申立人夫婦が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。          

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



  

東京国民年金 事案 5725                                    

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43 年２月から 46 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月から 46年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金に加入した後、再就職した昭和 49 年５月より前

に、未納となっていた夫婦二人分の国民年金保険料を特例納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人夫婦が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人夫婦が国民年金に加入

した昭和 48 年５月の翌年から第２回特例納付が実施されているものの、申立

人は、保険料の納付時期、納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、

特例納付したとする市役所は、特例納付保険料の収納を取り扱っていないな

ど、申立人夫婦が申立人の申立期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる周辺事情も見当たらない。          

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



  

東京国民年金 事案 5726 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年 12 月から 51 年６月までの期間、51 年 10 月から 55 年

１月までの期間及び 58 年３月から 59 年３月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年 12月から 51年６月まで 

             ② 昭和 51年 10月から 55年１月まで 

             ③ 昭和 58年３月から 59年３月まで 

私は、会社を退職した昭和 42 年 12 月に国民年金の加入手続をし、国民

年金保険料を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の場所や

保険料の納付場所の記憶が曖昧
あいまい

である上、納付したとする保険料の金額は、

申立期間の保険料額と大きく相違する。また、昭和 58 年 11 月に作成された

年度別納付状況リストには、「フザイ」と記録されていることから、申立人

は、申立期間中に不在処理が行われ、納付書の送達はされていなかったもの

と考えられるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 51 年３月時

点では、申立期間の過半は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



  

東京国民年金 事案 5727 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年 1 月から 60 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年１月から 60年１月まで 

私の国民年金の加入手続は、申立期間当初に当時婚姻していた先妻が行

ってくれた。また、申立期間の国民年金保険料は、申立期間当時から知人

であり、平成４年６月に婚姻した妻が、町の納付組織の集金人に納付して

くれていたはずである。申立期間の国民年金が未加入となっており、保険

料が納付されていないことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手

続に関与しておらず、加入手続をしたとされる申立期間当初に婚姻していた

先妻から加入手続の状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が

不明確である。また、保険料を納付したとする申立人の妻及び申立人は、保

険料の納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、昭和 57 年に納付

したとする金額は当時の保険料額と相違するなど、申立人の妻が申立人の申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 62 年１月

時点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5728 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36 年４月から 41 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 41年３月まで 

私は、住み込みで家事手伝いをしていた昭和 36 年に国民年金の加入手

続を行い、最初の 36 年４月から６月までの３か月分の保険料を納付した。

その後は、婚姻により家事手伝いを辞める 39 年１月まで雇用主が保険料

を納付してくれた。婚姻した 39 年２月からは、私が夫婦二人分の保険料

を納付してきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人及び申立人の雇用主が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付し

ていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人

は、昭和 36 年７月から 39 年１月まで保険料の納付に関与しておらず、保険

料を納付していたとされる申立人の雇用主から当時の納付状況等を聴取する

ことができないため、当時の状況が不明確である。さらに、申立人は、婚姻

後の 39 年２月から 41 年３月までの保険料の納付時期及び納付額等の記憶が

曖昧
あいまい

であるなど、申立人及び申立人の雇用主が申立人の申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

加えて、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 40 年７月

時点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5735 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36 年４月から 37 年８月までの期間及び 37 年 12 月から 47 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年４月から 37年８月まで 

             ② 昭和 37年 12月から 47年３月まで 

私は、国民年金の加入手続及び保険料の納付について、結婚するまでは

実家の母親に、結婚後は夫に任せており、母親及び夫が、保険料をきちん

と納めてくれたはずである。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親及び夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料(家計簿、確定申告書等)が無く、申立人は、国民年金の加入手続

及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親及び

夫から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明

確である上、母親及び弟は国民年金に未加入で、妹は昭和61年に第３号被保

険者となるまで国民年金に未加入であるなど、申立人の母親及び夫が申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和47年３月時点

では、申立期間①及び申立期間②の大半は時効により保険料を納付すること

ができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかが

わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5736 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 47 年８月から 54 年９月までの期間及び 56 年８月から 59 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 47年８月から 54年９月まで 

② 昭和 56年８月から 59年３月まで 

    私は、申立期間①については、会社を退職後に、父と一緒に区役所出張

所で国民年金の加入手続をした記憶がある。申立期間②についても、国民

年金の加入手続をしているはずであり、国民年金加入期間の保険料は、父

が郵便局等で納付していたはずである。申立期間①及び②が、国民年金に

未加入で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加

入手続及び保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人の保険料を

納付していたとする父親から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明確であるなど、申立人及び申立人の父親が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人が居住していた区及び所轄の社会保険事務所において、申立

人の国民年金手帳の記号番号が払い出されていた記録も無い上、申立人は、

国民年金手帳を受領、所持した記憶が曖昧
あいまい

であるなど、手帳記号番号が払い

出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5740  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 42 年４月から 48 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 10年生 

    住    所 :   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年４月から 48年９月まで 

私は、近所の友人に勧められて国民年金の加入手続をし、集金人に国民

年金保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人の友人は、自身が付加保険料を納

付し始めた頃に、申立人に国民年金への加入と付加保険料の納付を勧めたと

記憶していると証言しており、その友人は申立期間後の昭和 49 年 11 月に付

加保険料を納付し始めていること、申立人の国民年金手帳の記号番号は 50 年

12 月に払い出され、付加保険料は 52 年 10 月から納付されていることなど、

保険料の納付開始経緯に関する申立人の説明は、申立期間より後の状況とお

おむね一致しており、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 5741     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年３月から 52 年１月までの期間、平成７年８月から８年

２月までの期間及び 10 年 11 月から 11 年３月までの期間の国民年金保険料に

ついては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年３月から 52年１月まで 

             ② 平成７年８月から８年２月まで 

             ③ 平成 10年 11月から 11年３月まで 

    申立期間①については、母が、私の国民年金の加入手続を行い、その際

にさかのぼってまとめて国民年金保険料を納付してくれたと聞いている。

申立期間②については、納付時期や金額のはっきりした記憶は無いが、免

除を受けなかった期間については、市役所で保険料を納付した記憶がある。

申立期間③については、５か月という短期間の免除申請をした記憶は無く、

当該期間の保険料は、市役所や金融機関で納付していたはずである。申立

期間の保険料が未納又は免除とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、

申立人の保険料を納付していたとする母親は、保険料の納付時期、金額等に

関する記憶が不明確である。また、当該期間直後の昭和 52 年２月から同年

11 月までは、平成 18 年９月に厚生年金被保険者期間として記録統合された

ものであり、昭和 52 年 10 月及び 11 月分の国民年金保険料は平成 18 年 10 月

に還付されていることが確認できる。申立人の国民年金手帳の記号番号は、

第３回特例納付実施期間中の昭和 54 年 12 月に払い出されているものの、申

立人が当該期間始期の 51 年３月の保険料までさかのぼって特例納付していた

とすれば、平成 18 年９月に記録統合された当該期間直後で厚生年金被保険者

期間である昭和 52 年２月から同年９月までの保険料は、記録統合時点で還付



  

処理が行われるはずであるが、その処理は行われていないなど、母親が当該

期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間②については、申立人は、当該期間の保険料の納付状況

等に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、当該期間直後の期間が免除期間となっている。

加えて、申立期間③については、オンライン記録に当該期間前の平成８年３

月から 10 年３月までの２回の免除申請と同様、当該期間の保険料に係る免

除申請日、免除期間及び処理年月日の記載があり、当該記載に不自然な点も

見られないなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺

事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5742 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 41 年７月から 46 年２月までの期間、47 年３月から同年７月

までの期間、48 年 10 月及び同年 11 月、56 年９月から 61 年３月までの期間

の国民年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 41年７月から 46年２月まで 

             ② 昭和 47年３月から同年７月まで 

             ③ 昭和 48年 10月及び同年 11月 

             ④ 昭和 56年９月から 61年３月まで 

    私は、平成 12 年の春ごろ、区役所で国民年金保険料の納付記録を調べて

もらったところ、未納があると言われ、職員から過去の未納分の保険料を

納付しないと将来年金を受給できなくなると言われたため、後日、区役所

の窓口で申立期間の保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①及び②については、申立人が

納付したと主張する平成 12 年及び申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出

された昭和 61 年 12 月時点では、当該期間の保険料は時効により納付するこ

とができない。また、申立期間③及び④については、未加入期間であり、制

度上、保険料を納付することができないなど、申立人が当該期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 5743 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年１月から 53 年３月までの期間、53 年４月から 54 年３

月までの期間及び 54 年４月から 56 年３月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年１月から 53年３月まで 

             ② 昭和 53年４月から 54年３月まで 

             ③ 昭和 54年４月から 56年３月まで 

私は、昭和 49 年７月の転居時に国民年金に加入して以降、国民年金保険

料を納付しており、結婚後は、妻が納付してくれた。私の納付記録では、

私が結婚した昭和 53 年度の保険料が免除とされ、一部追納したとされてい

るが、免除申請及び追納をした記憶も無い。申立期間①及び③の保険料が

未納とされ、申立期間②の保険料が免除及び追納とされていることに納得

できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、申立人は、当該

期間当時の保険料額、納付頻度等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であり、当

該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人が居住する市で保管している被保険者名簿

により、当該期間に係る免除申請及び当該市においてその処理手続が行われ

ていたことが確認でき、当該免除記録には不自然な点も見られないことなど、

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。また、当該期間のうち、昭和 54 年２月及び同年３月分の保険料について

は、平成元年３月に追納されていること、昭和 54 年２月分については、追納

の時効期限を超過して納付されたため、平成元年３月に還付決議されている

ことがオンライン記録から確認でき、還付金額、還付事由、還付決議日等の



  

記載内容に不合理な点は無く、ほかに申立人に対する保険料の還付を疑わせ

る周辺事情も見当たらない。 

申立期間③については、申立人の保険料を納付したとする申立人の妻も自

身の保険料が未納であり、申立人と同様、申立期間直後の昭和 56 年４月から

保険料の納付を開始しているなど、妻が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



 

東京厚生年金 事案 4225                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40 年３月 15日から同年 12月 29日まで 

             ② 昭和 41年１月 13日から 42年７月１日まで 

58 歳ごろに、社会保険事務所からの通知で、申立期間について、脱退手

当金の支給記録があることを知った。 

しかし、家族からの助言で年金を大切に考えていた上、国民年金の加入時

に、市役所の担当者から厚生年金保険をこのままにしておけば国民年金と継

続できると言われた。 

脱退手当金の請求手続を行ったことや、もらった覚えは無いので、脱退手

当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

厚生年金保険被保険者台帳記号番号払出簿の申立人の氏名は、申立期間の事

業所を退職後の昭和 44 年 12月 15 日に氏名変更が行われていることが確認で

き、申立期間の脱退手当金は同年９月 12 日に支給決定されていることを踏ま

えると、脱退手当金の請求に伴い氏名変更が行われたと考えるのが自然である。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されている

ことを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金

は支給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4226                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年６月 21日から 33年 12月７日まで 

             ② 昭和 34年４月６日から 37年９月 26日まで 

老齢年金を受給する時に、共済組合で申立期間について話をしたところ

曖昧
あいまい

になっていたが、ねんきん特別便が届き、申立期間が気になり社会保険

事務所で相談したところ、申立期間については、脱退手当金の支給記録があ

ることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２か月後の昭和 37年 12月２日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4227                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 27 年 12月１日から 28年５月 20日まで 

             ② 昭和 28年６月６日から 29年２月 28日まで 

             ③ 昭和 29年２月 28日から 33年８月 25日まで 

平成 20 年８月に、社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立期

間について、脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、退職時に会社から脱退手当金の説明を受けておらず、脱退手当金

をもらった覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の算定のために必要と

なる標準報酬月額等をＡ省（当時）から当該脱退手当金の裁定庁へ回答したこ

とが記録されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、

申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から約

３か月後の昭和 33年 12月１日に支給決定されているなど、一連の事務処理に

不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者台帳記号番号は、申立

期間である３つの被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、

申立期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給したた

めに番号が異なっているものと考えるのが自然である上、申立人から聴取して

も受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうか

がわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4228                 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 46年４月１日から 48年４月１日まで              

平成 19 年３月に、社会保険事務所からの通知で、申立期間について脱退

手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、退職後から３か月ほどは、叔母の家で過ごしており上京していな

いため、脱退手当金の請求手続を行うこともできず、もらった覚えは無いの

で、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約３か月後の昭和 48年６月 22日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4229               

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 35年８月 15日から 39 年１月 14日まで 

ねんきん特別便が届き、申立期間について脱退手当金の支給記録があるこ

とを知った。 

退職後、会社から現金が届いたことはあったが内訳や明細書などは入って

いなかった。もし、これが脱退手当金ならば、本人の了承を得ないで会社が

勝手に行った不当な行為であるので、脱退手当金の支給記録を取り消してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２か月後の昭和 39年２月 28日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4230               

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月１日から 44年９月 21日まで              

65 歳の時に、社会保険事務所で年金の裁定請求手続を行ったところ、申

立期間について脱退手当金の支給記録があることを知り、信用金庫に再度調

査を依頼したが、やはり支給記録があるとのことであった。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約２か月後の昭和 44年 11月７日に支給決定されているなど、一連の事務

処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4231               

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年４月１日から 20年 11月 30日まで              

平成 20 年４月に、社会保険事務所で年金記録の確認を行ったところ、申

立期間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間に勤務した事業所は、退職届を出すことなく、口頭で退

職する旨を伝え退職したので、書類に署名をしたことや脱退手当金を受け取

った覚えは無いため、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には、脱退手当金の支給月数、支給金額

及び支給年月日が記載されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上

の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4235                     

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男    

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年６月１日から７年 10月１日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報

酬月額が、給与から実際に控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相

違していることが判明した。同社では、代表取締役として勤務していたので、

申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、社会保険庁のオンライン記録によ

り、厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成７年 10 月１日）後の８

年４月８日付けで、申立人の標準報酬月額の記録が、６年６月から同年 10 月

までが 53 万円から８万円に、同年 11 月から７年２月までが 59 万円から９万

2,000 円に、同年３月から同年９月までが 20 万円から９万 2,000 円にそれぞ

れさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、平成７年ごろからＡ社の経営環境が悪化し、同年 10 月

には業務停止状態となり、社会保険事務所と滞納保険料の整理について交渉し

たところ、社会保険事務所から同社の滞納保険料について、代表取締役等の標

準報酬月額を調整して補填する必要がある旨の説明を受けたとしている。 

また、申立人は、Ａ社に係る社会保険、雇用保険の手続は、通常社会保険労

務士事務所に委託しているとし、自分が平成８年４月８日にさかのぼって標準

報酬月額の訂正処理をした記憶は無いとしている。 

一方、申立人は、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった時から自分

を除く従業員はすべて退職している上、同社に係る代表印は自分で管理し、書

類については必ず自分が目を通し代表印を使用しているとし、一定期間本人の

標準報酬月額を下げることにより、保険料滞納分について充当する旨の話を了

承しており、滞納保険料の整理を終えたらまた標準報酬月額は元の額に戻ると



 

思っていた、とも供述している。 

このことから、Ａ社の代表取締役であった申立人が、自ら代表印を管理しつ

つ、代表取締役等の標準報酬月額を調整して補填する必要がある旨の説明を受

けたにも関わらず、申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額

の改定処理がなされたとは考え難く、申立人は、自身の標準報酬月額の減額に

関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4236                                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年 12月１日から 37 年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

で勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、新規適用事業所になる前の昭和 36 年 10月から勤務しており、会社

が厚生年金保険に加入した同年 12 月１日には自分も厚生年金保険の被保険

者になったと思うので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

同僚の証言により、申立人は申立期間においてＡ社に勤務していたことが推

認できる。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 54年２月 28日に適用事業所に該当しなくなっ

ており、かつ、同社の代表者の住所が不明なことから、当時の厚生年金保険の

取扱いや、申立人の勤務状況について確認することはできない。なお、Ａ社を

引き継いだＢ社の元事業主は、Ａ社当時の資料は残されていないことから、何

も分からないと供述している。 

また、申立人は、自分がＡ社に入社した昭和 36年 10月に、既に在籍してい

た従業員 16 人を記憶していたことから、同社に係る健康保険厚生年金保険被

保険者名簿により当該 16 人の従業員の厚生年金保険被保険者記録を見ると、

同社が新規適用事業所となった同年 12 月１日に厚生年金保険被保険者として

記録がある従業員は６人であり、その他 10 人のうち４人は、同社の新規適用

時の後、５か月から 28 か月の間に厚生年金保険の被保険者資格を取得、残る

６人は厚生年金保険の被保険者としての記録が無い。このことから、同社では

必ずしも従業員の全員を入社時から厚生年金保険の被保険者としていないこ



 

とがうかがえる。 

さらに、Ａ社に係る上記名簿により、昭和 37 年１月から 38年９月までの間

に厚生年金保険の被保険者資格を取得したもののうち、住所が判明した９人に

厚生年金保険料の控除について照会したところ、８人から回答があったが、い

ずれも厚生年金保険の被保険者資格を取得する前に、同社において厚生年金保

険料が控除されていたか否かについて記憶している者はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4237                    

                       

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 28年５月１日から 29年６月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務した

ことは確かなので申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が入社当時のＡ社の記憶を記した詳細な覚書及び従業員の証言によ

り、勤務期間は明確ではないが、申立期間当時に同社に勤務していたことはう

かがわれる。 

しかし、Ａ社は、申立人について、申立期間において同社に勤務していたこ

とを把握できる資料を保有していないため、申立人の勤務の実態や同社におけ

る当時の厚生年金保険の取扱いについて確認することができないとしている。  

また、申立人が記憶していた申立期間当時の上司及び同僚６人について、５

人が既に死亡し、一人は連絡先不明のため、これらの者からＡ社における申立

人の勤務の実態や厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、５人の従業員

について、申立人の申立期間における勤務の実態や厚生年金保険の取扱いにつ

いて照会したところ、そのうちの３人から回答があり、そのうち一人の従業員

は、申立人が自分より１年後に入社し事務の仕事をしていた記憶はあるが、申

立人の厚生年金保険の適用状況については分からないとしており、残る二人は

申立人を記憶していなかった。 

さらに、申立人が記憶している従業員について、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所となった昭和 27 年９月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得して

いる者は、会社の幹部社員と生産部門の従業員となっており、事務部門の従業



 

員は、同社が厚生年金保険の適用事業所となった日から約１年経過後に厚生年

金保険の被保険者となっている状況がうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4238                                            

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨   

申 立 期 間 ： 平成５年 10月１日から７年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に取締

役及び代表取締役（平成６年５月 31 日就任）として勤務していた期間のう

ち、平成５年 10 月から７年２月までの標準報酬月額が、実際の給与より低

い金額に訂正されていることが判明したので、正しい金額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、社会保険庁のオンライン記録によ

り、厚生年金の適用事業所でなくなった日（平成７年３月 31 日）後の同年４

月５日付けで、申立人を含む二人の標準報酬月額の記録が訂正されて引き下げ

られており、申立人の標準報酬月額については、５年 10 月から６年８月まで

が 30万円から 11万円に、同年９月から７年２月までが 20万円から 11万円に

それぞれさかのぼって訂正されていることが確認できる。 

また、申立人の提出した平成５年１月分、同年３月分、６年７月分の「給料

明細書」から申立期間の一部ではあるが、給与月額 30 万円（５年１月分、同

年３月分）及び 20 万円（６年７月分）の標準報酬月額にほぼ相当する社会保

険料が控除されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、申立期間当時は代表取締役であり、当時は財務状況が極

端に悪化し会社整理の段階に入っていたこと及び役員報酬の減額等は役員相

互で話し合い、当事者の了承のもとに行われていた等の会社関係者の供述があ

ることから、Ａ社の代表取締役であった申立人が、当該標準報酬月額の減額処

理の届出について、知らなかったとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理について関与しながら、当該減額処理が有効な



 

ものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4239 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ① 昭和 21年４月から 22年 11月６日まで 

             ② 昭和 26年４月から 29年８月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうちの申立期間①、及びＢ社Ｃ工場に勤務していた申

立期間②の加入記録が無い旨の回答をもらった。それぞれの会社に勤務して

いたことは確かなので、両申立期間について厚生年金保険の加入期間として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は高等小学校を卒業してすぐにＡ社に入社し

たと申し立てている。 

  しかしながら、社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所となったのは昭和 21 年 12 月１日であり、申立期間のうち、同日より前

の同年４月から同年 11月までの期間については適用事業所になっていない。 

また、申立人は、Ａ社への入社の経緯について、まず初めに同僚Ｄが同社

に入社し、別の同僚Ｅ（申立人の同級生）がＤに誘われ、申立人自身は同僚

Ｅに誘われて入社を決めたので、申立人は同僚Ｅと同時期に入社したと供述

している。 

このうち同僚Ｅについては、社会保険事務所が保管するＡ社に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿から、申立人と同じく昭和 22 年 11 月６日付け

で厚生年金保険に加入していることが確認できるものの、既に死亡しており、

当時の状況を聴取することはできない。 

次に、前述の被保険者名簿で、同僚Ｄが申立人の資格取得日より前の昭和

22 年８月１日付けで厚生年金保険に加入していることが確認でき、同僚Ｄ自



 

身は、入社時期が 17歳のころの夏であったと供述している。 

なお、同僚Ｄの生年月日から計算すると、昭和 22年８月時点の同人の年齢

は満 16歳であるが、当時の風潮ではいわゆる「数え年」による年齢計算が一

般的であったことを考え合わせると、入社時期を 17歳のころと記憶している

ことは不自然ではないことから、同僚Ｄの入社時期は、厚生年金保険に加入

した同年８月ごろであったと推認できる。 

さらに、申立人は、入社したばかりの時期にぶどうを食べていた記憶があ

ることから、入社は秋ごろかもしれないとも供述している。 

これらの情報を総合すると申立人の入社の時期は、厚生年金保険の資格取

得日とほぼ一致すると考えられることから、申立期間において、既に勤務し

ていたと認めることはできない。 

加えて、Ａ社については、前述の被保険者名簿に事業主の氏名の記載が無

く、所在地を管轄する登記所に、同社の商業登記簿が見当たらないことから、

当時の事業主や役員の氏名等が不明のため、これらの者に申立期間当時の申

立人の勤務状況等について照会することはできない。 

   申立期間②について、社会保険事務所が保管するＢ社Ｃ工場に係る健康保

険厚生年金保険被保険者名簿から、16 人に照会したところ、このうち２人か

ら、申立人を知っているとの供述が得られたことから、具体的な勤務期間は

特定できないものの、申立人が、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ｂ社の人事担当者は、当時の社員名簿に申立人の名前は無

いこと、及び当時の社員等の資格区分には社員、準社員、雇員、工員があり、

工員は社員名簿には載らず、厚生年金保険にも加入させていなかった可能性

がある旨を供述している。 

なお、申立人は申立期間当時の職種について、製糸工であったと供述し、

同じ作業に従事していたとする同僚一人の氏名を挙げているが、当該同僚に

ついても前述の被保険者名簿に加入記録は確認できない。 

さらに、前述の人事担当者は、申立人が名前を挙げた同僚も社員名簿に記

載されていないとし、製糸工の身分は工員であったと思われる旨供述してい

ることから、Ｂ社Ｃ工場では、従業員の職種や身分によって、一部の従業員

については厚生年金保険に加入させない取扱いをしていたことがうかがわれ

る。 

このほか、申立期間①及び②について、申立人は厚生年金保険料を控除さ

れていたとするが、これを確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4243             

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年５月 16日から同年 10月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44年９月 16日にＡ社に入社し、申立期間を含めて同社に継

続して勤務し、厚生年金保険に加入していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社の引継ぎ会社であるＢ社では、申立期間当時の従業員に

係る人事記録等の資料を保存していないことから、申立人の申立期間における

勤務の実態や厚生年金保険料の控除等について確認することができないとし

ている。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、申

立期間に厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会

したが、申立期間当時の申立人の勤務の状況や厚生年金保険の加入の有無等に

ついては確認することができなかった。 

さらに、申立人のＡ社における雇用保険の記録は、昭和 44年９月 16日から

45年５月 16日までとなっており、厚生年金保険の加入記録と一致している。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4244                      

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正 

  を認めることはできない。 

        

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ： 

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年２月１日から８年４月１日まで 

    Ａ社に代表取締役として勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月

額が、申立期間前の標準報酬月額と比べて低い額になっている。申立期間当

時の標準報酬月額は 20 万円であり、保険料は控除されていたので、同期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録にお

いて、当初、申立人が主張する 20 万円と記録されていたが、Ａ社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった平成８年４月１日付けで、さかのぼって９万

2,000円に減額訂正処理されていることが確認できる。 

   しかしながら、申立人は、当時Ａ社の代表取締役であり、申立期間当時に同

社において厚生年金保険料の滞納があったことを認めており、また、自身が社

会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所の全喪に係る手続を行った

と供述していることから、申立人は、自身の標準報酬月額を減額訂正すること

に同意していたものと認められる。 

   これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人が、

当該標準報酬月額の減額処理が有効なものではないと主張することは信義則

上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記

録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4245                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 12月１日から８年８月１日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の標準報酬月額が、自分が記憶している報酬額よ

り低い額となっているので、同期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、当時、受け取っ

ていた報酬額より低い額となっていると申し立てている。 

しかしながら、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金における申立人の標準報

酬月額の記録は、社会保険庁の申立人に係るオンラインの記録と一致している。 

また、Ａ社が社会保険事務を委託している社会保険労務士事務所では、同社

から提出された資料を基に標準報酬月額を算定し、保険料を算出し、複写式の

届出用紙を使用して社会保険事務所、厚生年金基金及び健康保険組合に提出し

ていたとしていることから、同社は、社会保険事務所に、社会保険庁のオンラ

イン記録どおりの届出を行ったものと認められる。 

さらに、Ａ社の総務担当者は、標準報酬月額に応じた厚生年金保険料を給与

から控除していたと供述している。 

これらを総合的に判断すると、事業主は、申立期間における申立人の給与か

ら、社会保険庁のオンライン記録どおりの標準報酬月額に見合う厚生年金保険

料を控除していたものと認められる。 

これらの事実、これまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4246                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年４月１日から 48年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間を

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時にＡ社に勤務していた複数の従業員の供述から、期間は特定で

きないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、申立期間当時、厚

生年金保険の適用事業所となっていない。 

また、Ａ社の当時の事業主及び経理担当者は所在不明で回答を得ることがで

きず、申立期間当時の申立人の勤務状況及び厚生年金保険の取扱い等について

確認することができない。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 48 年７月１日に厚

生年金保険の被保険者資格を取得している複数の従業員に照会したところ、同

社が適用事業所になる前から入社していた従業員から回答があり、同人は、同

社が厚生年金保険の適用事業所となる前には厚生年金保険料の控除は無かっ

たと供述している。 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年３月ごろから 36年３月ごろまで 

    厚生年金保険の加入記録を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた昭和 33 年３月ごろから 36 年３月ごろまでの記録が無いとの回答

をもらった。この間、同事業所に正社員として勤務していたので、厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 33年３月ごろから 36年３月ごろまでＡ社に勤務していたと

申し立てている。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所と

はなっておらず、また、所在地を管轄する法務局においても同事業所に係る商

業登記の記録は確認できない。 

また、申立人は、Ａ社の従業員は同事業所の代表者と申立人の二人であった

と供述しているところ、当該代表者の所在は不明であるため、当該代表者から、

申立人の勤務の状況等について確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4250 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年２月１日から 51年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同社に勤務していたこ

とは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人は、申立期間のうち、昭和 50 年３月 21

日から 51年３月 31日までの期間において、Ａ社で勤務していたことは認めら

れる。 

しかし、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 59年６月 20日に厚生年

金保険の適用事業所となっており、申立期間においては、厚生年金保険の適用

事業所でないことが確認できる。 

また、当時の役員は、申立期間当時、Ａ社は厚生年金保険に加入しておらず、

自分の給与から厚生年金保険料は控除されていなかった旨供述している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により、同

社が適用事業所となった昭和59年６月20日に被保険者資格を取得しているこ

とが確認できる複数の従業員に照会したところ、そのうち４人は、同日より前

の期間において、自分の給与から厚生年金保険料は控除されていなかったと回

答しており、そのほかの者は、控除されていたかどうかを覚えていないと回答

している。 

加えて、Ａ社において、厚生年金保険に加入していたとする同僚は、社会保

険庁の記録から、昭和 50 年９月以降の期間において国民年金保険料を納付し

ていることが確認できる。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、申立人は、控除されていたと申し立てているが、これを確

認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4255 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年３月１日から 10年２月 26日まで 

社会保険事務所の戸別訪問で、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の標

準報酬月額が実際の給与額と相違していることが分かった。同社では、代表

取締役であったが、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の代表取締役として、同社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（平成 10年２月 26日）まで厚生年金保険の被保険者であったこと

が、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録により認められる。 

また、Ａ社が適用事業所でなくなった日以降の平成 10 年４月７日付けで、

さかのぼって８年３月から 10 年１月までの標準報酬月額が 59 万円から９万

8,000円に減額されていることが社会保険事務所の記録により確認できる。 

一方、当時の経理・社保担当役員は、Ａ社の経営環境が悪化した際に、社会

保険事務所の職員から、滞納保険料が納付できないのであれば社会保険を脱退

し、代表取締役の標準報酬月額の改定により解消する方法があり、保険料を払

えない会社はこの方法で処理しているとの説明を受け、事業所の厚生年金保険

料の滞納額の負担が大きかったことから、申立人が報酬訂正届出書類に会社の

実印を押したと供述している。以上のことから、Ａ社の代表取締役であった申

立人は、自身の標準報酬月額の減額処理に同意していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

らの標準報酬月額の減額処理について同意しながら、当該減額処理が有効なも

のではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚

生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4256 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 25年８月１日から 28年３月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務

していたことは、提出した感謝状で明らかであるので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあったＡ社の感謝状、さらに同社が提出した申立人の履歴書及

び同社回答書から、申立人が同社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、申立期間当時の従業員や社会保険に関する資料等を保有してい

ないと回答しており、また、申立当時の事業主は既に死亡していることから、申立

期間における勤務の実態や当時の厚生年金保険の加入状況を確認することができ

ない。 

また、申立期間当時にＡ社に在職していた複数の従業員に、申立人の勤務の実態

や厚生年金保険の加入状況を照会したところ、そのうち複数の者は、申立人のこと

を記憶しているが、同社では見習い期間を設けており、入社後少なくとも２年経過

してから厚生年金保険の被保険者資格を取得したと供述している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿からは、欠番や

不自然な記録訂正は見あたらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4257 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年８月１日から 23年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ事

務所に採用され、Ｂ社を勤務地としていた期間のうち、申立期間の加入記録

が無いとの回答をもらった。同事務所には、昭和 21年８月１日から勤務し、

厚生年金の保険料も控除されていたと記憶しているので、申立期間も厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事務所の従業員記録を保管していた関連会社であるＣ社の従業員カード

の記録及び同僚の供述から、申立人がＢ社を勤務地とし、Ａ事務所に昭和 21

年８月１日から継続して勤務していたことが認められる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録において、申立人が申立期間当時勤務

していたとするＡ事務所は厚生年金保険の適用事業所であった記録は無く、勤

務地であるＢ社は、申立人が資格取得している昭和 23 年９月１日から厚生年

金保険の適用事業所となっており、いずれの事業所においても申立期間には厚

生年金保険の適用事業所としての記録は無い。 

また、申立人が記憶していたＡ事務所での同僚の２名について、そのうち１

名の同僚の供述から、申立人と同時期にＡ事務所に入社していることがうかが

えるものの、社会保険庁のオンライン記録によれば、当該同僚２名は申立期間

に、申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者にはなっていない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に



 

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4258                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は申立期間について厚生年金保険被保険者として、その主張する標準

報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 12月１日から 51 年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与の月額

に相当する標準報酬月額と相違していたことが判明したので、正しい記録に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、標準報酬月額については、実際の給与の月額に相当する報酬額と

すべきであると主張している 

しかし、申立人から提出のあったＡ社の給与明細書に記載された厚生年金保

険料控除額を基に算定した標準報酬月額は、社会保険事務所の申立人に係る標

準報酬月額の記録と一致している。このため、事業主は、申立期間の申立人の

給与において、社会保険事務所の記録どおりの標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を控除していたものと認められる。 

また、標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律に基づき、標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づ

き記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認め

られる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範

囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定する

こととなる。したがって、給与明細書の保険料控除額又は報酬額から、申立人

の標準報酬月額は、事業主が厚生年金保険被保険者から控除した厚生年金保険

料に見合う報酬額となる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立



 

期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4259                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 10月１日から３年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相

違していることが判明したので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成３年３月 31日より後の同年４月 22日付けで、申立人の標

準報酬月額は、元年 10 月及び同年 11 月の 47 万円が 15 万円に、同年 12 月か

ら３年２月までの53万円が15万円にそれぞれ遡及
そきゅう

して引き下げられているこ

とが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の代表取締役であったこ

とが確認でき、申立人は、社会保険料を滞納していたこと、及び社会保険事務

所から連絡があったことは記憶しており、当時、同社の経営環境が悪化し、そ

の対応に忙殺されていた時期であり、滞納保険料をどのように処理したかまで

は覚えていないものの、自ら代表者印を管理していたと供述しており、代表取

締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の訂

正処理がなされたことは考え難く、申立人は標準報酬月額の減額に関与してい

たものと考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの

標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと主張

することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準

報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4260                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年 11月１日から２年 10月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準報酬月額と相

違していることが判明したので、正しい標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成２年 10 月 31 日より後の同年 11 月６日付けで、元年 11

月の 44 万円が６万 8,000 円に、同年 12 月から２年３月までの 44 万円が８万

円に、２年４月から同年９月までの 20 万円が８万円にそれぞれ遡及
そきゅう

して引き

下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、上記遡及
そきゅう

訂正が行われた平成

２年 11月６日に同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、平成２年ごろからＡ社の経営環境が悪化し、従業員の給与

の未払いがあり、保険料の滞納があったものの、社会保険事務所への標準報酬

月額変更届及び算定基礎届は、申立人の前職であるＢ社の経理担当者が行った

と供述しているが、Ａ社の従業員は、申立人が経理を担当していたとしており、

代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月

額の訂正処理がなされたことは考え難く、申立人は標準報酬月額の減額に関与

していたものと考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの

標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものでないと主張

することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準

報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4261                       

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月 13日から６年 12月 12日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間に同社

に勤務したのは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立期間のうち、平成４年１月 13 日から５年７月 30

日までの期間については、申立人がＡ社で勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、

事業主は、当時の資料を保有していないことから、申立人の勤務の状況や厚生年金

保険料の控除等について確認することができないとしている。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、従業員に

照会したところ、事務を担当していた総務担当者は、厚生年金保険及び厚生年金基

金については、必ずセットで加入させていたこと、申立人が所持している嘱託雇用

契約書には社会保険の取扱いについて記載されていないことから、厚生年金保険に

加入していなかったのではないかと供述しており、また、申立人の厚生年金基金の

加入記録も無い。 

さらに、申立人は、申立期間を含む平成３年３月 21日から 20年４月２日まで国

民健康保険に継続して加入していることが確認できる。 

   このほか、申立てに係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び

周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4262                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 11月１日から８年３月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与の月額

に相当する標準報酬月額と相違していることが判明したので、正しい標準報

酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成８年６月１日より後の同年８月７日付けで、申立人の標準

報酬月額は、平成７年 11月から８年２月までの期間、36万円が９万 8,000円

に遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間当時、同社の代表取

締役であったことが確認でき、申立人は、同社の経営悪化による資金難のため、

厚生年金保険料を滞納し、社会保険事務所から滞納保険料を督促されたことを

認めており、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所において

標準報酬月額の訂正処理がなされたことは考え難く、申立人は標準報酬月額の

減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではない

と主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に

係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4264 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年３月 31日から同年６月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答

をもらった。申立期間当時は、確かに同社に勤務していたので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所のＡ社の厚生年金保険被保険者名簿によると、申立人の資格喪失

日は、当初、昭和 52年６月 26日と記録されていたところ、同年７月 14日付けで、

同年３月 31 日に訂正されていることが確認できる。そして、当該被保険者名簿か

ら、申立人と同様の訂正処理が行われている従業員が20人いることが確認できる。 

このことについて、Ａ社の複数の従業員は、「当時、同社の経営が厳しく、多く

の従業員について給与の未払いがあり、厚生年金保険料を給与から控除されていな

かった。」と供述しており、申立人も「申立期間は、会社から給与が支払われてい

なかったため、厚生年金保険料を給与から控除されていない。」と供述している。 

また、Ａ社は、既に解散しており、事業主の連絡先も不明のため、会社及び事業

主から申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除等について確認することが

できない。 

このほか、申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4265 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月１日から 39年１月５日まで              

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間について厚生年金保険の加入記録が無い旨の

回答をもらった。Ｂ社を退社し、その翌日である昭和 38 年９月１日からＡ

社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及びＡ社における同僚の供述から、申立人は、申立期間

はＡ社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、既に解散し、当時の事業主は死亡していることから、同社

及び事業主から申立人の申立期間に係る厚生年金保険の加入状況について確

認することはできない。 

また、申立人と同様にＢ社を退社しＡ社に入社したことが社会保険事務所の

同社の被保険者名簿から確認できる従業員２人について、Ｂ社における厚生年

金保険の被保険者資格喪失日とＡ社における被保険者資格取得日を確認した

ところ、申立人と同様にＢ社で被保険者資格を喪失してから約４か月後にＡ社

で資格を取得していることが確認できる。 

このことについて、申立期間当時のＡ社の実質的な経営者は、当時、社会保

険関係の事務を担当していた役員が辞任し、社会保険事務を処理する従業員が

不在であっため、社会保険の加入手続に混乱が生じていたことを認めており、

「社会保険料等を控除せずに給与を支給していた時期があった記憶がある。」

と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4266 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 11月１日から 51 年 12月 30日まで              

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ診療所に

勤務していた期間について厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答をもら

った。勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ診療所における事業主の妻及び同僚の供述、従業員から提出のあった写真

から判断すると、申立人は、申立期間当時、同診療所に勤務していたことは推

認できる。 

しかし、事業主の妻は、「Ａ診療所は、既に閉院しており、社会保険事務を

担当していた事業主も死亡している。当時の厚生年金保険の関係書類は夫が死

亡した際にすべて破棄したため、申立人の厚生年金保険の加入状況について確

認することができない。」と供述している。 

また、社会保険事務所のＡ診療所の厚生年金保険被保険者名簿から、複数の

従業員に照会したところ、一人の従業員は、「女性従業員の間で、社会保険に

入れてもらえず、国民健康保険に加入するようにと言われて不平不満を言って

いたのを聞いたことがある。」と供述している。 

さらに、Ａ診療所の従業員から提出のあった、昭和 51 年９月の小旅行の写

真には、申立人を含み７人の従業員が写っているが、当該被保険者名簿に氏名

が見当たらない者が５人いることから、同診療所では、従業員全員を厚生年金

保険に加入させていなかったことがうかがえる。 

加えて、当該被保険者名簿に健康保険番号の欠番が無いことから、申立人の

記録が欠落したとは考え難い。 



 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4270 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 10月 21日から 11 年３月２日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額

に相当する標準報酬月額と相違していることが判明した。給与からの厚生年

金保険料の控除事実を確認できる給与明細書等は無いが、当時の給与月額は

65 万円程度であったと記憶している。このため、申立期間の標準報酬月額

を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における標準報酬月額は、

平成９年 10月から 10年５月までの期間は 34万円、同年６月から 11年２月ま

での期間は 44万円と記録されている。 

一方、申立人は、申立内容を裏付ける給与明細書、給与所得の源泉徴収票等

を保管していない。 

また、申立期間当時、Ａ社から社会保険関係事務を委託されていた社会保険

労務士から提出のあった同社に係る厚生年金保険の「被保険者台帳」を見ると、

申立人に係る申立期間の標準報酬月額は、社会保険庁の申立人に係る標準報酬

月額の記録と一致している。 

さらに、公共職業安定所の失業給付記録によると、申立人がＡ社を離職した

日の直前６か月間の給与支給総額から算出された賃金日額の金額が「１万

5,803円」となっているところ、当該金額から１か月あたりの給与総額を算出

すると「47 万 4,090 円」となる。このことから、少なくとも申立人が同社を

離職した平成 11 年３月の前６か月間の１か月当たりの給与総額については、

申立人が主張する報酬月額（65 万円程度）であったことを確認することがで



 

きない。 

加えて、社会保険庁の記録では、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、また、当時の同社の事業主は、申立期間当時の賃金台帳等を保

存していないため、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与からの控除

等について確認することができないと回答している。 

その上、申立期間については、社会保険庁のオンライン記録では、被保険者

報酬月額変更届に基づく申立人に係る平成 10 年６月の標準報酬月額の随時改

定及び被保険者報酬月額算定基礎届に基づく申立人に係る同年 10 月の標準報

酬月額の定時決定が、それぞれ同年７月 23日及び同年８月 13日に処理されて

いることが確認でき、訂正等の記録も無く、不自然な点は見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の事業主

による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4271 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 12月１日から９年３月 31日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間

のうち、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の

月額に相当する標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申

立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成７年 12月から９年２月までの期間は 47万円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

同年３月 31 日以降の同年４月７日に、９万 8,000 円へとさかのぼって減額訂

正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、社会保険事務所に対する「質問応答書」において、厚生年

金保険の標準報酬月額を引き下げる記録の訂正が行われた平成７年 12 月１日

から９年３月 31日までの期間、Ａ社の事業主の立場にあった旨回答している。 

また、申立人は、法務局のＡ社に係る閉鎖登記簿謄本により、上記標準報酬

月額の減額処理が行われた当時、代表取締役であったことが確認できる。 

さらに、申立人は、上記標準報酬月額の減額処理が行われた当時、厚生年金

保険料を含む社会保険料を滞納しており、当該滞納保険料の支払いに苦慮して

いたこと及び社会保険事務所から呼出しを受け、滞納保険料の処理について同

事務所の担当職員の提案を受け入れたことを認めている。このことから、Ａ社

の代表取締役であった申立人は、自らの標準報酬月額を減額して、同社の滞納

保険料に充当する必要がある旨の説明を受け、これに伴い、同社の代表取締役

としての責任を取り、自らの標準報酬月額の減額に同意していたものと考える



 

のが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、代表取締役として自らの標

準報酬月額の減額に同意しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張

することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準

報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4273 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年４月から 35年４月まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務して

いたことは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ａ社は、社会保険事務所において、厚生年金保険の適用事業所とし

ての記録は無く、法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人は、Ａ社の所長、同社に勤務していた親会社の社員一人及び同

僚一人の氏名を記憶しているところ、申立期間に係る社会保険事務所の記録で

は、当該所長については、Ｂ社及びＣ社において、当該親会社の社員について

は、Ｂ社においてそれぞれ被保険者記録が確認できるが、申立人と当該同僚に

ついては、いずれの事業所においても被保険者記録を確認できない。 

加えて、申立期間当時、申立人が記憶している工場長が、Ｃ社に在職してい

たことが確認できたが、照会に対する返信が無く、申立人の勤務の状況や厚生

年金保険料の控除について確認することができない。 

なお、Ａ社と類似している名称のＤ社、Ｃ社Ｅ工場、Ｆ社及びＧ社について、

社会保険事務所の各社に係る厚生年金保険被保険者名簿を調査したものの、申

立人の氏名は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4274 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として､その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年 10月１日から 61 年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうちの申立期間の標準報酬月額が､実際の給与の総額に相当

する標準報酬月額と異なっていた。当時の給与明細書を提出するので､正し

い標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった昭和 60 年 10 月から同年 12 月までの分の給与明細

書によれば、申立期間に係る厚生年金保険料控除額と厚生年金基金掛金の合算

額を基に算定した厚生年金保険の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記

録上の標準報酬月額と一致していることが確認できる。 

一方、昭和 61 年１月から同年３月までの保険料控除を確認できる資料は無

いが、当該期間の標準報酬月額が記録上同額となっている 60年 10月から同年

12 月までの控除額よりも高い額となっていたことをうかがわせる関連資料や

周辺事情が無いことから、61 年１月から同年３月までの期間においても社会

保険庁のオンライン記録に基づく社会保険料額が控除されていたと推認され

る。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間について申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4275 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 44年 12月１日から 46 年９月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間に勤務したことを証明する事業主作成の証明書があるので、申立期間

も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 44 年 11月に結婚した後も、46年８月 31日までＡ社に勤務

していたと申し立てているところ、同社の当時の代表者が作成した在籍証明書

及び申立人の同僚の供述から、申立人が、申立期間において、同社に継続して

勤務していたことは認められる。 

しかし、Ａ社の元代表者は、「女性従業員の中には、結婚して夫の被扶養者

になるので社会保険から脱退したいと希望する人がいた。辞められては困るの

で、そのような希望があればそうしていた。」と供述している。 

また、従業員の一人は、「在職中に結婚し、そのまま仕事は続けたが、退職

前４か月間の厚生年金保険の加入記録が無い。当時の給与明細書を見ると、そ

の４か月間は、厚生年金保険料は控除されていない。」と供述している。 

さらに、公共職業安定所の記録では、申立人は、昭和 44 年 11月 30 日にＡ

社を離職しており、申立期間において、雇用保険の加入記録が無い。 

加えて、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金の記録では、申立人は、昭和

44年 12月１日に加入員資格を喪失しており、社会保険事務所の記録と一致し

ている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな



 

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案4293 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年４月１日から５年10月30日まで 

自分が代表取締役である事業所で、平成５年ごろ、経営が厳しくなり厚生

年金保険の保険料を滞納していた。その際、社会保険事務所から指導されて、

有無を言わせぬ一方的な処置で厚生年金保険から脱退、さらに自分の標準報

酬月額を遡及
そきゅう

訂正させられた。この処理に納得いかないので調査し、標準報

酬月額を元に戻してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の代表取締役として、同社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（平成５年10月30日）まで厚生年金保険の被保険者であったことが、

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録により認められる。 

また、社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が適用事業所でなくなった

日以降の平成５年11月２日付けで遡及
そきゅう

して３年４月から５年９月までの標準

報酬月額を36万円から８万円に減額されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、厚生年金保険料を滞納していた際に、社会保険事務所の

担当職員から申立人自身の標準報酬月額を遡及
そきゅう

して減額することにより、滞納

保険料を清算することができると説明を受けた後、申立人自身の標準報酬月額

の減額処理に係る届出書類に押印したと供述していることから、代表取締役と

して自らの標準報酬月額の減額処理に同意したものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間に係る標準報酬月額の減額処

理時に代表取締役であった申立人が、自らの標準報酬月額の減額処理に同意し

ながら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、

申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めるこ

とはできない。 



 

東京厚生年金 事案4294 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和25年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年４月から45年５月まで 

ねんきん特別便により、Ａ社での厚生年金保険の加入記録が無いことが分

かった。同社に、申立期間勤務していたことは確かであり、一緒に勤務して

いた兄には当該事業所の厚生年金保険加入記録があるので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時のＡ社の上司及び同僚の供述から判断すると、申立人は、勤務期間

は特定できないが、同社に勤務していたことは推認できる。 

しかしながら、Ａ社は人事記録等を保存していないことから、申立人の申立期間

に係る勤務の実態や厚生年金保険の加入状況について確認することができないと

回答している。 

また、申立期間当時のＡ社の上司は、「申立人はアルバイトとして雇用され、正

社員になる際に１か月ほど欠勤があったので正社員にはなっていなかったと思う。

アルバイトで勤務していた者は、社会保険にも加入していなかった。自分自身も入

社してから厚生年金保険に加入するまで９か月ほど空いている。」と供述している。 

さらに、申立人の申立期間に係る雇用保険の加入記録は確認できない上、社会保

険事務所のＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿の整理番号に欠番は無

く、社会保険事務所の事務処理に不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる

関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る保険料を事業主により給与から控

除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案4295 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和26年12月５日から31年５月31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ公庫Ｂ支

所に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同公庫に

勤務していたことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が保管していた退職手当支給通知書及びＣ機構から提出された経歴

書により、申立人は、申立期間にＡ公庫Ｂ支所で勤務していたことが確認でき

る。 

しかし、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ公庫Ｂ支所が厚生年金保険の

適用事業所となったのは、申立人が厚生年金保険被保険者資格を取得した昭和

31年６月１日であり、申立期間は適用事業所となっていない。 

また、Ａ公庫Ｂ支所に勤務していた複数の同僚は、申立期間当時、厚生年金

保険には加入していなかったと供述しており、その中の一人は自身も昭和25

年６月から勤務していたが、31年５月までは給与から厚生年金保険料が控除さ

れることは無かったと供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4299 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年２月 27 日から 59 年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ社には、申立

期間に勤務したことは確かなので、厚生年金保険の被保険者であったことを

認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社発行の在籍証明書から、申立人が申立期間において同社に勤務していた

ことは認められるが、同社保管資料に「57－２／26 付アルバイト扱」と記載

のあることから判断すると、申立人は、申立期間において雇用形態の変更があ

ったことが推認できる。  

また、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金被保険者名簿において、申立人

の厚生年金保険被保険者の資格取得日は、昭和 54年６月１日及び 59年４月１

日、資格喪失日が 57 年２月 27 日及び平成４年７月１日と記録されている上、

健康保険番号に欠番は無いことが確認できる。 

さらに、申立人が所持する年金手帳には、国民年金の被保険者資格取得日が

昭和 57 年２月 27 日、喪失日が 59 年４月１日と記載されており、社会保険事

務所の申立人に係る国民年金被保険者記録と一致し、当該期間の国民年金保険

料の納付記録が確認できる。 

加えて、申立期間に係る申立人のＡ社における雇用保険の加入記録は無く、

申立人の保険料控除についての記憶は曖昧
あいまい

であり、確認できる資料を保管して

いない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4300 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号    ：   

生 年 月 日  ： 昭和 11年生 

住        所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： 平成３年８月１日から４年１月 31日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、厚生年金保

険の適用事業所でなくなった後の平成４年２月 12 日に遡及
そきゅう

して引き下げ

て訂正していることが判明した。Ａ社で遡及
そきゅう

訂正手続には関与していない

ので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が代表取締役を務めていたＡ社は、社会保険庁のオンライン記録により、

平成４年１月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっているところ、同

年２月 12日付けで申立人の標準報酬月額の記録が、３年８月から同年 12月まで

の期間について 50 万円から８万円にさかのぼって減額処理されていることが確

認できる。 

一方、Ａ社の代表取締役であった申立人が「申立期間当時、会社の経営は破綻

していた。」と供述していることから、厚生年金保険料の滞納があったことが推

認できる。 

また、申立人は、「総務の全般の権限を委任していた担当者が、社会保険事務

所の職員と相談して標準報酬月額を減額処理することによって滞納保険料額を

清算したのだろう。」と供述している。このことから、当該遡及
そきゅう

手続は会社の業

務としてなされた行為であることから、申立人は代表取締役として当該行為に責

任を負うべきであり、訂正処理に関与していないとは認め難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は代表取締役として自らの標準報

酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なものではないと主張するこ

とは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額

に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4301 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 59年４月 29日から同年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には、昭和 59年４月 30日まで勤務したので、申立期間も厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人に係る雇用保険の離職日は昭和 59年４月 28日であり、健康保険の資

格喪失日は同年４月 29 日となっており、いずれも社会保険事務所の厚生年金

保険の記録と一致している。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿により、申立

期間を含む昭和 50 年から 59 年の 10 年間に被保険者資格を喪失している従業

員の資格喪失日を確認したところ、月末日もしくは月内最終営業日の翌日が被

保険者資格喪失日である従業員が 10 名、１日が資格喪失日の従業員が１名で

あったことから、当時同社では月末退職者の取扱いについて当月内に資格喪失

させることが一般的であったことが考えられる。 

さらに、事業主は申立人に係る人事、給与等の資料を保管していないことか

ら、申立期間当時の勤務実態及び保険料控除について確認できない。 

このほか、申立人の申立人期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除についてこれを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4302 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月１日から 48 年６月 15 日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間の大部分の期間はＡ病院で厚生年金保険の被保険者とされており、一部

期間については厚生年金保険の被保険者になっていない。しかし、申立期間

は、Ｂ行に継続勤務し、給与も継続して同行から受けていたので、同行の被

保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ行の在籍証明書から、申立人は申立期間において同行に在籍していたこと

が認められる。  

しかしながら、Ｂ行が保管する厚生年金保険被保険者資格取得及び喪失届に

よれば、申立人の資格取得日が昭和 46年７月１日、資格喪失日が 47年１月１

日となっており、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿の申立人の記録

と一致していることが確認できる。 

また、申立人がＢ行における厚生年金保険の資格を喪失した昭和 47 年 1 月

１日以後は、Ａ病院で２回、資格の得喪が行われていることが社会保険事務所

の厚生年金保険被保険者名簿から確認でき、この記録はＡ病院の辞令書及び出

勤簿の記録とも一致している。 

さらに、申立人の厚生年金保険被保険者記録は、申立期間のうち、Ａ病院が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった昭和47年３月31日から再び適用事業

所になった同年６月１日までの３か月間及び申立人が同病院を退職した 48 年

３月 30 日から再び採用された同年７月１日までの４か月間については、記録

は無く、また、同病院の辞令書及び出勤簿の記録との矛盾は確認できない。 

一方、申立人は、「Ａ病院での勤務実態はなかった」と申し立てているが、



 

当該申立てを確認できる資料が無く、また、同病院での勤務はなかったことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間の厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4310           

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年１月ごろから 46年１月ごろまで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を確認したところ、Ａ社で潜函

夫として勤務した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。昭和 30 年当

初は日雇であったが、37 年ごろのＢ架橋工事の時から正社員に採用され勤

務したのは間違いないので、申立期間において厚生年金保険の被保険者期間

であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社で従事した工事の場所及び元上司の名前を記憶しており、ま

た同社の回答及び元上司４人の回答から、申立人が同社の各工事現場で勤務し

ていたことが確認できる。 

しかし、Ａ社は、当時の常勤社員には、ⅰ）本社採用の正社員、ⅱ）中途採

用の準社員及びⅲ）現場工事事務所で日雇から所長が採用した特技職員の３種

類があり、ⅰ）及びⅱ）は全員厚生年金保険に加入していたが、ⅲ）について

は勤務時間や勤務規定はⅰ）と同一だが給与は日給月給制で厚生年金保険の加

入は任意であったとしており、申立人のように工事現場で直接、臨時雇用した

者はⅲ）に該当するとしている。また、申立人の記憶している元上司４人のう

ち３人は、申立人の厚生年金保険加入については不明としているが、昭和 43

年10月から44年４月までＣ工事現場にいた申立人の上司は、「申立人は当時、

厚生年金保険に加入していなかった。」と供述している。 

さらに、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について、申立

人には具体的な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4311 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年２月１日から同年４月７日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無いと

の回答をもらった。  

同社を創設した昭和 48年１月 30日時点では、厚生年金保険の適用事業所

の要件を満たす社員数がいなかったため、創設に先だって任意包括適用事業

所の認可申請を出して会社創設日に間に合うように手続を行ったはずであ

るので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の保管している厚生年金保険適用事業所名簿により、Ａ社が

任意包括適用事業所となったのは昭和 48 年４月７日であることが確認できる

とともに、同社に係る事業所別被保険者名簿により申立人が同社で一緒に勤務

したとする３人の厚生年金保険加入日も同年４月７日であることが確認でき

る。 

また、申立人は、申立期間当時、厚生年金保険の適用要件を満たす社員数が

いなかったため、Ａ社を創設した昭和 48年１月 30日に間に合うよう厚生年金

保険の任意包括適用事業所の申請を行ったとしているが、同社が 48 年４月７

日以前に厚生年金保険の適用事業所となったことを確認できる関連資料及び

周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4312   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年１月 22日から 48 年２月 18日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務してい

たことは確かなので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間当時勤務していたとするＡ社は、社会保険事務所において、

厚生年金保険の適用事業所としての記録が無いため、同社で厚生年金保険に加

入することはできない。 

また、申立人は、Ａ社の代表者、上司及び同僚の氏名を記憶していたが、い

ずれの者も連絡先が不明なため、これらの者から、同社における申立人の勤務

実態や厚生年金保険料の控除について確認することができない。 

さらに、申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除について、申立

人は、給与明細書等、保険料控除を確認できる資料を持っておらず、これを確

認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4313                     

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 平成５年６月から６年３月まで 

             ② 平成６年９月から７年３月まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②について、加入記録が無いとの

回答をもらった。申立期間①及び②にそれぞれの会社に勤務していたので、

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について 

Ａ社の回答により、申立人が申立期間①当時、同社に勤務していたこと

は推認できる。 

しかし、Ａ社は、厚生年金保険の資格取得・喪失等の関連資料を精査し

たが申立人の記録は無く、申立人はアルバイトであるため厚生年金保険に

加入していなかったことは間違いないと回答している上、同社から提出さ

れた申立人の源泉徴収票控えにより、社会保険料が控除されていないこと

が確認できる。 

また、申立人は、当該期間を含む平成４年４月から７年２月まで国民年金

に加入し、保険料を納付している。 

２ 申立期間②について 

Ｂ社は、保存期間経過のため申立期間②当時の勤務実態を確認できる資

料を確認できないと回答している上、申立人が記憶している上司に申立人

の勤務実態等について照会したところ、「申立人が申立期間当時勤務してい

たかどうか記憶が無い。」と回答しており、申立人の勤務実態について確認

できない。 



 

また、Ｂ社は、短期間の勤務者については社会保険の加入手続を行って

いない可能性が大きく、Ｂ健康保険組合のデータにも申立人の記録は無い

と回答している。 

さらに、申立人の当該期間に係る雇用保険の加入記録は無く、また、申立

人は当該期間を含む平成４年４月から７年２月まで国民年金保険料を納付

している。 

加えて、当該期間に係る事業主による厚生年金保険料の控除について、

申立人には明確な記憶は無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も

無い。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申 

立人が申立期間①及び②について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4314 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年６月 16日から同年８月 24日まで  

社会保険事務所に船員保険の加入状況を照会したところ、申立期間の加入

記録が無いとの回答をもらった。申立期間にＡ社が所有する船舶に乗船して

いたので、船員保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ省Ｃ局の乗船履歴証明書によると、申立人の雇入は昭和 26 年６月 16 日、

雇止は同年８月 24 日と記載されており、申立人が申立期間当時、Ａ社所有の

Ｄ丸に乗船していたことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所の保管している記録により、Ａ社は申立期間より前

の昭和 25 年６月１日に船員保険の適用事業所に該当しなくなっていることが

確認でき、Ｄ丸に一緒に乗船していたとする同僚４人も、被保険者年金記録照

会回答票（基本記録）により同社が船員保険の適用事業所に該当しなくなった

同年６月１日に船員保険被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

また、申立人が一緒に乗船していたとする同僚４人のうち、１人は死亡、３

人は連絡先が不明なため、同僚から事業主による保険料控除について確認でき

ない。 

さらに、申立期間に係る船員保険料の事業主による控除について、申立人に

は明確な記憶が無く、これを確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4319 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 10月１日から８年１月 31日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の

標準報酬月額が、実際の給与の総額に相当する標準報酬月額と相違している。

申立期間の標準報酬月額を、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人が代表取締役を務めていたＡ

社は、平成８年１月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていると

ころ、申立人の標準報酬月額は、同年２月 16 日を処理日として、５年 10月か

ら６年 10 月までは 53 万円が８万円に、同年 11 月から７年 12 月までは 59 万

円が９万 2,000円に遡及
そきゅう

により減額訂正される処理が行われている。 

一方、Ａ社の役員及び複数の従業員は、申立期間当時には同社の経営状況が

悪化し、給与の遅配、分割支給、未払などがあり、厚生年金保険料の滞納もあ

った、全喪時以降の手続等は申立人が行っていたと供述しており、また、申立

人も滞納分の保険料の支払について、全喪日前後に社会保険事務所へ相談に行

き、手形を差し出したが引き落とされず、不渡りとなったことを供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は自身の標準報酬月額の減額処理の届

出について、申立人が行ったものと考えるのが自然であり、申立人はＡ社の代

表取締役として、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許

されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の

訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4320 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 14年 11月１日から 15 年 10月 31日まで 

Ａ社で代表取締役を務めた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報

酬月額が９万 8,000 円となっている。申立期間当時の給与額は 40 万円くら

いであったので、標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人が代表取締役を務めていたＡ

社は、平成 15 年 10月 31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている

ところ、申立人の標準報酬月額は、同年 11月 13 日を処理日として、14 年 11

月から 15年９月までの期間について、41万円から９万 8,000円に遡及
そきゅう

により

減額訂正される処理が行われている。 

一方、申立人は、Ａ社では、申立期間当時、厚生年金保険料の滞納があった

ことから、厚生年金保険の適用をやめることとし、その際、取締役である妻の

標準報酬月額を、滞納分を清算するために、減額訂正することとしたものの、

申立人自身の標準報酬月額は減額しなかったとしている。 

しかしながら、事業所が保管する被保険者標準報酬改定通知書及び決定通知

書から、申立人の妻に係る上記の減額訂正の届出と同日に、申立人自身の標準

報酬月額の減額訂正の届出を行っていることが確認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人が、

当該標準報酬月額の減額処理が有効なものではないと主張することは信義則

上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記

録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4321 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から 10年５月 28日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、

当時の給与の支払額に対する標準報酬月額と相違している。申立期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人が代表取締役を務めていたＡ

社は、平成 10年５月 28日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっていると

ころ、申立人の標準報酬月額は、同年８月７日を処理日として、８年４月から

10 年４月までの期間について、59 万円から９万 2,000 円に遡及
そきゅう

により減額訂

正される処理が行われている。 

一方、申立人は、Ａ社において滞納保険料があったため、社会保険事務所か

ら会社の実印を持参するようにとの連絡を受け、申立人自身が出向いたところ、

未納分は代表者の年金分より差し引くとの相談があり、押印したと回答してい

ることから、申立人は、自身の標準報酬月額の減額処理に同意していたものと

考えることが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人が、

当該標準報酬月額の減額訂正処理が有効なものではないと主張することは信

義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係

る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4322 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 22年 12月から 25 年 10月１日 

             ② 昭和 30年 11月１日から 35 年 11月１日 

      ③ 昭和 38年 10月１日から 39年２月１日 

Ａ社、Ｂ社及びＣ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険

の加入記録が無い。同期間を厚生年金保険の被保険者期間と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社の同僚等の供述により、申立人が同社に在籍して

いたことはうかがえる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社が厚生年金保険

の適用事業所となったのは昭和 32年 11月１日であり、同社は、申立人の申立

期間は厚生年金保険の適用事業所ではない。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、当時の事

業主は死亡していることから、申立人の申立期間当時の厚生年金保険の保険料

控除等について確認することができない。 

さらに、Ａ社を継承していた事業主は、申立人の申立期間に係る当時の厚生

年金保険の関連資料は保存されていないとしており、厚生年金保険の保険料控

除については、「自身の入社前ではあるが、同社が厚生年金保険の適用事業所

となったのは昭和 32年 11月１日であることから、適用事業所となる前に控除

はしていないと考えられる。」と供述している。 

申立期間②について、Ｂ社の従業員の供述により、申立人が同社に在籍して

いたことはうかがえる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、Ｂ社が厚生年金保険

の適用事業所となったのは昭和 35年 11月１日であり、同社は、申立人の申立



 

期間は厚生年金保険の適用事業所ではない。 

また、Ｂ社の当時の事業主は死亡しており、申立人が記憶する同僚４名は死

亡又は連絡先が把握できないことから、申立人の申立期間当時の厚生年金保険

の保険料控除等について確認することができない。 

さらに、Ｂ社の現在の事業主は、申立人の申立期間当時の資料については、

平成４年９月にすべて処分しており、申立人の申立期間に係る当時の厚生年金

保険の関連資料は保存されていないと供述している。なお、同社の申立人に係

る被保険者資格取得届の日付は昭和 35年 11 月１日であり、社会保険庁のオン

ライン記録と一致している。 

申立期間③について、申立人が提出しているＣ社の勤続表彰状及び社員等の

供述により、申立人が同社に勤務していたことは認められる。  

しかしながら、Ｃ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

当時の代表社員２名は死亡していることから、申立人の申立期間当時の厚生年

金保険の保険料控除等について確認することができない。 

また、社会保険事務所が保管するＣ社の厚生年金被保険者名簿から、申立人

の申立期間に勤務したことが確認できる社員等９名に照会文書を送付し、回答

のあった５名のうち、入社日が確認できた２名について、それぞれの入社日と

厚生年金保険の被保険者資格取得日を照らし合わせたところ、このうち１名は

38年４月に入社し、同年９月に被保険者資格を取得しており、１名は 29年４

月に入社後、２年 11 か月後に被保険者資格を取得していることから、同社で

は従業員の入社後、相当期間経過後に厚生年金保険の被保険者資格を取得させ

ていたことがうかがえる。なお、他の３名は入社日を記憶していない。 

これらの事実、これまで収集した関連資料及び周辺事情を総合的に判断する

と、申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①、②及び③に係る厚生年

金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 4324 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年 10月 19日から 34 年３月１日まで 

ねんきん特別便を見て、申立期間について脱退手当金の支給記録があるこ

とを初めて知った。 

しかし、申立期間の事業所は、昭和 34 年１月から体調を崩して出勤でき

なくなり、同年３月に夫を通して会社に申し出て退職したが、その際に書類

は一切提出していないし、同年１月分以降の給与も退職金ももらっていない

ので、脱退手当金をもらっていないことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間について脱退手当金を受給していないと申し立てている

ところ、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されたこ

とを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は、

支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失

日から約３か月半後の昭和 34年６月 18日に支給決定されているなど、脱退手

当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制度創設前であ

り、申立期間の事業所を退職後、厚生年金保険への加入歴が無い申立人が脱退

手当金を受給することに不自然さはうかがえない上、申立人から聴取しても受

給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4329 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、船員保険被保険者として船員保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年 10月１日から 31 年９月 30日まで 

    社会保険事務所に船員保険の加入期間を照会したところ、申立期間につい

て、船員保険に加入していた事実が無い旨の回答をもらった。申立期間に

ついては、Ａ社が所有する船舶Ｂに実習生として乗船していたので、当該

期間について被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時、申立人が乗船していたとする船舶Ｂに乗船していた船員の供

述から、申立人が申立期間において社船実習で同船に乗船していたことが推認

できる。 

しかし、Ａ社の業務を引き継いだＣ社では、「Ａ社から、雇用契約書、賃金

台帳等を引き継いでいないため、申立人を含めた実習生の船員保険の適用状況

については分からない。」と供述しており、上述の船員からも、申立人の申立

期間に係る船員保険料の事業主による給与からの控除に関する供述を得るこ

とはできなかった。 

また、当時の状況を知るＤ組合では、「実習生についても船員保険は、原則、

強制加入であったが、特定の企業が加盟する業界団体に属さない企業では、実

習生の船員保険の加入手続がおろそかにされていた。」と供述している。この

ことは、当該団体に加盟していないＡ社所有の船舶に乗船していた申立人が、

船員保険の被保険者となっていないのに対し、申立人と同時期に、同じ実習生

として当該団体に属する企業所有の船舶に乗船していた同級生が被保険者と

なっていることからもうかがうことができる。 

さらに、申立人の社会保険事務局のＡ社に係る船員保険被保険者名簿と船員

保険被保険者台帳の記録は一致しているほか、船員保険被保険者名簿の整理番



 

号等に欠番は見られず、社会保険事務局の事務処理に不自然さは見当たらない。 

このほか、申立期間当時、実習生として船舶Ｂに乗船していた同僚は見当た

らないほか、申立人について申立期間に係る船員保険料の事業主による給与か

らの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が船員保険の被保険者として、申立期間に係る船員保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4330 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月 29日から同年５月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には

月末まで勤務していたので、申立期間について厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録により、申立人は、Ａ社に平成６年４月 30 日まで勤務

していたことは認められるものの、申立人及び同社から提出された預金通帳の

明細の写しからは、申立人の同年４月に係る厚生年金保険料が控除されていた

事実は確認できなかった。 

また、Ａ社の事業主は、従業員からの申出がない限り、退職月に係る厚生年

金保険料は控除しない取扱いとしていたので、申立人についても退職月に係る

保険料は控除しなかったと供述している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録から、Ａ社において平成３年から 20

年までに退職した従業員 48名のうち、月の途中で資格を喪失している者が 41

名いることが確認できたほか、当該資格を喪失している従業員のうち、連絡が

取れた複数の従業員は、月末まで勤務したものの、退職月に係る保険料の控除

は無かった旨の供述をしている。 

このほか、申立人について申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4331 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年 12月１日から 35 年 12月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ社には、昭和 29 年 12

月から 35 年 11 月まで継続して勤務していたので、申立期間について厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてＡ社に勤務していたと申し立てているところ、

同社は、既に廃業しており、事業主とは連絡を取ることができず、申立期間当

時の勤務状況や申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控

除について確認することができない。 

そこで、社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿の記録から、Ａ社にお

いて申立期間当時に厚生年金保険被保険者資格を取得していることが確認で

きた 26 名の従業員に対し確認したところ、連絡が取れた５名全員が、申立人

のことは覚えていないと供述している。 

また、社会保険事務所の記録によると、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所と

なったのは、昭和 33 年１月６日から 34 年４月 27 日までの期間であり、申立

期間の大部分の期間については、適用事業所であった事実は確認できない。 

さらに、調査の途上で、申立人は、事業主及び自身を含む幹部社員について

は、厚生年金保険には加入していなかったかもしれないと供述しており、社会

保険庁のオンライン記録から、少なくとも事業主については、申立期間におい

て厚生年金保険の被保険者であった事実は確認できない。 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿の整理番号

に欠番等は見られず、社会保険事務所の事務処理に不自然さは見当たらない。 



 

このほか、申立人は、同僚等の氏名を記憶していないため、申立期間当時の

勤務状況等について確認することができないほか、申立期間に係る厚生年金保

険料の事業主による給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事

情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4334 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年 10月 27日から５年４月 26 日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた平成４年 10 月 27 日から５年４月 26 日までの申立期間の記

録が無いとの回答をもらった。同社には間違いなく勤務していたので、厚生

年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された入社年月日及び退社年月日等が記載されているシステ

ム人事情報及び雇用保険の記録から、申立人が申立期間に同社に勤務していた

ことが確認できる。 

しかし、Ａ社の回答では、「保管する厚生年金保険被保険者資格取得届の控

えから、申立人の氏名は確認できないことから、申立人については厚生年金保

険の加入手続は行っていない。また、申立期間当時、厚生年金保険の加入につ

いては、従業員の希望に任せていたことから全員は加入させていなかった。」

とし、同社の社会保険関係担当者は、「厚生年金保険の取得手続をしていない

ので、厚生年金保険料は控除していなかったと思う。」と供述している。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚４名の

うち、１名は死亡しており、３名は連絡先が不明であること等から供述が得ら

れず、申立人の勤務実態や厚生年金保険の加入状況等について確認することが

できない。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により、申

立期間当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員のう

ち、連絡の取れた２名はいずれも「申立人が勤務していたことは記憶にあるも

のの、申立人の勤務期間や厚生年金保険の加入状況等については記憶に無い。」



 

と供述している。このうち１名は、「会社から社会保険について説明があり、

希望を一人一人聞いて手続をしていた。また、手取りが少なくなることや短い

期間で健康保険の切替えが面倒であるため加入しない者もいた。」と供述して

いる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金  事案 4335 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月  日 ： 昭和 10年生 

住        所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年８月ごろから 30年ごろまで 

② 昭和 31年１月ごろから同年 12月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②の記録が無

いとの回答をもらった。申立期間①及び②も両社には間違いなく勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

１ 申立期間①について、申立人は、当該期間にＡ社に勤務していたと申し立

てているが、社会保険事務所の記録では、同社は申立期間①の始期以後であ

る昭和26年12月１日に厚生年金保険の適用事業所となっていることが確認

できる。また、同社は「申立期間当時の従業員に関する資料等を保管してい

ないこと等から、申立人の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について

は分からない。申立期間当時、同社では厚生年金保険の加入については、従

業員の意思に任せており、厚生年金保険に社員全員は加入させていなかっ

た。」と回答している。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚２名

のうち連絡の取れた１名は、「申立人が同社に在籍していたことは記憶して

いるものの、申立人の勤務期間は分からない。申立期間当時、同社では、厚

生年金保険への加入は本人の意思に任されていたため、厚生年金保険に加入

しない従業員がいたと思う。」としている。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により、

申立期間①当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業

員に照会したところ、連絡の取れた３名のうち１名は、申立人のことは記憶



 

に無く、ほかの２名は、「申立人のことは記憶にあるものの、勤務期間につ

いては分からない。申立期間当時、厚生年金保険に未加入の従業員がいたと

思う。」と供述している。このうち、１名は、「申立期間当時の社員は 20 名

くらいであったと思う。社員の出入りは激しかったが、きちんとしていた会

社であった。」と供述している。また、申立人も申立期間当時の同社の従業

員は、20 名程度であったとしているところ、社会保険事務所の同社に係る

厚生年金保険被保険者名簿で確認できる被保険者数は、８名から 13 名であ

ることが確認できることから、当時同社においては、従業員全員を厚生年金

保険に加入させていたわけではないことが確認できる。 

２ 申立期間②について、申立人は、当該期間にＢ社に勤務していたと申し立

てているが、同社は昭和 31 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所でなく

なっていること、及び同社の承継会社の回答では、「申立期間当時の従業員

に関する資料等を保管していないこと等から、申立人の申立期間②当時の勤

務の実態や厚生年金保険の加入状況等について確認することができない。」

としていること等から、申立人の申立期間②当時の勤務の実態や厚生年金保

険の加入状況等について確認することができない。 

また、申立人はＢ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚２名

は、いずれも連絡先が不明であること等から供述が得られず、申立人の申立

期間②当時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について確認するこ

とができない。 

さらに、Ｂ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により申

立期間②当時厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員

に照会したところ、連絡の取れた２名はいずれも申立人のことは記憶に無い

と供述している。 

３ このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4336 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年８月１日から 10年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。申立期間当時は同社の代

表取締役であったが、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在籍し、厚生年金保険の

被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本

により確認できる。 

また、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成８

年８月から同年 10月までの期間については 41万円、同年 11月から 10年２月

までの期間については９万 8,000円と記録されていたところ、同社が厚生年金

保険の適用事業所でなくなった（同年３月１日）後の同年３月９日に、申立人

を含む２名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人

の場合、申立期間のうち、８年８月から同年 10 月までの期間については９万

8,000円へと減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、当時、滞納保険料について社会保険事務所の担当者に数回

相談をしており、給与額を下げることにして滞納保険料と相殺する方法を提案

され、関係書類に押印したことを供述している。これらのことから、申立人は、

自らの標準報酬月額の減額処理に同意したものと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負ってい

る代表取締役は、会社の業務としてなされた行為について責任を負うべきであ



 

り、自らの標準報酬月額の記録訂正処理に同意しながら、当該減額処理が有効

なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生

年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4337 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏        名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月  日 ： 昭和９年生 

住        所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年３月 21日から 31 年５月 10日まで                 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和 25年 12月１日から 31 年５月 10日まで期間のうち、申

立期間の記録が無いとの回答をもらった。同社には間違いなく勤務していた

ので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人は、申立期間についてＡ社に勤務していたと申し立てているが、同社

は、社会保険事務所の記録から、平成６年９月 27 日に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっていること、及び当時の事業主の回答では、「申立人が同社に

勤務していたことは記憶があるものの、申立人の退職理由や退職時期を記憶し

ておらず、当時の従業員に関する資料を保管していないことから、申立人が申

立期間も同社に勤務したことを確認できない。また、申立期間の厚生年金保険

の加入状況等も確認できない。」としていること等から、申立人の申立期間当

時の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等について確認するとができない。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚２名は、

連絡先が不明であること等から、これらの者から申立人の申立期間当時の勤務

の実態や厚生年金保険の適用状況等について確認することができない。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿により、申

立期間当時、厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照

会したところ、連絡の取れた５名のうち１名は、「申立人のことは記憶してい

るものの、自分が昭和 31 年４月に退職した時には、申立人は退職して半年か

ら１年くらい経過していたと思う。」とし、他の２名は、「申立人が勤務してい

た記憶はあるものの、申立人の勤務期間については分からない。」とし、申立



 

期間当時の昭和30年９月及び31年４月に入社した残る２名は申立人のことは

記憶に無いと供述している。 

加えて、申立人は、「国政選挙があった時期に、次の勤務先のＢは寒いとい

うことを話した記憶がある。」と供述しているところ、当該国政選挙は、昭和

30 年２月に行われた選挙であることが確認できることから、申立人はこの時

期にＡ社を退職した可能性があると考えられる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4338 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年４月１日から 13年１月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。申立期間当時は同社の代

表取締役であったが、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在籍し、厚生年金保険の

被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本

により確認できる。 

また、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成

12 年４月から同年 12 月までの期間については 59 万円と記録されていたとこ

ろ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（13年１月 31日）

以降の同年２月２日付けで、申立人の標準報酬月額の記録がさかのぼって訂正

されており、12年４月から同年 12月までの期間については 59万円から 16万

円へと減額訂正されていることが確認できる。 

一方、社会保険事務所が保管していたＡ社に係る滞納処分票の記録から、同

社は、平成 12 年７月には厚生年金保険料を含む社会保険料の支払に苦慮し、

その支払について、同社の社会保険関係の事務担当者と当該社会保険事務所が

交渉を行っていたことが確認できる。 

また、Ａ社で社会保険関係の事務を担当していた従業員は、「同社が平成 13

年１月 31 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなる以前から、厚生年金保険

料の滞納が続いたことから、社会保険事務所と複数回にわたり電話で交渉を行



 

った。」とし、同社の取締役は、「申立期間当時、申立人は代表取締役で勤務し、

社会保険関係の事務は従業員が行っていたが、当該業務の事務執行の指示につ

いては代表取締役である申立人が実施していた。」と供述している。 

さらに、申立期間当時に、Ａ社においては、上記従業員以外に事業所関係者

はおらず、代表取締役であった申立人が関与せずに、社会保険事務所において

標準報酬月額の改訂処理が行われたことは考え難く、申立人は、自身の標準報

酬月額の減額処理に関与していたものと考えることが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間当時、Ａ社の代表取締役であ

った申立人が、自らの記録訂正処理に関与しながら、当該減額処理が有効なも

のではないと主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4339 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 40年３月１日から 43年３月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和 40年３月１日から 43年４月１日までの期間のうち、申

立期間の記録が無いとの回答をもらった。同社には間違いなく勤務していた

ので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てているが、同社の回答

では、「保管していた健康保険厚生年金保険被保険者資格取得確認通知書及び

健康保険厚生年金保険被保険者資格喪失確認通知書により、申立人は昭和 43

年３月１日に厚生年金保険被保険者資格を取得し、同年３月 31 日に喪失して

おり、申立人は同年３月１日から同年３月 31 日までの期間を除き、申立期間

には在籍していない。また、厚生年金保険料の控除は 43年３月分のみであり、

雇用保険の加入手続も行っていない。」としている。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している同僚３名は、

いずれも申立人のことは記憶に無いと供述している。 

さらに、Ａ社に係る社会保険事務所の厚生年金保険被保険者名簿から申立期

間当時厚生年金保険に加入している複数の従業員へ照会したところ、連絡の取

れた４名はいずれも申立人のことは記憶に無いと供述している。このうち１名

は、「３年も勤務していれば覚えているはずだが、申立人のことは記憶に無い。」

と供述している。 

加えて、申立人の申立期間における雇用保険の加入記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4340 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年９月 21日から 40年２月 21日まで 

② 昭和 50年４月 21日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた昭和 39 年９月 21日から 50年４月 21 日までの期間のうち、

申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②の加入記録が無いとの回答

をもらった。申立期間①及び②も両社には勤務していたので、厚生年金保険

の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社の役員が作成した在職証明書により、

同社で勤務していたと供述している。 

しかし、当該在職証明書を作成した同役員は、「申立人からの作成依頼を

受けて、同社の人事記録等在籍期間を確認できる資料等を探したが、保存し

ていなかったので、申立人の説明に基づき根拠資料等は無いまま作成したも

のである。」と供述している。 

また、当該在職証明書で証明している期間については、雇用保険の記録か

ら、申立人が少なくとも昭和 50 年４月からグループ会社であるＢ社に雇用

されていたことが確認できるほか、同年４月 21 日には、申立人はＡ社にお

ける厚生年金保険の被保険者資格を喪失していることから、当該在職証明書

の記載内容に誤りが認められ、当該在職証明書で証明しているすべての期間

について、申立人のＡ社の在籍を確認することは困難である。 

一方、申立人のＡ社における勤務状況については、雇用保険の加入記録か

ら、申立期間①の期間のうち、昭和 40年１月５日から同年２月 21日までの

期間について、Ａ社に勤務していたことが確認できる。しかし、申立人の在



 

職証明書を作成したＡ社の役員は、申立期間当時の従業員に関する資料等を

保有していないことから、申立人の申立期間①における勤務の実態や同社に

おける厚生年金保険の加入状況は分からないと供述している。 

また、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している１名の同

僚は、「申立人が勤務していたことは記憶にあるものの、申立人の勤務期間

や厚生年金保険の加入状況等については分からない。」と供述している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間①当時に

厚生年金保険に加入していることが確認できる複数の従業員に照会したと

ころ、連絡の取れた２名のうち１名は、「申立人の勤務期間については明確

な記憶は無いものの、自分が入社した昭和 39 年８月には在籍していた記憶

はある。当時、申立人は学生であったと思うのでアルバイトか手伝いであっ

たと記憶している。また、同社では申立期間①当時アルバイト等は、厚生年

金保険に加入していなかった。」とし、ほかの１名は、「申立人の在籍期間に

ついては明確ではないものの、在籍していた記憶はある。また、自分が昭和

40 年３月ごろに自動車免許を取得するまで、申立人は、先輩から仕事の指

導を受けていた記憶があるので、40 年３月ごろまで見習いかアルバイトで

あったと思う。」と供述している。 

加えて、申立人から提出された金融機関預金通帳の明細コピーからは、申

立人に係るＡ社からの給与の支給や厚生年金保険料の控除等について確認

することができない。 

２ 申立期間②については、雇用保険の加入記録から、申立人は当該期間にＢ

社に勤務していたことが確認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ｂ社は昭和 50 年７月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっているものの、52年１月 21日に厚生年金保

険の適用事業所でなくなっていること、及び事業主等から回答が無いこと等

から供述が得られず、申立人の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等につ

いては確認することができない。 

また、社会保険事務所のＢ社に係る被保険者名簿から同社が厚生年金保険

の適用事業所となった当時に厚生年金保険に加入していることが確認でき

る４名の従業員のうち、３名が死亡しており、１名は連絡先が不明であるこ

と等から、申立人の勤務の実態や厚生年金保険の加入状況等については確認

することができない。 

さらに、社会保険事務所の記録からＢ社が厚生年金保険の適用事業所とな

った日（昭和 50 年７月１日）と同日に同社において厚生年金保険被保険者

資格を取得している５名のうち、申立人を含む４名がＡ社から転籍し、４名

全員が同年４月 21 日に同社に係る厚生年金保険被保険者資格を喪失してい

ることが確認できる。  

加えて、申立人から提出された金融機関預金通帳の明細コピーからは、申



 

立人に係るＢ社からの給与の支給や厚生年金保険料の控除等について確認

することができない。 

３ これらのほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主

による給与からの控除については確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4341 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年８月ごろから 34年３月ごろまで                        

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の記録が無いとの回答をもらった。同社には間違い

なく勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についてＡ社に勤務していたと申し立てているが、社会

保険事務所の記録では、同社は、申立期間において厚生年金保険の適用事業所

としての記録が無い。 

また、Ａ社の当時の事業主は死亡しており、現在の事業主の回答では、「自

分は申立期間当時中学生であったが申立人が勤務していたことは記憶にある

ものの、申立人の勤務期間については分からない。厚生年金保険の加入状況等

に関する資料等も保管していないことから、申立人の厚生年金保険の加入状況

についても分からない。」としている。 

さらに、申立人はＡ社において一緒に勤務していた同僚を記憶していないこ

と等から供述が得られず、申立人の勤務状況や厚生年金保険の加入状況等につ

いて確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4349 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として､その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 49年 10月１日から 50年７月１日まで 

             ② 昭和 51年８月１日から 52年８月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、海外で勤務していた期間のうち申立期間①及び

申立期間②の標準報酬月額が、実際に支給されていた報酬に比べて低くなっ

ていることが分かった。当時の給与明細書を保有しているので、正しい標準

報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②について、申立人から提出された給与明細票から、申立人

が申立期間当時の標準報酬月額の最高等級に該当する報酬を受け取っていた

ことが確認できる。 

また、申立期間①及び申立期間②のうちの昭和 51年８月１日から 52年２月

末日までの期間については、給与明細票から及び申立人に係る出帰国記録から、

申立人は、Ａ社の海外法人であるＢ社に勤務していることが確認できる。 

しかし、当該給与明細票については、Ｂ社において作成された、Ａ社とＢ社

の両方から支給された給与の合計額が、ドル表示されたものであり、厚生年金

保険料の控除額は記載されていない。 

また、Ａ社では、海外勤務になった場合、基本給部分のみが同社から支給さ

れ、家族手当や住宅手当等の諸手当は海外法人から支給されることから、日本

国内で支給される基本給に基づいて算出される厚生年金保険の標準報酬月額

は下がる場合が多いと回答している。 

なお、社会保険事務局によると、海外法人から支給された報酬については、



 

日本における厚生年金保険の標準報酬月額の算定の基礎とはしないとされて

おり、Ｂ社から支給された報酬については厚生年金保険の標準報酬月額の算定

の基礎とはならないと回答している。 

さらに、Ａ社において申立人と同時期に海外勤務となっている３人の従業員

も申立人と同様、海外勤務の期間中に標準報酬月額が下がっていることが確認

できる。 

加えて、Ａ社が加入しているＣ企業年金基金の申立人に係る標準報酬月額の

記録と社会保険事務所の標準報酬月額の記録は一致している。 

申立期間②のうちの昭和52年３月１日から52年８月１日までの帰国後の期

間については、申立人から提出されたＡ社から発行された給与明細票の支給総

額は、当該期間の社会保険事務所の記録に基づく標準報酬月額に比べて高いこ

とは確認できる。 

しかしながら、給与明細票に記載された厚生年金保険料の控除額は、当該期

間の社会保険事務所の記録に基づく標準報酬月額で計算された厚生年金保険

料と一致している。 

そして、当該期間についてもＡ社が加入しているＣ企業年金基金の申立人に

係る標準報酬月額の記録と社会保険事務所の標準報酬月額の記録は一致して

いる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4350 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年 11月１日から 60 年３月 31日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いという

回答をもらった。保険料控除を確認できる給与明細書等は無いが、申立期間

について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録により、申立期間の大部分の期間について申立人の勤務が確

認でき、かつ、Ｂ社から提供された「入退社関係」資料により、申立人の同社

への入社日（昭和 58年 11月７日）が確認できる。 

また、申立人が記憶している同僚４名に照会したところ、そのうちの１名が、

申立人が申立期間にＡ社に勤務していたと供述し、他の１名が、期間は分から

ないがＡ社に勤務していたと供述している。 

しかし、社会保険事務所のＢ社に係る厚生年金保険被保険者名簿等を確認し

たところ、申立人は被保険者として記録されておらず、また、厚生年金保険の

整理番号に欠番は見当たらない。 

さらに、Ｂ社から提出された「入退社関係」資料には、従業員ごとの社会保

険及び雇用保険への加入状況が記載されており、加入している保険にはレ点が

付されていたが、申立人については雇用保険欄のみにレ点が付されており、社

会保険欄は空欄となっている。 

加えて、「入退社関係」資料の社会保険欄が空欄となっている申立人を含む

複数の従業員は、いずれも厚生年金保険の被保険者名簿に名前が載っていない

ことから、同社は「入退社関係」資料の社会保険欄が空欄になっている社員に

ついては、厚生年金保険被保険者資格の取得手続を行っていなかったことが推



 

認できる。 

このことについて、Ｂ社に照会したところ、当該事業所は給与が歩合給のた

め、現在でも厚生年金保険の加入を希望しない従業員がいるとの供述がある。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4351 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 大正 11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 26年１月から 29年３月までの期間のうち、３か

月間のみ 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

(工場)又はＢ社（現在は、Ｃ社）に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年

金保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間も同社に勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てているが、同社は、

既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、法人登記において、当該

事業所の存在が確認できないため、申立人が同社に勤務していたことを確認

することができない。 

また、申立人が自宅裏の工場で勤務していたと供述していることから、Ａ

社の厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時に在職していた４名の従

業員に照会したが、回答のあった１名は、申立人のことを記憶しておらず、

また、会社の所在地は、申立人の自宅裏の場所ではないことを供述している

ことから、申立人が勤務したと供述する事業所は同社ではないことが推認で

きる。 

２ 申立人は、申立期間に勤務していたＡ社はＢ社の下請け会社であるか同社

に合併された可能性があると供述していることから、Ｃ社に照会したところ、

申立人を雇用していたかどうかは、不明と回答しているため、申立人の勤務

を確認することができない。 

また、Ｂ社の厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時に在職していた

従業員 22名に照会したところ、従業員 10名から回答があったものの、いず



 

れも申立人のことを記憶していないとしていることから、申立人の勤務を確

認することができない。 

３ Ａ社に係る類似事業所調査により、申立人が同社社長として名前を挙げた

者が、厚生年金保険被保険者名簿に事業主として記載され、事業所の所在地

が申立人と同じ町内にあるＤ工場（現在は、Ｅ社）が存在することが判明し

た。 

しかし、Ｄ工場の当時の事業主夫妻は既に死亡しており、Ｅ社は、申立人

の勤務については不明と回答していることから、申立人の勤務を確認するこ

とができない。 

また、Ｄ工場の厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時に在職してい

た従業員３名に照会したところ、１名から回答があったが、申立人のことに

ついては分からないとしているため、申立人の勤務を確認することができな

い。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4355   

         

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男      

基礎年金番号 ：       

生 年 月 日 ： 大正 15年生          

住 所 ：               

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年４月ごろから 20年１月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務した期間の加入記録が無かった。同社には白紙動員

により勤務したので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社は、その保管する健康保険厚生年金保険被保険者名簿では、申立人の同

社における厚生年金保険の資格取得日は昭和 20 年１月 16 日、資格喪失日は

21年４月１日と記録されており、その他に資料も無いことから、20年１月 16

日以前の申立期間については、申立人の勤務状況、保険料控除等を確認できな

いと回答している。     

また、申立人は、上司、同僚の氏名を記憶しておらず、申立人の勤務状況、

保険料控除等を確認することができない。     

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間当時被保険

者であったことが確認できた従業員のうち、連絡の取れた６名全員が、申立人

を記憶していないと回答しており、申立人の勤務状況、保険料控除等を確認す

ることができない。    

加えて、申立人は、実際は、旧制中学を卒業後、昭和 19 年秋ごろまでＤに

滞在し、Ａ社に勤務したのは帰国後であったと供述しているところ、連絡の取

れた上記６名のうち、２名は、同社には数か月の試用期間があったと供述して

いることから、仮に申立人が同年秋ごろから同社に勤務していたとしても、申

立人の厚生年金保険の加入は、数か月間の試用期間終了後であったと考えられ

る。         

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主による給与から



 

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4356 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男        

    基礎年金番号 ：         

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生      

    住    所 ：             

        

２ 申立内容の要旨       

    申 立 期 間 ： 昭和 63年６月１日から平成６年７月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、運転手とし

てＡ社に勤務した期間の加入記録が無かった。申立期間に同社に勤務してい

たことは間違いないので、申立期間に厚生年金保険の被保険者であったこと

を認めてほしい。     

       

第３ 委員会の判断の理由 

   雇用保険の記録から判断して、申立人が申立期間にＡ社に勤務していたこと

は確認できる。 

しかし、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、当時

の事業主から事情を聴取することができなかったが、当時の役員（監査役）は、

申立人を記憶しているものの、申立人の保険料控除等は分からないと供述し、

同社の厚生年金保険の取扱いについては、厚生年金保険の加入を希望しない者

は、厚生年金保険に加入させておらず、厚生年金保険に未加入の者の給与から

保険料を控除することはなかったと供述している。      

また、申立人が記憶している同僚６名の被保険者記録によると、１名は、Ａ

社における厚生年金保険の加入記録が無く、他の３名は、いずれも平成４年４

月以降加入記録が無い。このうち、連絡の取れた１名は、同年に同社と請負契

約で仕事を行う形に変更し、厚生年金保険に加入しないこととし、同人の他に

も、同様の方法で厚生年金保険に加入しなかった運転手がいたと供述している。    

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から申立期間当時被保険

者であったことが確認できる従業員で、連絡の取れた３名全員が、申立人を記

憶していないと供述しており、申立人の保険料控除等を確認できない。 

加えて、申立人が平成３年６月 15 日に転入した居住区の国民健康保険の記



 

録では、申立期間中の同年６月 15 日から７年３月７日まで被保険者期間とな

っていることが確認できる。    

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料を事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4360         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年１月１日から同年６月１日まで 

    Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。

同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人が申立期間当時、Ａ社に勤務していたことは確

認できる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは平成 12 年６月１日であり、申立期間当時、同社は適用

事業所となっていない。 

また、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間

当時の事業主の連絡先は把握できないことから、申立人の厚生年金保険料の控

除等について事情を聴取することができない。 

さらに、Ａ社に係る社会保険庁のオンライン記録から、同社が厚生年金保険

の適用事業所になった時に被保険者資格を取得した複数の従業員に照会した

ところ、４名から回答があり、うち３名は同社が適用事業所になる前には厚生

年金保険料の控除は無かったと供述しており、当該３名のうちの２名は、同社

に平成 12 年２月及び同年３月に入社してから同社が厚生年金保険の適用事業

所になるまでの間に、国民年金保険料の納入を免除されている期間があること

が確認できる。 

そして、申立人は、申立期間の全期間について、国民年金保険料を納付して

おり、平成 12 年１月から同年３月までの保険料は 11 年４月に、12 年４月及

び同年５月の保険料は同年４月に前納していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ



 

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、  

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4361         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年 12月から 51年８月まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人は昭和 49年 10 月８日から 50年２月 20日まで

Ａ社に勤務していたことは確認できる。 

しかしながら、Ａ社の事業主の連絡先は把握できず、また、同社の清算人は、

「Ａ社は既に解散しており、申立期間当時の人事関係資料等は保存しておらず、

申立人の勤務状況や保険料控除について確認できない。」と回答している。 

また、申立期間当時のＡ社の総務担当者は、同社では従業員の希望によって

厚生年金保険に加入させていたと供述している。 

さらに、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿から、申立期間を含む前後の期間

に被保険者資格を取得している複数の従業員に照会したところ、このうち４名

の従業員の回答から、入社日から被保険者資格を取得する日までに８か月から

２年程度の期間を要していることが確認できる。 

加えて、Ａ社が加入している厚生年金基金の被保険者記録には、申立人の申

立期間に係る記録は無い。 

そして、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿には、

申立期間に係る健康保険証の番号に欠番は無く、記載に不自然な点はみられな

い。 

このほか、申立人の厚生年金保険料の事業主による控除については、これを

確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申



 

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4362              

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月１日から 44年９月ごろまで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同期間に

ついて厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録から、申立人が、申立期間当時Ａ社に勤務していたことは確

認できる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適

用事業所となったのは平成９年４月１日であり、申立期間当時、同社は適用事

業所となっていない。 

また、Ａ社の事業主は、同社は申立期間当時、Ｂ国民健康保険組合のみに加

入しており、平成９年４月１日までは厚生年金保険に加入していなかったと回

答している。  

さらに、Ａ社の従業員は、申立期間当時の事業主から、同社は厚生年金保険

に加入していないので、国民年金に加入するように言われたと供述しており、

社会保険庁のオンライン記録から、当該従業員が申立期間に国民年金保険料を

納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4364 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年８月１日から 60年 10月１日まで 

             ② 平成２年 11月１日から４年 11 月 30日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間①及び申立期間②の標準報酬月額が実際

に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違しているこ

とが分かった。同社では、代表取締役であったが、厚生年金保険関係事務

に関与する立場ではなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録

に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②当時、Ａ社の代表取締役として在職し、厚生年

金保険の被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登

記簿謄本により認められる。 

また、申立期間①について、申立人の標準報酬月額は、社会保険庁の記録に

おいて、当該標準報酬月額が減額された処理年月日が判明せず特定できないが、

昭和 58 年８月から 60 年９月までの期間は 41 万円が９万 8,000 円にさかのぼ

って減額処理されていることが確認できる。これに関して、申立人は、「昭和

60年 10月ごろ自らの標準報酬月額を引き下げるための届出書を社会保険事務

所に提出した。」旨供述している。 

申立期間②について、申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記

録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成４年 11月 30

日の後の同年 12月１日付けで、２年 11月から４年 10月までの期間は 53万円

が８万円にさかのぼって減額処理されていることが確認できる。 

一方、申立人は、「申立期間①及び②当時、会社の資金繰りが苦しくて厚生



 

年金保険料の滞納があり、社会保険事務所の担当者から、申立人の標準報酬月

額を引き下げて滞納保険料に充当するよう指導され、代表者印を押して届出書

を提出した。」旨供述していることから、代表取締役であった申立人が関与せ

ずに社会保険事務所において標準報酬月額の訂正処理がなされたとは考え難

く、申立人は標準報酬月額の減額処理に関与していたものと考えるのが自然で

ある。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②について、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標準報

酬月額の減額処理に関与していながら、当該処理が有効なものではないと主張

することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記

録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4365 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月１日から同年６月 21日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。昭

和 38年 12月から 39年 12月までの期間はＡ社からＢ社に技術指導で出向し

ていたが、Ａ社において厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなの

で、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社からＢ社に申立人と一緒に出向した複数の同僚の「申立人は、申立期

間を含め昭和 38 年 12 月から 39 年６月 20 日までＡ社からＢ社に技術指導で

出向し、その後、同年６月 21日付けでＢ社に入社することとなったが、その

出向期間中、給料はＡ社から支給されていた。」旨の供述から判断すると、

申立人が申立期間においてＡ社に在籍していたことは推認される。 

しかしながら、Ａ社の当時の事業主は既に死亡しており、当時の社会保険

担当者は所在が不明であるため、同社における申立人の申立期間に係る勤務

実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、上記の同僚は、社会保険庁のオンライン記録において、いずれも、

昭和 39 年５月１日にＡ社の厚生年金保険の資格を喪失後、同年６月 21 日に

Ｂ社の厚生年金保険の資格を取得していることが確認できる。 

なお、Ａ社の担当者は、「当社における申立人の厚生年金保険の加入期間

は、昭和 36 年９月 18 日から 39 年４月１日までの期間である。」と供述し、

Ｂ社の担当者は、「当社における申立人の厚生年金保険の加入期間は、39 年

６月 21 日から平成 11 年１月１日までの期間及び 13 年４月１日から同年 11

月１日までの期間である。」と供述している。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4366 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成９年９月１日から 10年７月 31 日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同

社では、取締役であったが、厚生年金保険関係事務に関与する立場ではな

かったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の取締役として在職し、厚生年金保険の被保

険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本によ

り認められる。 

また、申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ

社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成10年７月31日の後の同年８

月 18日付けで、９年９月は 59万円が９万 8,000円に、同年 10月は 50万円が

９万 8,000 円に、同年 11 月から 10 年６月までの期間は 30 万円が９万 8,000

円に、それぞれさかのぼって減額処理されていることが確認できる。 

一方、申立人は、「申立期間当時、Ａ社の代表取締役ではないが、事実上の

共同経営者であり、社会保険の手続に係る事務を担当しており、厚生年金保険

料の支払に関して社会保険事務所へ代表者印を持って相談に行った。」旨供述

していることから、取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所におい

て標準報酬月額の訂正処理がなされたとは考え難く、申立人は標準報酬月額の

減額処理に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、Ａ社の取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に関与していな



 

がら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申

立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 4367 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年 12月１日から８年３月 25日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同

社では、代表取締役であったが、厚生年金保険関係事務に関与する立場で

はなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在職し、厚生年金保険の

被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本

により認められる。 

また、申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ

社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成８年３月 31 日の後の同年４

月５日付けで、５年 12 月から６年 11 月までの期間は 53 万円が９万 2,000 円

に、同年 12月は 47万円が９万 2,000円に、７年１月から８年２月までの期間

は 41 万円が９万 2,000 円に、それぞれさかのぼって減額処理されていること

が確認できる。 

一方、申立人は、「平成７年８月ごろ大手取引先が倒産し会社の経営状況が

厳しくなり、厚生年金保険料の滞納があった。」旨供述しており、Ａ社の経理

担当者も、「当時、厚生年金保険料の滞納があり、申立人と同行し又は申立人

の指示を受けて社会保険事務所に行き滞納保険料の納付について相談した。」

旨供述していることから、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事

務所において標準報酬月額の訂正処理がなされたとは考え難く、申立人は標準

報酬月額の減額処理に関与していたものと考えるのが自然である。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に関与して

いながら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、

申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 



 

東京厚生年金 事案 4368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 22年 12月ごろから 23 年８月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間中、同社に継続して勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されてい

たはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の同僚の「申立人はＡ社に昭和 22年 12 月又は 23年 12月から 24年 12

月まで勤務していた。」との供述から判断すると、申立人が申立期間において

同社に勤務していたことは推認される。 

しかしながら、Ａ社の現事業主は、「当時のことを知る者は他界し、申立期

間に係る保険料控除等の関係資料も無い。」旨供述していることから、同社に

おける申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて

確認することができない。 

そこで、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したが、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者

として勤務していたことは確認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 12月 10日から 35 年８月まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には昭和

34年 12月から勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されて

いたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員から提供された昭和35年６月19日に行われたとされる同社の

社内旅行の写真及び当該従業員の「申立人を記憶している。」との供述から判

断すると、期間は特定できないが、申立人が同社に勤務していたことは推認さ

れる。 

しかしながら、Ａ社は、平成 18年３月 16日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっており、当時の事業主及び同社を引き継いだ事業主は既に死亡してお

り、同社における申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱い

について確認することができない。 

そこで、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したが、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者

として勤務していたことは確認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年７月１日から 32年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同

社には昭和 28年８月から勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から

控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の従業員の「申立人の入社時期は不明であるが、私が同社に入社した昭

和 32 年４月１日以前から、申立人は営業活動を行っており、私が配属となっ

た営業部門の責任者であった。」旨の供述から判断すると、期間は特定できな

いが、申立人が同社に勤務していたことは推認される。 

しかしながら、Ａ社は昭和 30 年７月１日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっている上、当時の事業主及び社会保険担当者の所在が不明であるため、

これらの者から、同社における申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金

保険の取扱いについて確認することができない。 

 そこで、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したが、申立人が申立期間において厚生年金保険被保険者

として勤務していたことは確認できなかった。 

 また、Ａ社の厚生年金保険被保険者名簿において、申立人は、昭和 28 年８

月３日に厚生年金保険の資格を取得し、30 年７月１日に資格を喪失後、32 年

４月１日に同社において再度資格を取得しており、同様に、30 年７月１日に



 

資格を喪失後、32 年４月１日に同社において再度資格を取得している従業員

が複数確認できることから、同社の事業主は、当時の従業員について、一時期、

厚生年金保険の資格を喪失させていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4376    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡）         

    基礎年金番号 ：          

    生 年 月 日 ： 大正 14年生        

    住    所 ：             

                   

  ２ 申立内容の要旨      

    申 立 期 間 ： ① 昭和 15年から 21年６月 25日まで 

             ② 昭和 21年７月 25日から同年 12月まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間①及び②の加入記録が無かった。同社には、昭和

15年ごろから 21 年 12月まで継続して勤務していたので、申立期間①及び

②も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。       

                                    

第３ 委員会の判断の理由  

  １ 申立期間①のうち、昭和 15年から兵役召集日（19年 12月 20日）までの

期間については、Ａ社の回答及び同僚の供述により、申立人が同社の海外工

場に勤務していたことがうかがえる。     

しかし、昭和 17 年１月以前に日本に公的年金制度は無く、同年１月から

19 年９月まで施行された労働者年金保険法（主に工場労働者が対象）及び

同年 10 月１日に施行された厚生年金保険法は、いずれも日本国外の事業所

には適用されていない。             

また、Ａ社は、人事記録等の資料が無いため、当時の海外工場勤務者に係

る厚生年金保険の取扱状況は不明であると回答している。    

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立

期間①の当時、厚生年金保険の被保険者であったことが確認できる従業員の

多くが死亡している上、連絡の取れた１名は、戦時中も国内で勤務していた

と供述しており、被保険者名簿から申立人と同様に昭和 21 年６月に被保険



 

者になったことが確認できた従業員のうち、連絡の取れた２名全員は、遺族

の供述より、戦時中は海外工場に勤務していたことが確認できる。    

次に、申立期間①のうち、復員日（昭和 21年２月 15 日）から 21 年６月

25日までの期間については、Ｂ県の記録により、申立人が同年２月 15日に

復員したことが確認できるものの、Ａ社は、申立人の復職時期については、

人事記録等の資料が無く、不明であると回答している。 

また、申立人の妻が申立人の上司、同僚等であったと記憶する７名は、い

ずれも死亡又は所在不明であり、申立人の勤務状況、保険料控除等を確認で

きない。       

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立

期間当時被保険者であったことが確認できる従業員の多くが死亡している

上、連絡の取れた２名のうち、１名は、申立人は昭和 21 年に復職したこと

は記憶しているが、勤務の開始時期は分からないと供述し、他の２名は、申

立人のことを記憶していないと供述しているため、申立人の勤務状況、保険

料控除等を確認できない。        

 このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。    

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間①に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。  

２ 申立人は、申立期間②においてもＡ社に継続して勤務していたと申し立て

ているが、同社は、人事記録等の資料が無く、申立人の勤務状況、保険料控

除等を確認できないと回答している。 

また、申立人の妻が申立人の上司、同僚等であったと記憶する７名は、い

ずれも死亡又は所在不明であり、申立人の勤務状況、保険料控除等を確認で

きない。 

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立

期間②の当時被保険者であったことが確認できる従業員の多くが死亡して

いる上、連絡の取れた３名のうち、１名は、申立人が昭和 21 年に復職した

ことを記憶しているが、退職の時期については不明であると供述し、他の２

名は、申立人のことを記憶していないと供述しているため、申立人の勤務状

況、保険料控除等を確認できない。   

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

 これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4377   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

                                  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男        

    基礎年金番号 ：       

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生      

    住    所 ：     

                                    

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 10月１日から 11 年９月１日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間

のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の報酬又は実際に控除されていた

保険料に見合う標準報酬月額と相違している。申立期間当時の給与は 100万

円以上だったので、標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。                          

                                   

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、当初、申立人の申立期間に係る標準報酬

月額は 59 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった日（平成 11 年９月１日）の後の同年９月６日付けで、10 年 10 月

１日に遡及
そきゅう

して標準報酬月額が９万 8,000 円に減額処理されていることが確

認できる。     

一方、商業登記簿により、Ａ社は、平成 11 年７月 24 日に解散し（11 年７

月 27日登記）、上記の減額処理が行われた当時、申立人は既に代表取締役でな

くなったことが確認できるが、申立人は、滞納保険料について社会保険事務所

と相談した際に、職員から滞納保険料を解消することについて提案を受け、自

分が関係書類に押印したと供述していることから、自らの標準報酬月額の減額

処理に同意していたものと考えるのが自然である。  

これらを総合的に判断すると、申立人は、自ら標準報酬月額の減額処理に同

意しながら、当該減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許

されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4378               

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男       

基礎年金番号 ：        

生 年 月 日 ： 昭和 23年生    

住 所 ：          

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年４月１日から同年７月１日まで  

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間も同社に勤務し

ていたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及び複数の同僚の供述により、申立人は申立期間にＡ社に勤

務していたことが認められる。 

しかし、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっている上、事業主

の所在は不明であり、申立人の申立期間の保険料控除等を確認できない。 

また、申立人は上司、同僚を記憶していないため、申立人の申立期間の保険

料控除等を確認できない。   

さらに、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立

人と同様に昭和 39 年７月１日に厚生年金保険の被保険者となったことが確認

できた複数の従業員のうち、連絡の取れた４名全員が、同年４月１日からＡ社

に勤務し、３か月後に厚生年金保険の被保険者資格を取得したと供述している

ことから、事業主は、申立期間当時、入社３か月後に従業員を厚生年金保険に

加入させていたことがうかがえる。        

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4379 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年８月１日から 11年９月 30日まで 

社会保険庁の記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申

立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、社会保険事務所に対する「質問応答書」において、厚生年金保

険の標準報酬月額を引き下げる記録の訂正が行われたとされる平成９年８

月１日から 11年９月 30日までの期間、Ａ社の事業主の立場にあった旨回答

している。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局から提出のあった同社に係る履歴事

項全部証明書等により、平成２年４月４日の会社設立時から現在まで、申立

人が同社の代表取締役であることが確認できる。 

２ 申立期間のうち、平成９年８月及び同年９月については、社会保険庁のオ

ンライン記録では、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、

当初 30 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった 11年９月 30日以降の 12 年８月 16日に、９万 2,000円へ

とさかのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

一方、金融機関から提出のあったＡ社の口座振替の記録によれば、平成

11 年６月及び同年７月の２か月分の社会保険料について振替が確認できず、

当該振替不能金額の合計額は、社会保険庁の訂正後の標準報酬月額の記録を

基に算定した、申立人の社会保険料減額分の合計額とほぼ一致している。 



 

また、申立人は、「自分は名義上の代表取締役であり、社会保険関係の事

務手続を含め経理関係は実質的なオーナーが処理していた。」旨供述してい

る。他方では、「実質的なオーナーから『経営が苦しく赤字続きであるため

給料を下げたい。』との説明を受け、申立期間以前である平成８年 10月の算

定を９年３月５日に取り消し、標準報酬月額をさかのぼって減額処理された

期間については、当該減額に同意した。」旨供述していることから、申立人

は、申立期間のうち、平成９年８月及び同年９月についても、自らの標準報

酬月額の減額に同意又は関与し、これに基づき、社会保険事務所に対して標

準報酬月額の減額処理に係る届出が行われたものと考えるのが自然である。 

なお、上記「オーナー」については、連絡先等が不明であるため供述が得

られず、申立てに係る事実等について確認することができない。 

これらを総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負っている代

表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた当該行為に責任を負う

べきであり、自らの標準報酬月額の減額に同意又は関与しながら、これを有

効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間のうち、平

成９年８月及び同年９月について、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に

係る記録の訂正を認めることはできない。 

３ 申立期間のうち、平成９年 10月から 11 年８月までの期間については、社

会保険庁の記録では、厚生年金保険被保険者報酬月額変更届に基づく申立人

に係る９年 10 月の標準報酬月額の随時改定及び被保険者報酬月額算定基礎

届に基づく申立人に係る 10年 10月の標準報酬月額の定時決定が、それぞれ

９年 10 月８日及び 10 年９月 16 日に処理されていることが確認でき、訂正

等の記録も無く、不自然な点は見当たらない。 

仮に、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を、事業主

により給与から控除されていたとしても、Ａ社の代表取締役である申立人は、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律第１条第

１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履行していないことを知り、

又は知り得る状態であったと認められる場合」に該当すると認められること

から、申立期間のうち、平成９年10月から11年８月までの期間については、

同法に基づく記録訂正の対象とすることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4380       

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成６年 10 月１日から 12 年 10 月１日までの期

間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはで

きない。 

また、申立人は、申立期間のうち平成 12 年 10 月１日から 13年 10 月 31 日

までの期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 10月１日から 13年 10月 31日まで 

    Ａ社で監査役として勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際の給与

総額に相当する標準報酬月額と相違しているので、正しい標準報酬月額に

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（資格記録及び訂正・取消済資格

記録）によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、

平成６年 10 月から 12 年６月までは 50 万円と記録されていたが、同年７月３

日に、当該標準報酬月額の記録は、９万 2,000円に訂正されている。また、同

年７月から同年９月までは９万 2,000円、同年 10月から 13年９月までは９万

8,000円と記録されている。 

しかしながら、Ａ社の法人登記簿謄本によると、申立人は、平成 12 年７月

３日の標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理日において、同社の監査役であることが確

認できる上、申立人及び代表取締役である夫の供述から、申立人は、夫である

代表取締役と一体となって経営に関与し、同社の経営について一定の権限を有

していたことがうかがえる。 

また、Ａ社の代表取締役である申立人の夫が提出した標準報酬決定通知書

（取消、訂正）等から、申立人の夫が、平成 12 年７月３日付けで社会保険事



 

務所に標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正の届出をしたことが確認できる。 

さらに、申立人の夫は「平成９年ごろから会社の経営環境が悪化し、社会保

険料を滞納したため、社会保険事務所に相談したところ、自分の標準報酬月額

を減額訂正することについて説明を受け、これに同意し、社会保険事務所が用

意した算定基礎届に押印した。また、遡及
そきゅう

訂正処理後の期間（12 年７月から

13 年９月）について、標準報酬月額の届出は、自分が代表者印を押し経理担

当者が提出したと思う。」と供述しており、このことについて、申立人は、申

立期間当時夫から自身の標準報酬月額が減額される旨の説明を受け同意した

こと及び遡及
そきゅう

訂正処理後の期間に係る標準報酬月額の届出についても説明を

受け同意したと供述している。    

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間のうち平成６年 10 月１日から 12年 10 月１日までの期間については、

Ａ社の監査役であり、経営についても一定の権限を有していたと認められる申

立人が、自らの標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正手続に同意しながら、当該処理が有効

なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の

標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

また、申立期間のうち平成 12 年 10 月１日から 13 年 10 月 31 日までの期間

については、申立人の夫は、代表取締役として厚生年金保険関係事務に関与し、

自らの標準報酬月額に関する届出書に代表者印を押し、社会保険事務所への届

出を経理担当者に指示したと供述しており、このことについて、申立人は、夫

から自身の標準報酬月額に関する届出について説明を受け、同意したとしてい

る。 

さらに、申立人の提出した賃金台帳を確認したところ、当該期間については

社会保険庁の記録どおりの標準報酬月額に基づく厚生年金保険料のみが給与

から控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間について、厚生年金保険

被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4381     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成６年 10 年１日から 12 年 10 月１日までの期

間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはで

きない。 

また、申立人は、申立期間のうち平成 12 年 10 月１日から 13年 10 月 31 日

までの期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認める

ことはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 10月１日から 13年 10月 31日まで 

    Ａ社で代表取締役として勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際の

給与総額に相当する標準報酬月額と相違しているので、正しい標準報酬月

額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票(資格記録及び訂正・取消済資格

記録)によると、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、

平成６年 10 月は 53 万円、同年 11月から 12年６月までは 59 万円と記録され

ていたが、同年７月３日に、当該標準報酬月額の記録は、９万 2,000円に訂正

されており、また、同年７月から同年９月までは９万 2,000 円、同年 10 月か

ら 13年９月までは９万 8,000円と記録されている。 

しかしながら、Ａ社の法人登記簿謄本によると、申立人は、平成 12 年７月

３日の標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理日において、同社の代表取締役であること

が確認できる。 

また、申立人が提出した標準報酬決定通知書（取消、訂正）等から、申立人

が、平成 12 年７月３日付けで社会保険事務所に標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正の届

出をしたことが確認できる。 

さらに、申立人は「平成９年ごろから会社の経営環境が悪化し、社会保険料



 

を滞納したため、社会保険事務所に相談したところ、自分の標準報酬月額を減

額訂正することについて説明を受け、これに同意し、社会保険事務所が用意し

た算定基礎届に押印した。また、遡及
そきゅう

訂正処理後の期間（12年７月から 13年

９月）について、標準報酬月額の届出は、自分が代表者印を押し経理担当者が

提出したと思う。」と供述していることから、申立人は、同社における厚生年

金保険関係事務に関与し、当該期間に係る標準報酬月額の減額に同意していた

ものと認められる。 

加えて、Ａ社の当時の経理担当者は「申立人は、代表取締役として全経営に

携わり、経理及び総務並びに社会保険事務は、すべて代表取締役の指示の下で

事務処理され、申立人は会社の代表者印を持ち歩き、厳重に管理していた。ま

た、申立人は、厚生年金保険料の滞納について、社会保険事務所に何回も呼び

出されていた。」と供述している。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間のうち平成６年 10 月１日から 12年 10 月１日までの期間については、

申立人は、Ａ社の代表取締役として、厚生年金保険関係事務に関与し、自らの

標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該減額処理が有効なものではない

と主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に

係る記録の訂正を認めることはできない。 

また、申立期間のうち平成 12 年 10 月１日から 13 年 10 月 31 日までの期間

については、申立人の提出した賃金台帳を確認したところ、当該期間について

は社会保険庁の記録どおりの標準報酬月額に基づく厚生年金保険料のみが給

与から控除されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、当該期間について、厚生年金保険

被保険者として、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4382          

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年５月 21日から 43 年１月４日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社の申立期間当時の事業主は、「同社は既に解散し、当時

の関係書類はすべて廃棄しているため、申立人の勤務状況及び厚生年金保険の

取扱いについては分からない。」と供述している。 

また、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人と同様に、Ａ社で厚生

年金保険の被保険者資格を喪失し、相当期間（４か月から 14 か月）経過後に

被保険者資格を再取得した従業員が９名確認できる（なお、連絡先を把握した

２名に照会したところ、回答は得られなかった。）。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

申立期間を含む前後の期間に被保険者資格を取得している従業員７名に照会

し、うち６名から回答を得たが、申立人の申立期間に係る勤務実態を確認する

ことはできなかった。 

加えて、申立期間当時の同社の社会保険事務担当者及び経理担当者の連絡先

を把握することができず、これらの者から申立人の申立期間に係る勤務状況及

び厚生年金保険料の控除について聴取することはできない。 

そして、申立人は、厚生年金保険の被保険者記録とほぼ一致する雇用保険の

記録を有しているが、申立期間については雇用保険の記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間に係る勤務実態及び厚生年金保険料の事業主に

よる控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4383         

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生   

    住    所 ：  

  

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年７月から 51年５月まで 

                          ② 昭和 62年８月から同年 10月まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間①について、また、Ｂ社に勤務していた申立

期間②について、厚生年金保険の加入記録が無い。それぞれ勤務していた

ので、当該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ社の複数の従業員の供述から、勤務期間は特定で

きないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

   しかしながら、申立人の申立期間当時のＡ社の工場長及び複数の従業員は、

申立人は臨時職の大工だったと供述しており、また、同工場長は、同社では厚

生年金保険の加入は正社員のみであり、臨時職は厚生年金保険に加入させず、

厚生年金保険料の控除もなかったと供述している。 

   また、Ａ社の工場長及び従業員は、同社では正社員になると残業代などが手

当に含まれてしまい、手取額が低くなるので、残業や徹夜の作業が多い大工は

臨時職になっていたと供述している。 

さらに、Ａ社は、昭和 54年 11月１日に厚生年金保険の適用事業所でなくな

っており、申立期間当時の事業主は死亡していることから、申立人の勤務状況

や厚生年金保険料の控除については確認できず、また、同社の複数の従業員が

経理及び社会保険事務担当者として名前を挙げている者は、既に死亡しており、

厚生年金保険の取扱い等について聴取することはできない。 

加えて、社会保険事務所が保管しているＡ社の厚生年金保険被保険者名簿に

は、申立期間に係る健康保険証の番号に欠番は無く、記載に不自然な点はみら



 

れない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

申立期間②については、Ｂ社の複数の従業員の供述から、勤務期間は特定で

きないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社は昭和 62 年８月１日に厚生年金保険の適用事業所でな

くなり、同年 11 月１日に再び厚生年金保険の適用事業所となっていることか

ら、申立期間には適用事業所となっていない。 

また、Ｂ社の申立期間当時の事業主及び経理担当であった事業主の妻は、当

時の資料は火災で焼失しており、申立期間当時の申立人の厚生年金保険の取扱

い等については分からないと供述している。 

さらに、申立人の同僚２名は、「自分は申立期間にＢ社に継続して勤務して

いたが、同期間の厚生年金保険料の控除はなかった。」と供述しており、うち

１名は「当時、同社から、同社の経営は苦しく、社会保険事務所へ社会保険料

が納められないことを聞かされていた。」と供述している。 

加えて、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人は申立期間の国民年

金保険料を納付していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、 

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4384                

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生   

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年８月１日から９年３月 26日まで 

    Ａ社で代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月

額が実際の給与の総額に相当する標準報酬月額と相違しているので、正し

い標準報酬月額に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成８年８

月から９年２月までは 59 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった同年３月 26 日の後の同年４月３日に、当該標準報酬月

額の記録は、22万円に訂正されている。 

しかしながら、Ａ社の法人登記簿謄本によると、申立人は、平成９年４月３

日の標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処理日において、同社の代表取締役であることが

確認できる。 

また、申立人は、社会保険事務は自分が行っており、代表者印は自分が管理

していたと供述している。 

さらに、申立人は、当時、Ａ社で厚生年金保険料及び健康保険料の滞納が数

か月続いたことから、平成９年３月ごろに社会保険事務所の職員に滞納保険料

の整理について相談したところ、担当者から自分の標準報酬月額を最低額に下

げれば良いと言われ、説明の意味は分からなかったが、社会保険に関する届出

書に代表者印を押し提出したと供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人は、

自身の標準報酬月額の減額処理に関与していたものと認められ、当該標準報酬

月額の減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申



 

立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認

めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4387 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年５月１日から 38年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間

も同社に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

(注) 申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、「Ａ社には、昭和 32 年３月の入社から申立期間を含め、38 年２

月 17 日に発生した火災により事業所が閉鎖されるまでの期間、継続して勤務

しており、申立期間に退職した事実は無い。」旨申し立てている。 

しかし、申立人の妻から提出のあった、申立人が作成したとされる履歴書に

は、「昭和 36 年５月 Ｂ社Ｃ工場勤務」と記載されているが、同書から申立人

の申立期間におけるＡ社での勤務の実態を確認することができない。 

また、社会保険事務所の記録では、Ａ社は昭和 38年２月 19日に「火災によ

る事業廃止」により厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、また、当時

の同社の事業主は既に死亡しているため供述が得られず、申立人の申立期間に

おける勤務の実態や厚生年金保険料の給与からの控除等について確認するこ

とができない。 

さらに、Ａ社の関連会社で、同社の火災による事業廃止後の後継会社である

Ｂ社から提出のあった企業年金保険被保険者名簿では、申立人の同社への入社

日が「昭和 36年３月 27日」と記載されており、同名簿から申立人の申立期間

におけるＡ社での勤務の実態を確認することができない。また、Ｂ社では、同



 

名簿のほかに申立期間当時の従業員に係る資料を保存していないため、申立人

の申立期間における勤務の実態や厚生年金保険料の給与からの控除について

確認することができないと回答している。 

加えて、申立人の妻が記憶していた同僚及び、社会保険事務所のＡ社に係る

厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時及びその前後の期間に厚生年金

保険に加入していることが確認できる従業員に照会したものの、連絡の取れた

複数の従業員のいずれからも、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の給与

からの控除について確認することができなかった。 

その上、社会保険事務所の記録では、申立人と同様に、昭和 36 年５月１日

にＡ社における厚生年金保険の被保険者資格を喪失後、38 年２月１日に同社

において被保険者資格を再取得し、その後、同年２月 17 日に同社における被

保険者資格を再び喪失していることが確認できる従業員が二人確認できるも

のの、これらの従業員の 36年５月１日から 38年２月１日までの期間に係る厚

生年金保険料の事業主による給与からの控除については、これらの従業員に明

確な記憶が無く、また、これを確認できる給与明細書等も無い。 

なお、申立人は既に死亡しているため供述が得られず、申立人から勤務の実

態、厚生年金保険の加入状況等を確認することができない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4388 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 45年３月21日から同年９月18日まで 

             ②昭和 45年10月１日から46年７月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した申立期間①及びＢ社に勤務した期間のうちの申立期間②について、加入

記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①及び②に勤務していたのは確か

なので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人から提出のあった日記における申立期間①当

時の勤務状況に関する具体的な記載及び申立人によるＡ社に勤務していた状

況についての具体的な供述から判断すると、申立人が申立期間①当時に同社に

勤務していたことは推認することができる。 

しかし、社会保険庁の記録では、Ａ社は、厚生年金保険の適用事業所として

の記録が無い。 

また、Ａ社の当時の事業主は連絡先が不明であるため供述が得られず、また、

申立人は、申立期間①当時の上司や同僚を記憶していないため、申立人の申立

期間①に係る厚生年金保険料の給与からの控除等について確認することがで

きない。 

申立期間②については、申立人から提出のあった通勤定期券の写し及び申立

人によるＢ社に勤務していた状況についての具体的な供述等から判断すると、

申立人が申立期間②当時に同社に勤務していたことは推認することができる。 

しかし、Ｂ社は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、当時の事

業主も既に死亡しているため供述が得られず、申立人の申立期間②に係る厚生

年金保険料の給与からの控除について確認することができない。 



 

また、申立人が記憶していた同僚は、申立期間②当時、Ｂ社では、社会保険

関係事務は専ら当時の事業主が行っていたため、同社の従業員に対する厚生年

金保険の適用状況等については不明である旨供述している。 

さらに、上記同僚及び社会保険事務所のＢ社に係る厚生年金保険被保険者名

簿から申立期間②当時及びその前後の期間に厚生年金保険に加入しているこ

とが確認できる従業員に照会したものの、連絡の取れた複数の従業員のいずれ

からも、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の給与からの控除について

確認することができなかった。 

加えて、上記従業員のうち申立人と同一職種の複数の者は、いずれも「自分

はＢ社における厚生年金保険の被保険者資格取得日よりも前に同社に入社し

ている。」旨供述している。また、これらの従業員が入社したと供述している

時期から上記被保険者名簿における厚生年金保険の被保険者資格取得日まで

の期間を見ると、いずれも４か月ないし６か月となっていることが確認できる。

さらに、これらの従業員の、Ｂ社への入社から厚生年金保険に加入するまでの

期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与からの控除については、記憶が

あいまいであり、これを確認できる給与明細書等は無い。これらのことから、

同社では、申立期間②当時、採用した従業員について、入社してから相当期間

経過後に厚生年金保険に加入させていたものと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4389 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 28年４月から 32年５月まで  

             ② 昭和 32年５月から 37年５月まで 

             ③ 昭和 37年５月から 40年３月まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、申立期間の

加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①はＡ社、申立期間②はＢ社

（後にＣ社、Ｄ社に名称変更）、申立期間③はＥ社にそれぞれ勤務していた

ので、当該期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、Ａ社が保管する申立人に係る社員名簿から、申立人が、

申立期間①のうち昭和 31 年 12 月８日から同年 12月 22日までの 14 日間につい

てのみ、同社に「臨時」として勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ａ社には、前述の社員名簿以外に申立人の勤務実態を確認でき

る資料が無い。 

また、申立人は、当時の上司や同僚等の氏名を記憶していないことから、社会

保険事務所が保管するＡ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、複数

の従業員に照会を行ったが、申立人を記憶している者はおらず、前述の勤務期間

以外の期間に係る申立人の勤務実態や厚生年金保険の加入状況等について確認

することができない。 

さらに、Ａ社の担当者は、申立期間当時の厚生年金保険の取扱いについて、「臨

時で採用した人については、採用から２か月目の最初の契約更新時に厚生年金保

険に加入させていたようです。」と回答している上、同社の社員名簿で、申立人

と同時期の昭和 31年 10月８日付けで「臨時」として採用されたことが確認でき



 

る従業員二人について、その厚生年金保険の資格取得日を確認したところ、担当

者の供述どおり、いずれも採用日から２か月後の同年 12 月８日付けで厚生年金

保険の被保険者資格を取得していることが確認できる。 

これらのことから、申立人は、申立期間①のうち一部の期間において、Ａ社に

勤務していたものの、同社で厚生年金保険には加入していなかったものと考えら

れる。 

２ 申立期間②について、Ｂ社は既に解散しており、同社の清算人は、申立期間当

時の厚生年金保険料の控除及び勤務については、当時の資料が無いため不明であ

ると供述していることから、申立人の同社における勤務状況や厚生年金保険の加

入状況等について確認することができない。 

また、申立人は、Ｂ社での事業主、同僚の氏名を記憶していないことから、社

会保険事務所が保管する同社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿から、従

業員 11 人に対して照会を行ったところ、このうち一人から、申立人のことを覚

えている旨の供述（以下、本件供述と言う。）が得られた。 

しかしながら、本件供述の内容から、申立人の勤務期間を特定することはでき

ない上、当該従業員は、申立人は、Ｂ社に入社した当時からクリーニングの技術

があったと記憶しているのに対し、申立人は、自身がクリーニングの仕事に就い

たのは今回が初めてであり、同社では見習いから始めた旨を供述していることか

ら、本件供述に係る人物の同一性に疑問が残る。 

このほか、申立人と同じくクリーニングの作業員であったとする３人を含む計

５人からも回答を得たが、いずれの従業員も申立人のことを記憶しておらず、申

立期間②のＢ社における申立人の勤務実態や厚生年金保険の加入状況等を確認

することはできない。 

３ 申立期間③について、社会保険事務所において、Ｅ社が厚生年金保険の適用事

業所となっていた記録は無く、また、同社の所在地を管轄する法務局でも、同社

の商業登記の記録は確認できない。 

また、申立人は、Ｅ社の代表者の名字しか記憶していないため、当時の代表者

を特定することができず、申立期間当時の状況を照会することができない。 

さらに、申立人は同僚一人の氏名を記憶しているが、連絡先が不明のため確認

することはできず、申立期間③当時のＥ社における申立人の勤務実態や厚生年金

保険の加入状況等を確認することができない。 

４ このほか、申立人の申立期間①、②及び③における、事業主による給与からの

厚生年金保険料の控除については、申立人に明確な記憶が無く、また、これを確

認できる関連資料及び周辺事情も無い。  

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4394 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年 11月 10日から 34 年１月 30日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間に同社の寮

に住み込みながら勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に住み込みで勤務していたと申し立てているが、

申立人は、雇用保険の記録及びＢ社の人事記録では、申立期間の一部である

33年８月 14日から 34年１月 30日までの期間は、他の事業所において勤務し

ていたことが確認できる。 

また、Ａ社は、昭和 34 年 10月 25 日に、厚生年金保険の適用事業所ではな

くなっており、当時の従業員に係る資料は入手できず、当時の事業主は所在不

明で連絡が取れないため、申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除につい

て確認することができない。 

さらに、申立人が記憶している同僚 13 名のうち所在が判明した６名に照会

したところ、４名から回答があり、そのうち１名は、「申立人とは、昭和 33

年４月ごろ一緒に入社した。自分は３か月か４か月間勤務した。」旨供述して

おり、残りの３名は、申立人が勤務していたことは記憶しているが、申立期間

も勤務していたか否かは覚えていないと供述している。加えて、上記同僚 13

名のうち、Ａ社において厚生年金保険の被保険者としての記録が無い者４名が

確認できることから、同社は、当時一部の従業員について厚生年金保険の加入

手続を行わなかったものと考えられる。 

これらのことから、申立人のＡ社における実際の勤務は、昭和 33 年４月ご



 

ろから始まったものと推認される。 

また、上記回答のあった同僚のうち１名は、社会保険事務所のＡ社に係る厚

生年金保険被保険者名簿において、昭和 34 年２月１日に資格を取得している

ことが確認できるが、「自分は昭和 33年に入社していたが、当時、寮に住み込

みで勤務していた期間は見習い期間であり、厚生年金保険には加入させてもら

えず、保険料も控除されていなかった。」旨供述していることから、同社では、

厚生年金保険に加入させる場合には、入社後相当期間が経過した後に加入させ

ていたものと考えられる。 

さらに、申立期間当時の社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者

名簿を確認したところ、整理番号に欠番は無く、社会保険事務所の事務処理に

不自然さは見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料や周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4395  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年４月７日から 54年８月 18日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した申立期間について加入記録が無いとの回答をもらった。申立期間に同

社に勤務していたのは間違いないので、厚生年金保険の被保険者であった

ことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てているが、同社は、昭

和 55年３月 31日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立人の

厚生年金保険への加入に関する資料は入手できず、当時の事業主は所在不明で

連絡が取れないため、申立人の勤務の状況や厚生年金保険料の控除について確

認することができない。 

また、申立人が記憶している同僚 19 名のうち、所在が判明した７名に照会

したところ、５名から回答があり、そのうち２名は、「申立人とは、昭和 40

年４月ごろ一緒に入社した。当時は、厚生年金保険には加入を希望する者だけ

が加入させてもらえた。」旨供述しており、ほかの１名は、「入社当初は、手

取収入を増やすため厚生年金保険に加入しなかった。」旨それぞれ供述してい

る。このことは、上記同僚 19 名のうち、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年

金保険被保険者名簿から、当該事業所の被保険者としての記録が無い者４名が

確認できることや、入社後約１年から８年経過後に厚生年金保険の被保険者資

格を取得している同僚がいることが認められることからも裏付けられる。 

さらに、申立人は、社会保険事務所の記録では、昭和 51 年６月ごろ国民年

金に加入していることが確認でき、申立期間のうち、同年 10月から 54年７月

までの期間において国民年金の申請免除（全額）を受けている上、雇用保険の



 

記録では、申立期間のうち、53年６月 24日から 54年８月 18日までの期間は、

他の事業所において勤務していたことが確認できる。 

加えて、申立期間当時の社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者

名簿を確認したところ、整理番号に欠番は無く、社会保険事務所の事務処理に

不自然さは見られない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4396 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：       

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 39年から 41年まで 

             ② 昭和 47年から 52年まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ店

に勤務した申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答を

もらった。申立期間もＡ店に勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立期間①及び②については、申立人は、Ａ店に勤務していたと申し立てて

いるところ、事業主は既に死亡しているため、申立人の勤務状況、厚生年金保

険料の控除等について確認できないものの、申立期間当時の同僚の供述等から、

同事業所に勤務していたことはうかがえる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ店は昭和 57 年７月１日から厚

生年金保険の適用事業所となっている上、上記の同僚は、Ａ店は、個人商店で

あり、申立期間①及び②当時は厚生年金保険の適用事業所となっておらず、事

業主は厚生年金保険の加入手続を行っていなかった旨回答している。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案4397 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和32年10月２日から35年10月２日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。しか

し、昭和35年10月に同社を退職した後に古物商の許可を取得したことは確か

なので、申立期間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社を退職した後、古物商の許可を申請し、昭和35年12月17日付

けで当該許可証が交付されていることから、同社を退職したのは同年10月であ

り、申立期間も同社に勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社の当時の事業主と連絡が取れないため、事業主の関係者

へ照会したところ、同社は既に営業を行っておらず、申立期間当時の同社の従

業員の勤務状況を把握できる人事記録等も廃棄しており、申立人の勤務状況及

び保険料控除について確認することはできないと供述している。 

また、申立人が記憶している同僚に申立期間当時の申立人の勤務実態を照会

したところ、当該同僚は、「自分は昭和38年12月に同社を退職しており、申立

人はその３年から４年前までは勤務していたように記憶しているが、具体的な

時期についての記憶は無い。」と供述している。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立

期間当時に厚生年金保険に加入していると認められる従業員６名に申立人の

勤務状況を照会したところ、連絡の取れた４名の従業員はいずれも、申立人は

申立期間当時、同社に勤務していなかったと供述しており、うち２名は、申立

人は既に同社を退職していたが、同社に出入りしていたことを記憶していると



 

供述している。 

このほか、申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与からの控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案4399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年３月１日から同年10月１日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保

険の標準報酬月額が、給与から実際に控除されていた保険料に見合う標準報

酬月額と相違していることが分かった。同社では、代表取締役として勤務し

ており、平成15年の年末から経営が悪化し、16年10月ごろから社会保険料の

未払いが発生した。しかし、当時の標準報酬月額は30万円であり、その保険

料は控除されていたので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社の代表取締役として、同社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった日（平成17年10月１日）まで厚生年金保険の被保険者であったことが、

社会保険事務所の厚生年金保険被保険者記録により認められる。 

また、Ａ社が適用事業所でなくなった後の平成17年12月15日付けでさかのぼ

って同年３月から９月までの期間に係る標準報酬月額を30万円から15万円に

減額処理されていることが社会保険事務所の記録により確認できる。 

一方、申立人は、平成15年末からＡ社の経営環境が悪化し、翌年に社会保険

事務所と滞納保険料の整理について交渉していたと供述している。 

さらに、申立人は、平成17年の会社休業後に社会保険事務所の職員と滞納保

険料について相談し、社会保険事務所の担当者に言われるまま関係書類に代表

者印を押したと供述している。以上のことから、Ａ社の代表取締役であった申

立人は、自身の標準報酬月額の減額処理に同意していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

らの標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該減額処理が有効なものでは



 

ないと主張することは信義則上許されず、申立期間について厚生年金保険の標

準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案4401 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年10月１日から８年６月30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。申立期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社は平成８年６月30日に厚生年金

保険の適用事業所でなくなっているところ、同年８月７日付けで申立人を含む

２名の標準報酬月額の記録が遡及
そきゅう

して減額訂正処理されており、申立人の場合、

７年10月から８年３月までの期間に係る標準報酬月額は53万円から15万円に、

同年４月及び同年５月に係る標準報酬月額は47万円から15万円に遡及
そきゅう

して減

額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、Ｂ厚生年金基金が保管していたＡ社に係る滞納処分票の記録から、同

社は平成７年９月には厚生年金保険料を含む社会保険料の支払に苦慮し、その

支払について申立人が窓口となって対応していた形跡が確認でき、また、申立

人は当時保険料の滞納があったことを認めている。 

また、申立人は商業登記簿謄本により、申立期間当時、取締役であることが

確認できる上、勤務した従業員に申立人の同社での業務内容について確認した

ところ、申立人は経理・総務担当で勤務していたと供述していることから、自

身の標準報酬月額の減額に関与していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間当時、社会保険事務の窓口を

担当していた申立人が自らの標準報酬月額の減額に係る記録訂正処理に職務

上関与しながら、当該減額処理が有効なものでないと主張することは信義則上

許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正



 

を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案4403 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年７月１日から８年９月30日まで 

社会保険庁のオンライン記録では、役員としてＡ社に勤務した期間のうち、

申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相

当する標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の

標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の取締役として同社に在職し、申立期間後に

おいて清算人として同社の解散に関与していたことが商業登記簿等により認

められる。 

申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成７年７月から８年８月

までは26万円と記録されていたところ、申立人及び代表取締役である息子の２

名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、

９万2,000円へと訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の解散に関連する各種手続については、自ら行い、社

会保険料の滞納があったため、社会保険事務所と話し合った結果、税理士から

標準報酬月額をさかのぼって減額することにより滞納保険料に充てる提案が

あり､やむなく同意したと供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の取締役として自らの

標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該減額処理が有効なものではない

と主張することは信義則上許されず、申立期間について、厚生年金保険の標準

報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案4405 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和55年１月から59年12月まで 

ねんきん特別便により、Ａ社での厚生年金保険の加入記録が無いことが分

かった。申立期間は同社に勤務しており、給与から厚生年金保険料を控除さ

れていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時のＡ社における採用担当者及び申立人の同僚の供述から判断

すると、勤務期間までは明らかでないが、申立人は同社に勤務していたことは

推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事

業所でなくなっており、また、同社の当時の役員は申立期間当時の資料等を保

有していないことなどから、申立人の同社での勤務状況及び保険料控除につい

て確認することはできないと供述している。 

また、Ａ社で申立期間当時に採用担当であった者は、同社では申立期間当時、

手取り収入を多くするため本人の希望で厚生年金保険に加入しない従業員も

おり、申立人も加入を希望しなかった記憶があると供述している上、当時40

名以上の従業員がいたとしているところ、同社の厚生年金保険被保険者名簿で

は20名程度しか厚生年金保険被保険者となっていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による給与から

の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4406 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年４月１日から 32年６月 29日まで 

平成 19年 12月に、社会保険事務所からの厚生年金保険の期間照会回答書

により、申立期間について脱退手当金が支給されていることを知った。しか

し、申立期間に勤務していた事業所を退職する 10 日ほど前に、送別会を開

いてもらい退職金をもらった記憶はあるが、その当時は脱退手当金という制

度のことは全く知らなかったし、脱退手当金を受給した記憶も無いので、調

査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたことが記

録されている上、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給さ

れていることを意味する「脱」の表示が記されている。 

また、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係

る事業所における厚生年金保険被保険者資格喪失日から 18日後の昭和 32年７

月 17 日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえな

い。 

   さらに、申立人の脱退手当金が支給決定された時期は通算年金制度創設前で

あることを踏まえると、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうか

がえない上、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当

金を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4407 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年 12月１日から 39年３月９日まで 

② 昭和 39年３月 12日から 41年５月１日まで 

③ 昭和 41年５月６日から 43年３月 26日まで 

    平成 20年７月に、年金の受給手続に社会保険事務所へ行った際、Ａ社、

Ｂ社及びＣ社について、脱退手当金が支給されていることを知った。Ｂ社

及びＣ社については、厚生年金保険に加入していたことも年金の受給手続

の際に初めて知ったし、また、いずれの期間についても請求及び受給した

記憶も無いので調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   社会保険事務所が保管する申立期間の脱退手当金の請求書類である脱退手当金

裁定請求書には、かつて申立人が勤務していた複数の事業所名、その所在地及び勤

務期間が記されており、その内容が申立人の厚生年金保険の加入歴と一致している

ことを踏まえると、申立期間の脱退手当金は、申立人の意思に基づき請求されたも

のと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金の支給を意味する「脱」

の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは

無く、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険資格喪失日から約７か月後

の昭和 43年 10月 17日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはう

かがえない。 

さらに、申立人から聴取しても、受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4408 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 31年２月７日から 32年５月１日まで 

② 昭和 37年 11月１日から 42年 12月 24 日まで 

③ 昭和 43年２月１日から 45年８月 21日まで 

平成 20 年３月のねんきん特別便により、申立期間について脱退手当金が

支給されていることを知った。しかし、私は当時、脱退手当金という制度を

知らなかったし、申立期間の間に未請求の期間があることも不自然なので納

得できない。私は脱退手当金を受給した記憶が無いので調査をお願いしたい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所が保管する申立期間の脱退手当金の請求書類である脱退手

当金裁定請求書の筆跡は、申立人の筆跡に似かよっている上、昭和 47 年５月

16 日付けで受付された当該裁定請求書の「あなたの現住所」欄にはＡ県Ｂ市

が、「その年１月１日現在の住所」欄にはＡ県Ｃ市の住所が記載されていると

ころ、申立人の戸籍の附票から確認できる住所異動日は 47 年２月１日と記録

され、申立人の住所変更履歴と一致していることなどを踏まえると、申立期間

の脱退手当金は、申立人の意思に基づき請求されたものと考えられる。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿には、脱退手当金の支給を意味す

る「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支給額に計

算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に

係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 4409 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 30年 12月１日から 36 年 12月 31日まで 

申立期間後に勤務していた事業所の社会保険業務担当の従業員に年金記

録を確認してもらったところ、Ａ社に係る厚生年金保険被保険者期間につい

て脱退手当金が支給されていることを知った。しかし、当時は、同社を退職

する際に結婚退職だったことから家具をいただいており、それが脱退手当金

だったのではと思っていたが、平成 20年 12 月に元事業主の奥さんから家具

は脱退手当金で購入したのではないと言われた。当時は脱退手当金という制

度も知らなかったし、また請求も受給もした記憶が無いので調査をお願いし

たい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた事業所の厚生年金保険被保険者名簿の申立人が記載

されているページと後５ページに記載されている女性従業員のうち、申立人の

厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 36 年 12 月 31 日の前後２年以内

に資格喪失し、脱退手当金の受給資格のある者８名の支給記録を調査したとこ

ろ、５名について脱退手当金の支給記録が確認でき、その全員が資格喪失日か

ら４か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該請求をしようと

した者の一人は、「自分より前に退職した女性従業員から、会社にお願いする

と脱退手当金の手続をしてくれると聞いたので、私も会社にお願いした。」と

供述していることを踏まえると、申立人についてもその委任に基づき事業主に

よる代理請求がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立期間に係る厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給され

ていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退

手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険資格喪



 

失日から約４か月後の昭和 37年５月 11日に支給決定されているなど、一連の

事務処理に不自然さはうかがえない。 

   さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。  

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 




